
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県特別支援教育

推進プラン 
２０２６年度版（詳細版） 

令和８年５月 

福島県教育委員会 



はじめに 

福島県では、令和４年度から 第 7次福島県総合教育計画 において、全ての子どもに

必要な資質・能力の育成とともに、一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せである 

Well-being（ウェルビーイング）の実現を目指し、「学びの変革」と「学校の在り方の

変革」を柱に掲げ、６つの施策に取り組んでいます。その中の施策３「学びのセーフテ

ィネットと個性を伸ばす教育によって多様性を力に変える土壌をつくる」においては、

地域で共に学び、共に生きる共生社会の形成に向けた特別支援教育の充実を図っていま

す。 

近年、文部科学省による特別支援教育に関する報告書等として、新しい時代の特別支

援教育の在り方に関する有識者会議 報告（令和 3年 1月）、特別支援教育を担う教師の

養成の在り方等に関する検討会議報告書（令和 4 年 3 月）、障害のある子供の教育支援

の手引（令和 3 年 6 月）等が示されています。これらの中では、通常の学級に在籍する

特別な支援を必要とする児童生徒への校内支援体制の構築や、通級による指導及び特別

支援学級における教員の専門性の向上、就学の仕組みや教育的ニーズの理解と対応など

について、各都道府県における取組の充実が求められています。 

本県においても、特別な支援を必要とする児童生徒は増加傾向にあり、障がいの状態

や本人の教育的ニーズに応じた支援は多様化しています。こうした状況を踏まえ、福島

県教育委員会では、特別支援教育の推進及び充実を図るため、これまで「福島県特別支

援教育推進プラン」（Ａ3版）を作成し、Webページにおいて公表してきました。 

今回作成した「特別支援教育推進プラン（詳細版）」では、本県の特別支援教育の現

状と課題を整理するとともに、各種事業や研修等について、その目的や取組をより分か

りやすく示しています。 

本プランに基づき、「地域で共に学び、共に生きる共生社会の形成に向けた特別支援

教育の充実に向けた取組」を着実に推進することにより、施策の方向性である「誰一人

取り残すことなく、全ての子どもたちが可能性や個性を伸ばすことができるよう、子ど

もたちの状況に応じた教育機会の提供や支援を行うことで、多様性を力に変える土壌を

つくる」ことの実現を図り、全ての児童生徒が豊かな未来を切り拓くための一助となる

ことを目指します。 

今後とも、本県の特別支援教育の充実・発展のため、皆様の御理解と御協力を賜りま

すようお願いいたします。 

 

令和 8年 5月 

福島県教育委員会  
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Ⅰ 福島県特別支援教育推進プラン（２０２６年度版） 

１ 福島県特別支援教育推進プランの基本理念 

（１）福島県特別支援教育推進プランとは 

 文部科学省は、平成 29 年に「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教

育支援体制整備ガイドライン」を公表し、各都道府県において、地域の実情を踏ま

えた特別支援教育に関する基本計画を策定する必要があるとしています。これを受

け、本県においても平成 30 年度から、本県の特別支援教育の取組を年次ごとに整

理し、「福島県特別支援教育推進プラン」（以下「推進プラン」という。）として

Webページで公表しています。 

推進プランは、第 6次福島県総合教育計画（平成 25年度～令和 3年度）及び 第

7次福島県総合教育計画（令和 4年度～令和 12年度）と関連させながら施策を円滑

に展開するため、毎年度内容を更新しています。 

（２）基本理念：「地域で共に学び、共に生きる教育」の推進 

推進プランは、福島県学校教育審議会答申（平成 21年 9月 18日）において示さ

れた基本理念「地域で共に学び、共に生きる教育の推進」に基づくものです。同答

申では、目指す特別支援教育の姿について、「障がいのある子ども一人一人のニー

ズに応じた教育を、地域の幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等（保育

所、認定こども園、義務教育学校を含む。以下同じ。）で行うことであり、関係機

関とのより一層の連携を図りながら、特別支援教育を推進、充実させていくことを

目指すものである。」と示されています。 

（３）我が国の特別支援教育の動向 

   我が国では、共生社会の実現を目指し、特別支援教育に関する法令及び通知等が

示されています。 

 

【特別支援教育に関する法令等】 

○「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告」（R3.1） 

○「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き

出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（R3.1） 

〇「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえ

た学びの充実に向けて～」（R3.6.文部科学省） 

○「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」（R3.9施行） 

○「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」（R4.3） 

○「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」（R4.4） 

○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議

報告」（R5.3） 
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○「高等学校等の病気療養中等の生徒に対するオンデマンド型の授業に関する改正

について（通知）」（R5.3.文部科学省） 

○「小・中学校等における病気療養児に対する ICT等を活用した学習活動を行った

場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（R5.3.文部科学省） 

○「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消に関する対応指

針について（通知）」（R6.1.文部科学省） 

    

これらの法令等では、特別な支援を必要とする子どもの数が増加する中、特別支

援教育をさらに推進していくためには、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶことができる環境を整備していくことの重要性が指摘されて

います。 

また、障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズ

に最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支

援学級及び特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場を一層充実・整備し

ていく必要性も示されています。 

さらに、「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」で

は、こうした理念を学校現場で実現するため、採用後 10年以内に特別支援教育を

複数年経験することや、特別支援教育に関する目標を学校経営方針に位置付けるこ

と、校内の支援体制を整備することなど、教員の専門性の向上及び校内体制の整備

に関する方策が示されています。 

 

２ 本県の教育施策との関連 

（１）第 7 次福島県総合教育計画 

福島県では、令和 4年度から 12年度までの本県教育の基本方針となる「第 7次福

島県総合教育計画」を策定し、教育施策を展開しています。本計画では、福島の良

さを大切にした「福島ならでは」の教育を推進するとともに、それを実現するため、

一方向的で画一的な授業から個別最適化された学び、協働的な学び、探究的な学び

へと変革していく「学びの変革」を掲げています。この「学びの変革」によって、

個人と社会の Well－being（一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せ）の実現を目

指すこととしています。 

本計画の施策 3「学びのセーフティネットと個性を伸ばす教育によって多様性を

力に変える土壌をつくる」においては、地域で共に学び、共に生きる共生社会の形

成に向け、特別支援教育の充実を図ることとしています。また、福島県教育委員会

の「令和 8年度（2026年度）学びの変革推進プラン」に示している主な取組は、次

のとおりです。 

○10校の特別支援学校に特別支援教育アドバイザーを配置するとともに、ふたば

支援学校に双葉地区支援員を配置し、特別な支援を必要とする児童生徒への支援

体制の充実を図っています。 
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○特別支援学校（病弱）に入院児童生徒支援員 2名を配置し、児童思春期病棟に長

期入院中の小・中学校、高等学校等に在籍する児童生徒に対する学びの支援体制

を構築しています。 

○「特別支援学校作業技能大会」を通して、生徒の学習や進路に対する意欲の向上

を図るとともに、生徒の取組の様子を県民や企業等に伝える機会とし、特別支援

学校における就職率の向上を目指して、地元企業との連携強化に取り組んでいま

す。 

○特別支援学校の地域支援センターの機能を強化し、小・中学校、高等学校等にお

いて、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや認知特性等のアセ

スメントを活用した支援の充実を図っています。 

○高等学校における通級による指導については、ICT を活用して対象校における個

に応じた支援を展開するとともに、小・中学校等においても対象児童生徒を適切

に受け入れることができるよう、通級指導教室への支援を行っています。 

○令和 7年度に開校したあだち支援学校及び令和 8年度開校のみなみあいづ支援学

校について、地域の市町村と連携しながら整備を進めています。 

（２）本県の学校教育指導の重点（特別支援教育）について 

   特別支援教育の推進に当たっては、幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領、

高等学校学習指導要領において、「個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導内

容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行う」ことなど、学校全体で特別支援教

育を推進していくことが求められています。 

このことから、本県では、学校教育指導の重点の＜幼児教育版＞＜小・中学校教

育版＞＜高等学校教育版＞＜特別支援学校教育版＞のすべてにおいて、「特別支援

教育」に関する指導の重点事項を示しています。また、全ての校種に共通する指針

として、次の 3つを示しています。 

 

① 連続性のある多様な学びの場を重視した対応 

・学びの連続性の確保、学びのつながりへの留意 等 

② 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実 

・教育的ニーズを整理し、その時点で最も適切な教育の提供 

・障がいの特性に応じた ICT機器の活用 等 

③ 自立と社会参加に向けた教育の充実 

・卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメント 等 
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３ 推進プランの基本的な方向性 

障がいのある子どもたちが、就学前、在学中、さらには卒業後においても、一貫し

た切れ目のない支援を受けることができるよう、医療、福祉、保健、教育、労働等の

関係機関との連携を深め、地域で「共に生きる」ための体制づくりを進めています。 

また、障がいのある子どもが、一人一人の教育的ニーズに応じて、地域の幼稚園、

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等において学ぶことができるよう、教員

の専門性向上や授業力の向上、校内支援体制の整備・充実など、各学校における「共

に学ぶ」環境づくりを進めています。 

 

（１）推進プランの位置付け 

推進プランは、第 7 次福島県総合教育計画の年次計画である「学びの変革推進プ

ラン」及び、同プランを進めていくための主な取組を示した「学びの変革推進プラ

ンのためのストラテジー」を踏まえ、年次ごとの特別支援教育の取組を示すもので

す。本プランでは、各種調査等に基づき、本県の特別支援教育における現状と課題

を整理するとともに、各種事業や研修の計画を示しています。これにより、本県に

おける特別支援教育をさらに推進していくための指針となるよう取りまとめていま

す。 
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（２）推進プランの構成 

推進プランは、これまでの取組の成果や特別支援教育の充実に向けた課題等を踏

まえ、県が直接実施する取組及び補助や支援を行う取組について、具体的に示すも

のです。具体的には、特別支援教育を推進していくために、次に示す「3つの柱」

に基づいて取組を進めていきます。 

【特別支援教育を推進していくための 3つの柱】 

 

 

 

 

 

 

これらの柱に基づき、特別支援教育課、義務教育課、高校教育課が相互に連携を

図りながら特別支援教育の一層の推進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）推進プランの進行管理と弾力的な見直し 

推進プランの進行管理に当たっては、第 7次福島県総合教育計画の実現に向け、

「学びの変革推進プラン」における施策 3に関する指標を基に、進捗状況の点検・

評価を行っています。また、その結果や特別支援教育を取り巻く状況を踏まえなが

ら、必要に応じて事業内容や研修内容等の見直しを行うなど、弾力的な運用に努め

ています。 

整える 

つなぐ 

支える ･･･各地域における特別支援教育を支える体制・研修 

･･･支援内容をつなげていく体制・連携 

･･･特別支援教育における教育環境整備 
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Ⅱ 福島県の特別支援教育を取り巻く現状と課題 

１ 特別な支援を必要とする児童生徒数の推移 

「令和 7 年度学校基本統計（学校基本調査の結果）確定値（R7.12.26）」及び本県

が実施している「令和7年度特別支援教育調べ」（令和７年5月1日現在）によると、

福島県における義務教育段階の児童生徒総数は 125,309 人です。このうち、特別支援

学校、小・中学校等の特別支援学級及び通級による指導を含む通常の学級における特

別支援教育の対象となっている児童生徒は、合計 10,180 人であり、全体の約 8.12％

を占めています。 

学校種別で見ると、特別支援学校には 1,437 人が在籍しており、全体の 1.15%を占

めています。また、小・中学校等に設置されている特別支援学級には、6,593 人が在

籍しており、全体の 5.26%に当たります。さらに、通級による指導を受けている児童

生徒は 2,150 人となっています。また、通常の学級に在籍しながら、発達障がい（自

閉症スペクトラム、LD、ADHD 等）の可能性がある児童生徒が、約 6.0%の割合で在籍

していると推計されています（参考：「発達障がいのある可能性のある児童生徒を含

む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」平成 30 年 福島県教育委

員会）。 

これらの状況から、本県では、小・中学校等の特別支援学級に在籍する児童生徒や

通級による指導を受けている児童生徒を含め、通常の学級において教育的支援を必要

とする児童生徒が大きな割合を占めていることが分かります。こうした状況を踏まえ

ると、義務教育段階で支援を受けた生徒が高等学校に進学する人数も増加していくこ

とが想定されます。このため、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充

実や教育上必要な支援を提供できる校内体制及び教育環境の整備を進めていく必要が

あります。 

（１）小・中学校等の通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒 

【小学校（通常の学級）の傾向】 

小学校では、通常の学級に在籍し、障がいの診断を受ける児童数が平成 19 年度

から令和 7 年度にかけて大きく増加しています。特に、ADHD（注意欠陥多動性障が

い）及び自閉症スペクトラムの児童数の増加が顕著です。平成 19 年度には ADHD が

429人、自閉症スペクトラムが 283人でしたが、令和 7年度には ADHDが 677人、自

閉症スペクトラムが 609人となり、いずれも大きく増加しています。 

 

【中学校（通常の学級）の傾向】 

中学校においても、小学校と同様に、障がいのある生徒の数は増加傾向にありま

す。特に、ADHD及び自閉症スペクトラムの生徒数の増加が顕著です。平成 19年度

には ADHDが 187人、自閉症スペクトラムが 86人でしたが、令和 7年度には、ADHD

の生徒数は 476人、自閉症スペクトラムの生徒数は 412人となり、いずれも増加し
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ています。また、知的障がい、LD、情緒障がいの生徒数についても増加傾向が見ら

れます。 

 

【共通する傾向】 

小・中学校等に共通する傾向として、通常の学級において ADHD及び自閉症スペ

クトラムの児童生徒数が増加していることが挙げられます。これは、発達障がいに

対する社会的理解の進展や診断体制の充実、学校における支援体制の整備等が要因

の一つと考えられます。このように、通常の学級において特別な教育的支援を必要

とする児童生徒は年々増加しており、通常の学級担任への支援や校内支援体制の充

実が重要な課題となっています。 

（２）高等学校に在籍する特別な支援が必要な生徒 

「発達障がいのある可能性のある児童生徒を含む特別な教育的支援を必要とする

児童生徒に関する調査」（平成 30年 福島県教育委員会）によれば、高等学校に

おいて、特別な教育的支援を必要とする生徒は全体の 2.4％であるという結果とな

っています。そのうち、医師による診断のある生徒が 1.1％、診断はないものの学

習面や行動面に著しい困難を示す生徒が 1.3％となっています。近年、通常の学級

における障がいのある児童生徒が増加傾向にあることから、進学先である高等学校

においても、特別支援教育に関する知識及び対応の充実や校内支援体制の構築の必

要性が高まっています。 

（３）小・中学校等の特別支援学級の児童生徒数の推移 

本県の「令和 7 年度特別支援教育調べ」によると、福島県の小学校の特別支援学

級は 875学級です 。過去の推移を見ると、平成 19年度の 328学級から増加してい

ます。また、小学校の特別支援学級に在籍する児童数は、令和 7 年度に 4,654 人で

あり、平成 19年度の 1,066人から大きく増加しています。一方、中学校の特別支援

学級は、404学級となっています。平成 19年度には 153学級であり、こちらも増加

しています。中学校の特別支援学級に在籍する生徒数は、令和 7 年度には 1,939 人

であり、平成 19年度の 504人から大きく増加しています 。 

このような急速な増加に対応するためには、一人一人の教育的ニーズに応じた質

の高い支援や指導を提供することが重要です。このため、特別支援学級を担当する

教員の育成や支援体制の構築が急務となっています。 

（４）通級による指導を受ける児童生徒数の増加 

本県の「令和 7 年度特別支援教育調べ」によると、福島県の小学校の通級指導教

室は、令和 7 年度時点で 104 教室あります。これは、平成 19 年度の 36 教室から２

倍以上に増加しています。通級による指導を受けている児童数は、令和 7 年度に

1,848人で、平成 19年度の 463人から大きく増加しています。 

中学校では、通級指導教室の設置数が増加しています。平成 19年度には 1教室

であり、令和 7年度には 20教室となっています。これに伴い、指導を受けている
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生徒数も増加しており、平成 19年度の 9人から、令和７年度には 302人となって

います。 

高等学校における通級による指導は、平成 30年度に開始されました。導入校

は、平成 30年度の 1校から令和 8年度には 7校に増加しています。指導を受けて

いる生徒数も、平成 30年度の 3人から、令和 7年度には 12人に増加しています。 

通級による指導には、個々の児童生徒の特性に応じた専門的な知識や技能が求め

られます。増加するニーズに対応するためには、専門的な研修を受けた教員の確

保・育成が不可欠です。また、高等学校においても通級による指導が導入され、生

徒数が増加しています。今後、小・中学校等で支援を受けていた生徒が、高等学校

進学後も継続的な支援を必要とするケースの増加が見込まれることから、高等学校

における通級による指導を担う人材の育成や指導者を支える研修体制の構築が喫緊

の課題となっています。 

 

２ 市町村における支援体制の整備状況 

本県の「令和 7 年度教育と福祉の連携に関する調査」によると、市町村教育委員会

と福祉部局との連携率は 81.4%であり、令和４年度の調査開始時と比較して 8.5 ポイ

ント上昇しています。各自治体では、必要に応じて福祉部局と連携し、支援が必要な

子どもに対する早期からの支援を行っています。一方で、連携率の全体的な向上は見

られるものの、市町村の規模や人員体制によって、連携の具体的な方法や課題意識に

は違いが見られます。 

今後は、全県的に連携を一層強化していくため、各市町村の実情に応じた支援策の

検討や連携の推進が必要です。 

 

３ 小・中学校、高等学校における指導・支援の状況 

（１）個別の教育支援計画の作成率（小学校・中学校・高等学校） 

本県の「令和 7 年度特別支援教育体制整備状況調査」によると、令和 7 年度の個

別の教育支援計画作成率（人数）は 94.1%となり、令和 6年度の 93.5%から 0.6ポイ

ント上昇しています。特別な支援を必要とする児童生徒に対する個別の教育支援計

画の作成率は、全体として上昇傾向にあります。 

今後は、個々の児童生徒の障がいの状態や教育的ニーズを丁寧に把握し、一人一

人の障がいの状態に応じた教育上必要な支援内容（合理的配慮）について、本人や

保護者と合意形成を図りながら、支援を必要とするすべての子どもに対して、学校

組織として適切に提供できる体制を整えていくことが重要です。 
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（２）個別の教育支援計画の引継ぎ活用率（小学校・中学校・高等学校） 

本県の「令和 7 年度特別支援教育体制整備状況調査」によると、令和７年度の個

別の教育支援計画全体の作成人数における引継ぎ・活用率は 79.7%となり、令和 6

年度から 5.9ポイント減少しています。 

学校種によっては、計画が十分に引き継がれていないなどの課題が見られます。

すべての児童生徒が、障がいがあっても安心して学習し生活できる環境を整えるた

めには、計画の確実な引継ぎと活用が求められます。また、学校内での教員間の連

携だけでなく、学校と家庭、医療機関、福祉サービスなど関係機関全体で情報を共

有し、計画を効果的に活用していくための連携強化が必要です。 

今後は、実態をより正確に把握するため、個別の教育支援計画の新規作成人数を

把握するとともに、必要な伴走支援を実施します。 
 

（３）校内研修率 

本県の「令和 7 年度特別支援教育体制整備状況調査」によると、令和 7 年度の幼

稚園、小学校、中学校、高等学校等における校内研修の実施率は 93.6%であり、令

和 6 年度の 92.6％から 1.0 ポイント上昇しています。これは、特別支援教育に関す

る校内研修が着実に進んでおり、多くの学校がその重要性を認識し、教員向け研修

に積極的に取り組んでいることを示しています。 

今後は、教員の専門性を高め、実際の指導に活かせる研修となるよう内容のさら

なる充実を図る必要があります。 

 
    

４ 特別支援学校における地域支援の状況 

（１）特別支援学校「地域支援センター」の活動 

本県の「令和 6 年度特別支援学校のセンター的機能に関する調査」によれば、令

和 6 年度の相談・研修支援件数は 3,082 件で、令和 5 年度から 183 件増加していま

す。内訳は、来校相談が 1,586 件、出かける支援が 996 件、特別支援教育アドバイ

ザーの活用が 500 件であり、いずれも増加傾向にあります。支援を必要とする児童

生徒の増加に伴い、相談内容も多様化しています。  

また、小学校、中学校、高等学校等において、学校組織全体を活用した支援体制

の構築を支援していくことも重要です。 

こうした様々なニーズに応じた相談ができるよう地域支援センター担当者の専門

性の向上を図り、地域における特別支援教育の拠点として、さらなる人材育成と機

能の充実を進めていく必要があります。 

（２）特別支援教育アドバイザーの配置 

福島県では、特別支援教育アドバイザーを県内 10 校の特別支援学校に 10 名配置

しています。また、入院している児童生徒を支援するため、2 校の特別支援学校に
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2 名を配置しています。特別支援教育アドバイザーは、教育事務所や市町村教育委

員会との連携、医療、保健、福祉等との連携、個別の教育支援計画の活用のための

支援や、障がい種に応じた支援、特別支援教育に関する研修支援などを行っていま

す。 

本県の「令和 6 年度特別支援学校のセンター的機能に関する調査」によれば、特

別支援教育アドバイザーによる相談件数は、令和 6 年度は 500 件となっており、近

年は 500件程度（R5：503件、R4：506件、R3：399件）で推移しています。 

特別支援学級や通級による指導を受ける児童生徒が年々増加していることを背景

に、教育現場における専門的な支援に対するニーズの高まりが表れているものと考

えられます。 

 

 

５ 特別支援学校の人数・就職率及び学校整備状況等 

（１）特別支援学校の児童生徒数 

「学校基本調査」及び本県の「令和 7 年度特別支援教育調べ」によると、特別支

援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部（専攻科を含む）に在籍する児童生徒数

は、平成 19年度と比較して増加傾向にあります。令和 7年度には 2,444人となり、

平成 19 年度から約 1.25 倍に増加しています。また、医療的ケアを必要とする児童

生徒も増加していることから、看護師の配置や関係機関との連携体制の強化が一層

重要となっています。 

（２）特別支援学校高等部卒業生の就職率 

福島県の「特別支援学校高等部卒業者の進路状況調査」によると、本県の特別支

援学校高等部卒業生に占める就職率は、令和 6 年度は 30.1%となり、調査開始以来、

初めて全国平均と同程度の水準まで上昇しました。しかしながら、障がい者雇用に

ついて検討段階にある企業も見られることから、今後は、県内の企業等への理解啓

発や連携を進めながら、生徒一人一人の進路実現を図っていく必要があります。 

 

（３）第２次福島県県立特別支援学校全体整備計画状況 

本計画に基づき、県立特別支援学校の新設や移転を進めています。 

・だて支援学校（令和 4年 4月開校） 

・ふたば支援学校（令和 7年 1月移転・再開） 

・あだち支援学校（令和 7年 4月開校） 

※ 小学部・中学部は二本松市、高等部は本宮市に設置 

・みなみあいづ支援学校（令和 8年 4月） 

また、須賀川支援学校は災害復旧のため、解体工事に着手しています 。 
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これらの整備は、「障がいのある児童生徒の学習活動が適切に行える環境作り」

「地域の特別支援教育の拠点として、センター的機能を担う学校作り」「特別支援

教育の相談窓口として子育て支援を担う学校作り」の方針のもと、進めています。 

 

 

６ 特別支援学校の交流及び共同学習の実施状況 

障がいのある子どもと障がいのない子ども、あるいは地域の障がいのある人と交

流し、共に活動する交流及び共同学習は、双方の経験を深め、社会性を養うととも

に、豊かな人間性を育み、互いを尊重することの大切さを学ぶ機会となるなど、大

きな意義があります。 

（１）学校間交流 

   特別支援学校では、幼児児童生徒の実態や地域の状況に応じて、幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等との交流及び共同学習を実施しています。多くの学校にお

いて教育課程に位置づけ、計画的・継続的に実施されています。 

 

（２）居住地校交流 

特別支援学校に通う幼児児童生徒の居住地校交流は、特別支援学校の約半数の学

校で実施されています。居住地の幼稚園、小学校、中学校等の学校行事（運動会な

ど）や授業に参加するなど、年間を通した取組が行われています。 

 

実施に当たっては、交流先の学校の理解や事前の打合せ、さらには市町村教育委

員会の理解が重要となります。 

今後も、「共に学び共に生きる」環境づくりの一環として、交流及び共同学習の

一層の充実を図っていきます。 
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Ⅲ 特別支援教育に関する事業の展開 

１ 主要事業№１:ふくしまの誰一人取り残さない教育体制整備事業 

本事業は「地域支援体制整備事業」と「発達障がい等のある児童生徒の教育環境整

備事業」の 2つの小事業で構成されています。特別な支援を必要とする子どもたちに

対して、乳幼児期から学校卒業後まで切れ目なく支援を引き継ぎ、子どもや保護者を

支える体制を整備することを目的としています。このため、「市町村における特別支

援教育の地域支援体制の整備及び病気療養中の児童生徒に対する学習支援体制の構

築」と「すべての教員に求められる特別支援教育に関する研修の推進」を２つの柱と

して、事業を展開しています。 

（１）地域支援体制整備事業 

「地域で共に学び、共に生きる教育」を推進するため、市町村において教育、保

健、福祉、労働等の関係機関と連携し、特別な支援を必要とする子どもたちの就学

前から学校卒業後までの切れ目のない支援体制の整備・充実を図るために、次の①

～⑩の事業に取り組み、事業全体の推進を図ります。 

① 特別支援教育推進会議 

本県の特別支援教育の現状と課題を踏まえ、今後の施策や事業の在り方につい

て協議することを目的として、特別支援教育推進会議を開催します。 

会議には、学識経験者、小学校長、中学校長、高等学校長、特別支援学校長、

医療、保健、福祉、労働等の関係部局の職員、県教育庁の特別支援教育課、義務

教育課、高校教育課の職員が参加し、年 2回程度開催します。会議では、各市町

村における就学相談や教育支援、特別支援教育施策、各事業の計画・運営、進捗

状況、調査結果の分析などについて指導や助言を受け、本県の特別支援教育の方

向性や施策について検討します。 

 

② 庁内特別支援教育連携会議 

県教育庁内の関係課（義務教育課、高校教育課、特別支援教育課）が連携し、

本県の特別支援教育の充実及び切れ目のない支援体制の整備に向けた事業展開を

検討することを目的として、庁内特別支援教育連携会議を開催します。 

年 2 回程度開催し、本県の特別支援教育の現状や課題の共有、各事業の計画や

運営、進捗状況、調査結果の分析などについて協議します。また、幼児児童生徒

の就学や教育支援に関する課題についても検討し、課題解決に向けた具体的な方

策を整理するとともに、関係課の連携につなげます。 

 

 

 

整える 

つなぐ 
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③ ふくしまの誰一人取り残さない教育体制整備事業担当者会議 

本事業の趣旨について共通理解を図るとともに、教育事務所が地域支援コーデ

ィネーターとしての役割を円滑に果たせるよう関係機関の連携を強化することを

目的として、ふくしまの誰一人取り残さない教育体制整備事業担当者会議を開催

します。 

特別支援教育課、教育事務所、特別支援教育センターの担当者が参加し、年 4

回開催します。また、地域における事業推進上の課題を共有するとともに、教育

事務所の事業構想や計画について協議し、事業の進捗状況を確認します。必要に

応じて構想や計画を見直し、着実な実施につなげていきます。 

 

④ 地域支援チーム戦略・連携会議 

地域の特別支援教育の充実を図るため、教育事務所、特別支援教育センター、

特別支援学校及び関係機関が連携し、地域の課題や支援の在り方について協議す

ることを目的として、地域支援チーム戦略・連携会議を開催します。 

各教育事務所において、年 3 回開催します。市町村や幼稚園、小学校、中学校、

高等学校等における特別支援教育の現状を分析し、課題を共有するとともに、こ

れまでの相談や研修の効果を検証します。また、医療や福祉等の関係機関と情報

の共有を図り、連携の在り方について検討することにより、それぞれの役割を明

確にします。これらの取組を通して、地域全体で特別支援教育の質を高め、継続

的な支援体制の構築を目指します。 

 

⑤ 特別支援教育体制促進協議会 

市町村における特別支援教育の推進及び一貫した支援体制の構築を図るため、

市町村教育委員会や関係機関が連携し、支援体制の充実に向けた協議を行うこと

を目的として、特別支援教育体制促進協議会を開催します。この協議会は、教育

事務所が企画・運営し、年 2回開催します。 

市町村が、就学前から学校卒業後までの一貫した支援体制を構築できるよう、

教育事務所が中心となり、市町村教育委員会をはじめ、医療、保健、福祉、労働

等の関係機関と連携しながら、地域における特別支援教育の推進を目指します。 

具体的には、各市町村の特別支援教育計画を共有するとともに、先進的な取組

について紹介します。また、各市町村の支援体制を評価し、今後の取組について

検討します。さらに、就学の仕組みや個別の教育支援計画の作成・活用について、

関係者の理解を深めるための周知・啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

整える 

つなぐ 

支える 
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⑥ 教育支援協議会の開催 

各校において特別な支援を必要とする児童生徒への支援体制の充実を図ること

を目的として、教育支援協議会を開催します。 

小学校、中学校の管理職を対象に、年１回開催します。本協議会には、小学

校、中学校の管理職が隔年で参加するとともに、教育事務所の指導主事も加わ

り、特別支援教育の推進に向けた協議を行っています。 

また、令和８年度からは、新たに高等学校の管理職も対象に加え、学校の実情

に応じて希望する高等学校を対象にオンラインで実施します。この協議会では、

障がいのある児童生徒の教育的ニーズの整理や、そのニーズに応じた支援の方

法、早期からの支援や関係機関との連携、多様な学びの場の提供、卒業後の就労

や福祉等の関係機関との連携などについて理解を深めます。 

また、校内の支援体制の整備や合理的配慮の提供、具体的な指導方法、教育課

程について参加者間で共有します。これらの取組を通して、各校における特別支

援教育の推進を図ります。 

 

⑦ 地域支援センター特別支援教育研修会の実施 

教職員の特別支援教育に関する資質向上及び指導の改善を図ることを目的とし

て、地域支援センター特別支援教育研修会を実施します。 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の教員等を対象に開催

します。この研修会は、特別支援学校が企画・運営し、年 1回開催します。 

主な内容は、参加者が特別支援学校の授業を参観したり、講演を聴いたり、研

究協議に参加したりするなど、地域の特別支援教育の推進を担う研修となってい

ます。 

 

⑧ 高等学校学習支援員配置校連絡協議会の実施（高等学校） 

東日本大震災に伴う原子力発電所事故の影響により特別な支援が必要となった

生徒への支援体制の充実を目的として、学習支援員配置校連絡協議会を開催しま

す。特別支援教育課が高校教育課及び教育事務所と連携し、年 2回開催します。

この会議には、学習支援員を配置している高等学校の管理職や特別支援教育コー

ディネーターが参加し、特別な支援が必要な生徒への理解を深めるとともに、学

習支援員の活用を図る校内支援体制について検討します。また、個別の教育支援

計画や個別の指導計画の作成と活用、生徒への合理的配慮の提供についても理解

を深めます。 

 

⑨ 幼稚園等、小・中学校、高等学校への相談・研修支援の実施 

【相談支援の実施】 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育の充実を図るこ

とを目的として、相談支援を実施します。 

支える 

支える 

支える 

つなぐ 支える 
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校等からの相談に応じて、各特別支援学校

に設置している地域支援センターが、特別な支援を必要とする子どもたちとそ

の保護者、担当教員を支援します。 

具体的な相談支援の内容は、個別の事例に対する助言、個別の教育支援計画

や個別の指導計画の作成・活用に関する助言、校内委員会での事例検討会への

参加や協力などです。各校からの要請に基づき、教育事務所が調整を行い、特

別支援学校の教員等が学校を訪問して相談に対応します。また、校内の支援体

制の整備に向けた支援も行います。 

 

【研修支援の実施】 

教職員の専門性の向上を図ることを目的として、研修支援を実施します。幼

稚園、小学校、中学校、高等学校等及び各市町村教育委員会のニーズに応じて

研修支援を行い、各学校における指導と支援の質の向上と校内支援体制の整備

を図ります。研修の内容や方法は、各学校からの要望を踏まえて検討し、随時

実施します。教育事務所が中心となり、特別支援教育センターの指導主事や特

別支援学校の教員等が学校を訪問し、直接研修を行います。 

 

⑩ 相談・研修支援の充実に向けた特別支援学校教員の専門性の向上 

【地域支援担当者等研修会の実施】 

地域における相談・研修支援の充実を図るとともに、特別支援学校が教育事

務所や特別支援教育センターと連携し、地域の特別支援教育の中心的な役割を

果たすことができるよう、特別支援学校教員の専門性向上を目的とした研修を

実施します。 

地域支援担当者等研修会は、各特別支援学校が教育事務所及び特別支援教育

センターと連携して開催します。この研修会には、各特別支援学校の地域支援

担当者などが参加します。 

主な内容は、県の特別支援教育に関する施策や事業の趣旨及び実施方法につ

いて理解を深めることです。また、各地域における特別支援教育の現状や課題、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等で抱える課題とその対応策について協議

します。さらに、地域支援担当者や特別支援教育アドバイザーの役割を明確に

することも目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支える 
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（２） 発達障がい等のある児童生徒の教育環境整備事業 

本県独自の調査「特別支援教育調べ」によると、通常の学級において、学習面に

困難さが顕著な児童生徒（学習障がい及び言語障がい等）の増加傾向が続いていま

す。特別な支援が必要な児童生徒の「学習面の困難さ（読む・書く、計算する・推

論する等）」に対応し、安心して学ぶことができる個別最適な指導や支援、校内支

援などの教育環境の整備を推進していくため、小学校、中学校、高等学校等の通常

の学級で指導する教員や学校への伴走支援を実施します。 
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２ 主要事業№２:特別支援学校就労チャレンジ推進事業 

本事業は、特別支援学校高等部の生徒が地域社会の一員として充実した生活を送る

ことができるよう支援することを目的として実施しています。「夢に向かってテクノ

チャレンジ事業」と「連携強化・就労推進事業」の 2 つの小事業で構成されており、

生徒の産業現場等における実習の充実を図るとともに、教員の進路指導や就労支援に

関する専門性の向上を図ります。併せて、障がいのある生徒の雇用や職場定着に関す

る理解促進を図るため、企業等への情報提供を行い、関係機関との連携強化を推進し

ています。 

（１）夢に向かってテクノチャレンジ事業 

夢に向かってテクノチャレンジ事業は、障がいのある生徒が自立し、社会に参加

することができるよう支援することを目的として実施しています。特別支援学校高

等部の生徒の進路に対する意識を高め、企業への就職及び職場への定着を促進する

ことを目指しており、その具体的な取組の一つとして、特別支援学校作業技能大会

を開催しています。 

 

 

 

（２）連携強化・就労推進事業 

連携強化・就労推進事業は、生徒一人一人の進路実現を図るため、個々の状況に

応じた進路指導の充実を目的として実施しています。特別支援学校の進路指導主事

等や障がい者就業・生活支援センター担当者で構成する「進路支援チーム会議」を

中心に、課題解決に向けた対応策の検討や情報の共有を行い、企業及び福祉等の関

係機関との連携を推進しています。また、令和８年度から特別支援学校に進路指導

支援員（１名）を配置し、地域の企業との連携を強化することにより、県内の特別

支援学校高等部生徒の就労の推進を図ります。 

 

３ その他：特別支援教育を支える事業 

（１）県立学校における医療的ケア実施事業 

県立学校における医療的ケア実施事業は、障がいの重度化により喀痰吸引などの

医療的ケアが必要な児童生徒等が、安全で健康な学校生活を送ることができるよう

支援することを目的としています。これは、児童生徒等の安全を確保するとともに、

保護者の負担軽減を図るための取組です。本事業は、該当児童生徒等が在籍する県

立学校で実施しており、各校に指導医及び看護師を配置し、指導医の助言を受けな

がら、安全に医療的ケアを実施しています。また、医療的ケアに必要な物品等の整

つなぐ 支える 

つなぐ 支える 

支える 整える 
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備も行っています。安全なケアの実施体制を維持するため、各校において年 1 回、

「医療的ケアサポート会議」を開催するほか、年 2 回「県医療的ケア実施運営協議

会」を開催しています。さらに、医療的ケアを行う教員及び看護師を対象とした研

修会も実施しています。 

 

（２）高等学校学習支援推進事業 

高等学校に在籍する発達障がい等により特別な支援を必要とする生徒や東日本

大震災及び原子力発電所事故の影響による環境の変化への適応が困難な生徒への

支援の充実を図ることを目的として、学習支援員を配置し、生徒の実態に応じた

支援を行っています。 

令和 8 年度は、県立高等学校７校に学習支援員を配置しており、生徒への学習面

での支援や校内の指導体制の充実に取り組んでいます。 

 

（３）株式会社「LITALICO」との連携協定（義務教育課） 

県内の公立学校において、義務教育段階から高等学校段階までの切れ目のない個

別の教育支援体制の充実を図ることを目的として、株式会社 LITALICO との連携協

定に基づく取組を実施しています。株式会社 LITALICO が提供する教育ソフトを活

用し、支援体制の構築や指導の充実を図っています。 

 

（４）ADHD通級指導教室講師配置（義務教育課） 

発達障がいのある児童生徒に対する支援の充実を図ることを目的として実施して

います。障がいに起因する学習活動や生活における様々な困難に対応するため、障

がいの状態に応じた個別指導や少人数指導を行っています。 

 

（５）身体に障がいのある生徒に対する支援事業（高校教育課） 

高等学校での教育を希望する身体に障がいのある生徒の教育活動を支援すること

を目的として実施しています。このため、教育活動を支援する介助員及び看護師を

配置しています。 

 

（６）高等学校における通級による指導 

高等学校に在籍する生徒が、障がいによる学習上及び生活上の困難を主体的に改

善・克服することを目的として実施しています。大半の授業を通常の学級で受けつ

つ、特別の指導（特別支援教育における「自立活動」の指導）を行う「通級による

指導」を県立高等学校に複数校導入し、その充実を図っています。 

 

 

 

支える 

支える 
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Ⅳ 教員の専門性向上を支える各種研修 

１ 主に小学校、中学校、高等学校等を対象とした研修 

（１）特別支援学級教育課程研修会（特別支援教育課） 

小学校、中学校の特別支援学級担当教員を対象として、教育課程に関する研修会

を実施します。本研修会は、教育課程の編成及び実施上の課題について理解を深め

ることで、教員の専門性を高め、特別支援学級における教育の質の向上を図ること

を目的として実施します。研修では、教育課程の編成及び実施の在り方、個別の指

導計画の作成と活用、教育上必要な配慮事項等について理解を深めます。特別支援

教育課や教育事務所の指導主事が講師となり、各地域で計 6日間開催します。 

（２）職能研修・専門研修（特別支援教育センター） 

地域の特別支援教育の現状及び課題を踏まえ、年度ごとに研修内容の改善・見直

しを図りながら、研修を実施しています。 

【職能研修（小中学校・高等学校を対象とした内容）】 

＊対象となる職務に従事している教員が対象 

研修名 対象 

特別支援学級等新任担当教員
研修会 

初めて特別支援学級の担任になった教諭及び常勤講師 

小･中学校特別支援教育 
コーディネーター研修会 

小･中学校の特別支援教育コーディネーター 

高等学校特別支援教育 
コーディネーター研修会 

高等学校の特別支援教育コーディネーター 

通級指導教室担当教員研修会 
通級による指導の担当の経験が通算２年目までの教諭
及び常勤講師 

 

【専門研修（主に小中学校・高等学校を対象とした内容）】 

＊受講を希望する教員が対象 

研修名 研修内容 

発達障がいのある子どもの基礎的
な理解と対応～「気付く」から始
めよう～ 

事前動画視聴で発達障がいの特性を理解し、行
動の背景や要因を探る講義と演習を行います。 

発達障がいのある子どものライフ
ステージに応じた指導と支援 
～豊かな現在（いま）を未来へつ
なぐ～ 

発達障がいのある子どもの指導と支援につい
て、講義と協議を通して学びます。 

教育相談（基礎編）～わかり合う
ところがスタートライン～ 

子どもや保護者を理解すること、教育相談で大
切なことについて講義と演習を行います。 

教育相談（応用編）～チームでつ
くる笑顔の相談～ 

教育相談に臨むためのケース会議の進め方につ
いて、講義と演習を行います。 

指導に生かすアセスメント～もっ
と知りたい子どもたちのこと～ 

子ども理解や心理アセスメントの活用、検査報
告書の読み方などについて学びます。 
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子どもの豊かな学びと生活を支え
る「教育的ニーズの整理」～やっ
てみよう！ケース会議～ 

事前動画視聴で「教育的ニーズ」について学
び、教育的ニーズの整理やケース会議の進め方に
ついて演習と協議を行います。 

特別支援学級の授業の充実～実態
把握を生かした授業や学級経営～ 

特別支援学級の教育課程や授業づくりについて
の講義、授業の実際についての協議を行います。 

自立活動の指導の充実（小学校、
中学校、高等学校編）～中心的な
課題を導き出す～ 

自立活動の指導の基本や一人一人の実態に応じ
た指導、指導目標と内容の改善について、講義、
演習、協議を通して学びます。 

 

（３）その他：特別支援教育に関する教育資料 

 

○特別支援教育センター「研修パッケージ」（研修で活用できるオンライン動

画、活用資料等） 

内容： 特別支援教育における研修について、いつでもどこでも学ぶことがで

きるよう、動画及び資料、手引き（研修の進め方等）をまとめ、Webペ

ージ上で公開しています。「何を」「どのように」学べばよいのかを整

理し、「知る」「気付く」「支える」「つなぐ」の 4つの段階による特

別支援教育の研修体系表として整理することで、各校における特別支援

教育の研修が推進されるように情報発信を行っています。 

 

 

○特別支援教育センター「小・中学校、高等学校におけるインクルーシブ教育シ

ステム推進のためのコーディネートハンドブック」 

内容： 各校で特別支援教育を推進する教員の多忙な現状を踏まえ、①「短時

間」②「すぐ使える情報」③「具体的な知識と実践」をコンセプトとし

て作成しています。特別支援教育に関わるすべての教員が活用でき、校

内で特別支援教育をコーディネートできるような内容構成となっていま

す。掲載している内容は、共生社会やインクルーシブ教育システム、多

様性に応じた学級づくりや授業づくり、全校的な教育支援体制、障がい

のある児童生徒への配慮、個別の教育支援計画や個別の指導計画、関係

機関との連携、具体的な実践例など多岐にわたります。A4裏表 1枚でま

とめられており、短時間の研修等でも活用できる内容となっています。

全国からの問い合わせもあり、幅広く活用されています。 
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○特別支援教育課「特別支援学校・特別支援学級・通級による指導にかかわる就

学支援の手引～障がいのある子どもの就学に携わる人のために～」 

内容： 就学の仕組みや基本的な考え方について、共生社会と学校教育、障が

いのある子どもの教育に関する制度、教育的ニーズの把握、合理的配慮、

就学先決定に向けたプロセス、教育的ニーズに応じた多様な学びの場、

特別支援学校の入学・転学について等の内容を整理し、必要な情報を選

択して活用できる参考資料とともに特別支援教育課 Web ページに掲載し

ています。就学支援について、「気になるところが分かる！」「研修や

説明資料として活用できる！」「本人・保護者・関係者が安心して理解

できる！」ことをコンセプトとして作成しています。 

 

２ 特別支援学校を支える研修 

（１）特別支援学校教育課程運営改善講座 

特別支援学校の教育課程の実施に関する専門的な内容を扱い、指導的立場にある

教員の指導力向上を目的として実施します。学校の実態や児童生徒の障がいの種類

及び程度に応じて、教育課程の編成、適切な実施及び管理の在り方について理解を

深め、特別支援教育の改善及び充実を図ります。 

（２）県立特別支援学校生徒指導担当者連絡協議会 

特別支援学校における生徒指導上の課題について専門的な研修を行うとともに各

校における事故防止や校内指導体制の課題を共有します。これらを通して、生徒指

導を担う教員の専門性の向上を図ります。 

（３）県立特別支援学校進路指導担当者連絡協議会 

県立特別支援学校進路指導担当者連絡協議会（進路支援チーム会議）は、高等部

生徒の一般就労に関する課題を明らかにし、その解決策を検討することを目的とし

て実施します。本協議会を通して、入学から卒業までの一貫したキャリア教育を推

進し、生徒一人一人の進路実現を目指すとともに、教員の指導力の向上を図りま

す。 

（４）ICT 実践協議会 

本協議会は、特別支援学校の教員や情報教育担当者を対象として、ICT を活用し

た授業実践や校内研修の推進について協議し、教員の専門性及び指導力の向上を図

ります。 

（５）職能研修・専門研修（特別支援教育センター） 

地域の特別支援教育の現状及び課題を踏まえ、年度ごとに研修内容の改善・見直

しを図りながら、研修を実施します。 

支える 

就 

学 

支 

援 
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【職能研修（特別支援学校を対象とした内容）】 

＊対象となる職務に従事している教員が対象 

研修名 対象 

特別支援教育コーディネーター
研修会 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーター 

教務主任・研修主任研修会 
県立特別支援学校・分校 26校の教務主任及び研
修主任 

自立活動の指導実践研修会 県立特別支援学校で自立活動の指導的な立場の教諭 

寄宿舎指導員研修会    
（＊3年に１度の実施 
   ：令和 8 年度は実施） 

県立特別支援学校の寄宿舎指導員 

医療的ケア担当教員研修会 
（＊3 年に１度の実施 

：令和 8 年度は実施しない） 
県立特別支援学校の医療的ケア担当の教諭 

実習助手等研修会     
（＊3 年に１度の実施 

：令和 8 年度は実施しない） 
県立特別支援学校の実習助手等 

 

【専門研修（主に特別支援学校を対象とした内容）】 

＊受講を希望する教員が対象  

研修名 研修内容 

自立活動の指導の充実（特別支
援学校編）～主体的な学びに向
けた指導内容の設定～ 

自立活動の指導の工夫及び評価について協議
を行います。 

特別支援学校における教科指導
の授業力向上～知的障がい算
数・数学編～ 

知的障がいのある児童生徒の特性の理解と対
応、算数・数学科の授業づくりについて学びま
す。 

重度・重複障がいのある子ども
の学びの充実～思いに寄り添う
指導・支援に向けて～ 

重度・重複障がいのある幼児児童生徒の理解
と授業づくりについての講義を行うとともに、
関わり方について協議を行います。 

特別支援学校における授業の 
充実～確かな学びに向かう授業
づくり～ 

これからの特別支援学校における授業の充実
について、学習評価の充実を図るための講義や
演習を行います。 

子どもの可能性や個性を伸ばす
進路指導～思いと向き合い将来
につなげる～ 

特別支援学校における進路指導の現状や、卒
業後の豊かな暮らしの実現に向けた取組につい
て協議を行います。 

授業における ICTの活用～主 
体的な学びを支える実践の共有
～ 

特別支援教育における学びの充実のための ICT
活用について学ぶとともに、効果的な活用に向
けた協議を行います。 
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特別支援教育に関わる報告・通知集 

○「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告」（令和３年１月）【概要版】 

○「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最

適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月）【概要版】 

〇「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実

に向けて～」（令和３年６月 文部科学省）【通知】 

○「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について」（令和３年９月施行）

【通知】 

○「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」（令和４年３月）【概要版】 

○「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」（令和４年４月）【通知】 

○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」（令和５

年３月）【概要版】 

○「高等学校等の病気療養中等の生徒に対するオンデマンド型の授業に関する改正について（通

知）」（令和５年３月.文部科学省）【通知】 

○「小・中学校等における病気療養児に対する ICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要

録上の出欠の取扱い等について（通知）」（令和５年３月.文部科学省）【通知】 

○「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消に関する対応指針について

（通知）」（令和６年１月.文部科学省）【通知】 

○「個別の教育支援計画の活用及び引継ぎについて（通知）」（令和 7 年６月 福島県教育委員会：義

務教育課、高校教育課、特別支援教育課）【通知】 

 



新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告
Ⅰ．特別支援教育を巡る状況と基本的な考え方

・障害者権利条約批准に基づく障害者基本法、障害者差別解消法等の関連法の整備も進み、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の取組が進展。
・特別な支援を受ける子供の数が増加する中で、特別支援教育をさらに進展させていくため、
①障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備
②障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、
連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備

を着実に進める。これらを更に推進するため、それぞれの学びの場における各教科等の学習の充実を図るとともに、
・障害のある子供と障害のない子供が、年間を通じて計画的・継続的に共に学ぶ活動の更なる拡充
・障害のある子供の教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を変えられるよう、多様な学びの場の間で教育課程が円滑に接続することによる学びの連続性の実現
・これにより、障害の有無に関わらず誰もがその能力を発揮し、共生社会の一員として共に認め合い、支え合い、誇りを持って生きられる社会の構築を目指す。

令和３年１月

１．就学前における早期からの相談・支援の充実
・ 乳幼児健診や５歳児健診の活用など早期からの相談・支援
・ 就学相談における保護者への情報提供の充実
・ 就学相談や学びの場の検討等を支援する教育支援資料の内容を充実
３．特別支援学校における教育環境の整備
・ 学習指導要領の着実な実施のための文部科学省著作教科書（知的障害者用）の作成
・ ICTを活用した在宅就労など新たな職域に係る人材育成の強化
・ 副次的な籍やICTを活用した児童生徒の居住する地域の学校との交流促進
・ 集中的な施設整備、特別支援学校に備えるべき施設等を定める設置基準の策定
・ 特別支援学校のセンター的機能（他の学校への支援）の強化

２．小中学校における障害のある子供の学びの充実
・ 特別支援学級と通常の学級の子供が共に学ぶ活動の充実
・ 自校で専門性の高い通級による指導を受けるための環境整備
・ 通級による指導等の多様で柔軟な学びの場の在り方の更なる検討
４．高等学校における学びの場の充実
・ 通級による指導の充実等に向けた指導体制の確立
・ 個別の教育支援計画等を活用した義務教育段階との丁寧な引継ぎによる、合理的配慮
の提供など特別支援教育の充実
・ 特別支援学校や就労関係機関と連携した発達障害等のある生徒の就労支援等の充実

１．全ての教師
・ 全ての教師が発達障害等の特性等を踏まえた学級経営・授業づくり
を研鑽、校内人材を活用したOJTによる支援体制の充実
・ 特別支援教育に係る資質を教員育成指標に位置付け
・ 小・中・高等学校と特別支援学校間の人事交流の推奨
２．特別支援学級、通級による指導の担当教師
・ OJTやオンラインなど参加しやすい研修の充実
・ 小学校等教職課程において、特別支援学校教職課程の一部単位
の修得を推奨
・ 特別支援学校教諭免許状取得に向けた免許法認定講習等を活
用した担当教師の専門性向上

３．特別支援学校の教師
・ 重複障害や発達障害等への対応を含む特別支援学校教職課程の
見直し、コアカリキュラムの策定
・ 特別支援学校教諭免許状取得に向けた優良事例の収集・周知、
免許法認定通信教育の実施主体の拡大の検討

１．ＩＣＴ利活用の意義と基本的な考え方
・ 指導内容の充実、障害者の社会参画促進、QOLの
増進、教師の負担軽減・校務改善等の幅広い観点を
踏まえて着実に対応

２．指導の充実と教師の情報活用能力
・ オンラインを活用した自立活動の実践的研究
・ 文部科学省著作教科書のデジタル化等の推進
・ 教師のＩＣＴ活用スキルの向上
３．ＩＣＴ環境の整備と校務のＩＣＴ化
・ 学校におけるICTの利活用体制の整備
・特別支援教育の校務のICT化（項目の標準化に向
けた参考となる資料の提示）

４．関係機関の連携と情報の共有
・ セキュリティ等に配慮しICTを活用した情報連携

１．就学前からの連携
・ 地域で切れ目ない支援を受けられる連携体制の整備
２．在学中の連携
・ 就労関係機関と連携した早期からのキャリア教育の実
施、小中学校等と関係機関との連携促進

３．卒業後の連携
・ 教育、福祉、労働等の個別支援計画を活用した一
体的な情報共有

４．医療的ケアが必要な子供への対応
・ 医療的ケアを担う看護師の配置拡充と法令上の位
置付けの検討
・ 中学校区に医療的ケア実施拠点校を設置
５．障害のある外国人児童生徒への対応
・ 「外国人児童生徒等の教育の充実について(令和２
年３月)」を踏まえた取組の推進

Ⅱ．障害のある子供の学びの場の整備・連携強化

Ⅲ．特別支援教育を担う教師の専門性の向上 Ⅳ．ICT利活用等による特別支援教育の質の向上 Ⅴ．関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実



「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
〜全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現〜(答申)【概要】

１．急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力

 社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0時代」の到来
 新型コロナウイルスの感染拡大など先行き不透明な「予測困難な時代」

一人一人の児童生徒が，自分のよさや可能性を認識すると
ともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重し，多様な
人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな
人生を切り拓き，持続可能な社会の創り手となることができる
ようにすることが必要

ＩＣＴの活用

２．日本型学校教育の成り立ちと成果，直面する課題と新たな動きについて

第Ⅰ部 総論

必要な改革を躊躇なく進めることで，従来の日本型学校教育を発展させ，「令和の日本型学校教育」を実現

 学校が学習指導のみならず，生徒指導の面でも主要な役割を担い，児童生徒の状況を総合的に把握して教師が指導を行うことで，子供たちの知・徳・体を一体で
育む「日本型学校教育」は，諸外国から高い評価

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，全国的に学校の臨時休業措置が取られたことにより再認識された学校の役割
①学習機会と学力の保障 ②全人的な発達・成長の保障 ③身体的，精神的な健康の保障（安全・安心につながることができる居場所・セーフティネット）

 本来であれば家庭や地域でなすべきことまでが学校に委ねられることになり，結果として学校及び教師が担うべき業務の範囲が拡大され，その負担が増大
 子供たちの多様化（特別支援教育を受ける児童生徒や外国人児童生徒等の増加，貧困，いじめの重大事態や不登校児童生徒数の増加等）
 生徒の学習意欲の低下
 教師の長時間勤務による疲弊や教員採用倍率の低下，教師不足の深刻化
 学習場面におけるデジタルデバイスの使用が低調であるなど，加速度的に進展する情報化への対応の遅れ
 少子高齢化，人口減少による学校教育の維持とその質の保証に向けた取組の必要性
 新型コロナウイルス感染症の感染防止策と学校教育活動の両立，今後起こり得る新たな感染症への備えとしての教室環境や指導体制等の整備

成 果

課 題
子供たちの意欲・関心・学習習慣等や，高い意欲や能力をもった教師やそれを支える職員の力により成果を挙げる一方，変化する社会の中で以下の課題に直面

１

教育振興基本計画の理念
（自立・協働・創造）の継承

学校における
働き方改革の推進

GIGAスクール構想の
実現

新学習指導要領の
着実な実施

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ６ 日
中 央 教 育 審 議 会

新学習指導要領の着実な実施



３．2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

指導の個別化
 基礎的・基本的な知識・技能等を確実に習得させ，思考力・判断力・表現力

等や，自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するため，
・支援が必要な子供により重点的な指導を行うことなど効果的な指導を実現
・特性や学習進度等に応じ，指導方法・教材等の柔軟な提供・設定を行う

学習の個性化
 基礎的・基本的な知識・技能等や情報活用能力等の学習の基盤となる資質・

能力等を土台として，子供の興味・関心等に応じ，一人一人に応じた学習活
動や学習課題に取り組む機会を提供することで，子供自身が学習が最適とな
るよう調整する

 「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう，探究的な学習や体験活動等を通じ，子供同士で，あるいは多様な他者と協働しながら，他者を価値あ
る存在として尊重し，様々な社会的な変化を乗り越え，持続可能な社会の創り手となることができるよう，必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実
することも重要

 集団の中で個が埋没してしまうことのないよう，一人一人のよい点や可能性を生かすことで，異なる考え方が組み合わさり，よりよい学びを生み出す

②協働的な学び

①個別最適な学び（「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）を学習者の視点から整理した概念）

 新学習指導要領では，「個に応じた指導」を一層重視し，指導方法や指導体制の工夫改善により，「個に応じた指導」の充実を図るとともに，コンピュータや
情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整えることが示されており，これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが必要

 GIGAスクール構想の実現による新たなICT環境の活用，少人数によるきめ細かな指導体制の整備を進め，「個に応じた指導」を充実していくことが重要
 その際，「主体的・対話的で深い学び」を実現し，学びの動機付けや幅広い資質・能力の育成に向けた効果的な取組を展開し，個々の家庭の経済事情
等に左右されることなく，子供たちに必要な力を育む

 知・徳・体を一体的に育むためには，教師と子供，子供同士の関わり合い，自分の感覚や行為を通して理解する実習・実験，地域社会での体験活動など，
様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶことの重要性が，AI技術が高度に発達するSociety5.0時代にこそ一層高まる

 同一学年・学級はもとより，異学年間の学びや，ICTの活用による空間的・時間的制約を超えた他の学校の子供等との学び合いも大切

それぞれの学びを一体的に充実し
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる

２

 「個別最適な学び」が進められるよう，これまで以上に子供の成長やつまずき，悩みなどの理解に努め，個々の興味・関心・意欲等を踏まえてきめ細かく
指導・支援することや，子供が自らの学習の状況を把握し，主体的に学習を調整することができるよう促していくことが求められる

 その際，ICTの活用により，学習履歴（スタディ・ログ）や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を利活用することや，教師の負担を軽減することが重要



幼児教育

 小学校との円滑な接続，質の評価を通じたPDCAサイクルの構築等により，
質の高い教育を提供

 身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で達成感を味わいな
がら，全ての幼児が健やかに育つことができる

 新たなICT環境や先端技術の活用等による学習の基盤となる資質・能力
の確実な育成，多様な児童生徒一人一人の興味・関心等に応じ意欲を
高めやりたいことを深められる学びの提供

 学校ならではの児童生徒同士の学び合い，多様な他者と協働した探究
的な学びなどを通じ，地域の構成員の一人や主権者としての意識を育成

 生活や学びにわたる課題(虐待等)の早期発見等による安全・安心な学び

 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力や，社会の
形成に主体的に参画するための資質・能力が育まれる

 地方公共団体，企業，高等教育機関，国際機関，NPO等の多様な
関係機関との連携・協働による地域・社会の課題解決に向けた学び

 多様な生徒一人一人に応じた探究的な学びや，STEAM教育など
実社会での課題解決に生かしていくための教科等横断的な学び

子供の学び

教職員の姿

 学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め，教職生涯を通じて学び続け，子供一人一人の学びを最大限に引き出し，主体的な学びを支援する
伴走者としての役割を果たしている

 多様な人材の確保や教師の資質・能力の向上により質の高い教職員集団が実現し，多様なスタッフ等とチームとなり，校長のリーダーシップの下，家庭や地域と
連携しつつ学校が運営されている

 働き方改革の実現や教職の魅力発信，新時代の学びを支える環境整備により教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され，志望者が増加し，教師
自身も志気を高め，誇りを持って働くことができている

子供の学びや教職員を支える環境
 小中高における１人１台端末環境の実現，デジタル教科書等の先端技術や教育データを活用できる環境の整備等による指導・支援の充実，校務の効率化，

教育政策の改善・充実等
 ICTの活用環境と少人数によるきめ細かな指導体制の整備，学校施設の整備等による新しい時代の学びを支える学校教育の環境整備
 小中連携，学校施設の複合化・共用化等の促進を通じた魅力的な教育環境の実現

義務教育

高等学校教育

 全ての教育段階において，インクルーシブ教育システムの理念を構築するこ
とを旨として行われ，全ての子供たちが適切な教育を受けられる環境整備

 障害のある子供とない子供が可能な限りともに教育を受けられる条件整備
 障害のある子供の自立と社会参加を見据え，通常の学級，通級による

指導，特別支援学級，特別支援学校といった連続性のある多様な学び
の場の一層の充実・整備

特別支援教育

３



 全ての子供たちの知・徳・体を一体的に育むため，これまで日本型学校教育が果たしてきた，①学習機会と学力の保障，②社会の形成者としての全人的な
発達・成長の保障，③安全安心な居場所・セーフティネットとしての身体的，精神的な健康の保障を学校教育の本質的な役割として重視し，継承していく

 教職員定数，専門スタッフの拡充等の人的資源，ICT環境や学校施設の整備等の物的資源を十分に供給・支援することが国に求められる役割
 学校だけでなく地域住民等と連携・協働し，学校と地域が相互にパートナーとして一体となって子供たちの成長を支えていく
 一斉授業か個別学習か，履修主義か修得主義か，デジタルかアナログか，遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対立」の陥穽に陥らず，教育の

質の向上のために，発達の段階や学習場面等により，どちらの良さも適切に組み合わせて生かしていく
 教育政策のPDCAサイクルの着実な推進

全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現のための改革の方向性

４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性

(１) 学校教育の質と多様性，包摂性を高め，教育の機会均等を実現する
 子供たちの資質・能力をより一層確実に育むため，基礎学力を保障してその才

能を十分に伸ばし，社会性等を育むことができるよう，学校教育の質を高める
 学校に十分な人的配置を実現し，１人１台端末や先端技術を活用しつつ，

多様化する子供たちに対応して個別最適な学びを実現しながら，学校の多様性
と包摂性を高める

 ICTの活用や関係機関との連携を含め，学校教育に馴染めないでいる子供に対
して実質的に学びの機会を保障するとともに，地理的条件に関わらず，教育の
質と機会均等を確保

(２) 連携・分担による学校マネジメントを実現する
 校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化を図るとともに，学校内外との関

係で「連携と分担」による学校マネジメントを実現
 外部人材や専門スタッフ等，多様な人材が指導に携わることのできる学校の実現，

事務職員の校務運営への参画機会の拡大，教師同士の役割の適切な分担
 学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を果たし，相互に連携・協働して，地

域全体で子供たちの成長を支えていく環境を整備
 カリキュラム・マネジメントを進めつつ，学校が家庭や地域社会と連携し，社会と

つながる協働的な学びを実現

(３) これまでの実践とICTとの最適な組合せを実現する
 ICTや先端技術の効果的な活用により，新学習指導要領の着実な実施，個

別に最適な学びや支援，可視化が難しかった学びの知見の共有等が可能
 GIGAスクール構想の実現を最大限生かし，教師が対面指導と遠隔・オンライン教育

とを使いこなす（ハイブリッド化）ことで，様々な課題を解決し，教育の質を向上
 教師による対面指導や子供同士による学び合い，多様な体験活動の重要性が

一層高まる中で，ICTを活用しながら協働的な学びを実現し，多様な他者ととも
に問題発見・解決に挑む資質・能力を育成

(４) 履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる
 修得主義や課程主義は，個人の学習状況に着目するため，個に応じた指導等に

対する寛容さ等の特徴があるが，集団としての教育の在り方が問われる面は少ない
 履修主義や年齢主義は，集団に対し，ある一定の期間をかけて共通に教育を

行う性格を有し，一定の期間の中で，個々人の成長に必要な時間のかかり方
を多様に許容し包含する一方，過度の同調性や画一性をもたらす可能性

 義務教育段階においては，進級や卒業の要件としては年齢主義を基本としつつ
も，教育課程の履修を判断する基準としては履修主義と修得主義の考え方を
適切に組み合わせ， 「個別最適な学び」及び「協働的な学び」との関係も踏まえ
つつ，それぞれの長所を取り入れる

 高等学校教育においては，その特質を踏まえた教育課程の在り方を検討
 これまで以上に多様性を尊重，ICT等も活用しつつカリキュラム・マネジメントを充実

(５) 感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障する
 今般の新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ，新たな感染症や災害の

発生等の緊急事態であっても必要な教育活動の継続
 「新しい生活様式」も踏まえ，子供の健康に対する意識の向上，衛生環境の整

備や，新しい時代の教室環境に応じた指導体制，必要な施設・設備の整備
 臨時休業時等であっても，関係機関等との連携を図りつつ，子供たちと学校との関

係を継続し，心のケアや虐待の防止を図り，子供たちの学びを保障する
 感染症に対する差別や偏見，誹謗中傷等を許さない
 首長部局や保護者，地域と連携・協働しつつ，率先して課題に取り組み，

学校を支援する教育委員会の在り方について検討

(６) 社会構造の変化の中で，持続的で魅力ある学校教育を実現する
 少子高齢化や人口減少等で社会構造が変化する中，学校教育の持続可能性を

確保しつつ魅力ある学校教育の実現に向け，必要な制度改正や運用改善を実施
 魅力的で質の高い学校教育を地方においても実現するため，高齢者を含む多様

な地域の人材が学校教育に関わるとともに，学校の配置や施設の維持管理，
学校間連携の在り方を検討 ４



 「令和の日本型学校教育」を構築し，全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びを実現するためには，ICTは必要不可欠
 これまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで，様々な課題を解決し，教育の質の向上につなげていくことが必要
 ICTを活用すること自体が目的化しないよう留意し，PDCAサイクルを意識し，効果検証・分析を適切に行うことが重要であるとともに，健康面を含め，

ICTが児童生徒に与える影響にも留意することが必要
 ICTの全面的な活用により，学校の組織文化，教師に求められる資質・能力も変わっていく中で，Society5.0時代にふさわしい学校の実現が必要

５．「令和の日本型学校教育」の構築に向けたICTの活用に関する基本的な考え方

(１) 学校教育の質の向上に向けたICTの活用
 カリキュラム・マネジメントを充実させ，各教科等で育成を目指す資質・能力等を

把握した上で，ICTを「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に
生かすとともに，従来は伸ばせなかった資質・能力の育成や，これまでできなかっ
た学習活動の実施，家庭等学校外での学びの充実

 端末の活用を「当たり前」のこととし，児童生徒自身がICTを自由な発想で活用
するための環境整備，授業デザイン

 ICTの特性を最大限活用した，不登校や病気療養等により特別な支援が必要
な児童生徒に対するきめ細かな支援，個々の才能を伸ばすための高度な学びの
機会の提供等

 ICTの活用と少人数によるきめ細かな指導体制の整備を両輪とした，個別最適
な学びと協働的な学びの実現

(２) ICTの活用に向けた教師の資質・能力の向上
 養成・研修全体を通じ，教師が必要な資質・能力を身に付けられる環境の実現
 養成段階において，学生の１人１台端末を前提とした教育を実現しつつ，ICT

活用指導力の養成やデータリテラシーの向上に向けた教育の充実
 ICTを効果的に活用した指導ノウハウの迅速な収集・分析，新時代に対応した

教員養成モデルの構築等，教員養成大学・学部，教職大学院のリーダーシップ
によるSociety5.0時代の教員養成の実現

 国によるコンテンツ提供や都道府県等における研修の充実等による現職教師の
ICT活用指導力の向上，授業改善に取り組む教師のネットワーク化

(３) ICT環境整備の在り方
 GIGAスクール構想により配備される１人１台の端末は，クラウドの活用を前提としたものであるため，高速大容量ネットワークを整備し，教育情報セキュリティポリシー等で

クラウドの活用を禁止せず，必要なセキュリティ対策を講じた上で活用を促進
 義務教育段階のみならず，多様な実態を踏まえ，高等学校段階においても１人１台端末環境を実現するとともに，端末の更新に向けて丁寧に検討
 各学校段階において端末の家庭への持ち帰りを可能とする
 デジタル教科書・教材等の普及促進や，教育データを蓄積・分析・利活用できる環境整備，ICT人材の確保，ICTによる校務効率化

５

１．幼児教育の質の向上について
２．９年間を見通した新時代の義務教育の在り方について
３．新時代に対応した高等学校教育等の在り方について
４．新時代の特別支援教育の在り方について
５．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について

６．遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について
７. 新時代の学びを支える環境整備について
８. 人口動態等を踏まえた学校運営や学校施設の在り方について
９．Society5.0時代における教師及び教職員組織の在り方について
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１．幼児教育の質の向上について

 幼児教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり，義務教育及びその後の教育の基礎を培うことが目的
 幼稚園，保育所，認定こども園といった各幼児教育施設においては，集団活動を通して，幼児期に育みたい資質・能力を育成する幼児教育の実践の質の向上が必要
 教育環境の整備も含めた幼児教育の内容・方法の改善・充実や，人材の確保・資質及び専門性の向上，幼児教育推進体制の構築等を進めることが必要

(１) 基本的な考え方

(２) 幼児教育の内容・方法の改善・充実
① 幼稚園教育要領等の理解推進・改善

• 新幼稚園教育要領等の実施状況や成果等の把握，調査研究や好事例
等の情報提供による教育内容や指導方法の改善・充実

② 小学校教育との円滑な接続の推進
• 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに幼小の教職員の連携促進
• スタートカリキュラムを活用した幼児教育と小学校教育との接続の一層の強化

③ 教育環境の整備
• 幼児の直接的・具体的な体験を更に豊かにするための工夫をしながらICTを

活用，幼児教育施設の業務のICT化の推進
• 耐震化，衛生環境の改善等の安全対策の実施

④ 特別な配慮を必要とする幼児への支援
• 幼児教育施設での特別支援教育の充実，関係機関・部局と連携した切れ

目のない支援体制整備
• 教職員の資質向上に向けた研修プログラムの作成，指導上の留意事項の整理
• 幼児教育施設を活用した外国人幼児やその保護者に対する日本語指導，

多言語での就園・就学案内等の取組の充実

(４) 幼児教育の質の評価の促進
 学校関係者評価等の実施により持続的に改善を促すPDCAサイクルを構築
 公開保育の仕組みの学校関係者評価への活用は有効
 幼児教育の質に関する評価の仕組みの構築に向けた手法開発・成果の普及

(７) 新型コロナウイルス感染症への対応
 保健・福祉等の専門職や関係機関等とスムーズに連携できる幼児教育推進体制

の整備，研修等の充実等による資質等の向上
 トイレや空調設備の改修等による衛生環境の改善等の感染防止に向けた取組の

推進，園務改善のためのICT化支援等教職員の勤務環境の整備

第Ⅱ部 各論

(３) 幼児教育を担う人材の確保・資質及び専門性の向上
① 処遇改善をはじめとした人材の確保

• 処遇改善等の実施や，大学等と連携した新規採用，離職防止・定着，再
就職の促進等の総合的な人材確保策の推進

② 研修の充実等による資質の向上
• 各種研修の機能・位置付けを構造化し，効果的な研修を実施
• 各職階・役割に応じた研修体系の構築，キャリアステージごとの研修機会の確保

③ 教職員の専門性の向上
• 上位の免許状の取得促進，小学校教諭免許や保育士資格の併有促進，

特別な配慮を必要とする幼児への支援

(５) 家庭・地域における幼児教育の支援
① 保護者等に対する学習機会・情報の提供

• 保護者等に対する相談体制の整備など，地域における家庭教育支援の充実
② 関係機関相互の連携強化

• 幼児教育施設と教育委員会，福祉担当部局・首長部局，児童相談所等の
関係機関の連携促進

③ 幼児教育施設における子育ての支援の促進
• 親子登園，相談事業や一時預かり事業等の充実，預かり保育の質向上・

支援の充実

(６) 幼児教育を推進するための体制の構築等
 地方公共団体における幼児教育センターの設置，幼児教育アドバイザーの育成・

配置等による幼児教育推進体制の構築
 幼児教育推進体制の充実・活用のための必要な支援の実施，幼児教育アドバイザー

活用の推進方策の検討，好事例の収集
 科学的・実証的な検証を通じたエビデンスに基づいた政策形成の促進

６



２．９年間を見通した新時代の義務教育の在り方について

 我が国のどの地域で生まれ育っても，知・徳・体のバランスのとれた質の高い義務教育を受けられるようにすることが国の責務
 義務教育９年間を通した教育課程，指導体制，教師の養成等の在り方について一体的に検討を進める必要
 児童生徒が多様化し学校が様々な課題を抱える中にあっても，義務教育において決して誰一人取り残さないということを徹底

(１) 基本的な考え方

(２) 教育課程の在り方
① 学力の確実な定着等の資質・能力の育成に向けた方策
• 新学習指導要領で整理された資質・能力の３つの柱をバランスよく
育成することが必要であり，ICT環境を最大限活用し，「個別最
適な学び」と「協働的な学び」を充実していくことが重要

• 児童生徒の発達の段階を考慮し，各教科等の特質を生かし，教科等
横断的な視点から教育課程の編成・充実を図る

• 小学校高学年への教科担任制の導入，学校段階間の連携強化，
外部人材の配置や研修の導入等が必要

• 発達の段階にかかわらず，児童生徒の実態を適切に捉え，その可能性
を伸ばしていくことができるよう環境を整えていくことも重要

• 各学校段階を通した学びに向かう力の育成，キャリア教育の充実
② 補充的・発展的な学習指導について
ア 補充的・発展的な学習指導
• 指導方法等を工夫した補充的な学習や学習内容の理解を深め広げ
る発展的な学習を取り入れる

• 必要に応じて異なる学年の内容を含めて学習指導要領に示していな
い内容を加えて指導
イ 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導
• 知的好奇心を高める発展的な学習の充実や，学校外の学びへ児
童生徒をつないでいくことなど，国内の学校での指導・支援の在り方
等について，遠隔・オンライン教育も活用した実証的な研究開発を行
い，更なる検討・分析を実施

③ カリキュラム・マネジメントの充実に向けた取組の推進
• 各学校や地域の実態を踏まえ，教科等間のつながりを意識して教
育課程を編成・実施

• 各学校が持っている教育課程の編成・実施に関する裁量を明確化す
るとともに，総枠としての授業時数は引き続き確保した上で，教科等
ごとの授業時数の配分について一定の弾力化が可能となる制度を設
ける

(６) いじめの重大事態，虐待事案等に適切に対応するための方策
 成長を促す指導等の積極的な生徒指導の充実，児童虐待防止に向けた関係機関との連携強化
 学校だけでは対応が難しい，生徒指導上の課題との関連も指摘される背景や要因といった困難を抱
える児童生徒への包括的な支援の在り方の検討，自殺予防の取組の推進等
 SC・SSWの配置時間等の充実，SNS等を活用した相談体制の全国展開などの教育相談体制の
整備，スクールロイヤー等を活用した教育委員会における法務相談体制の整備
 学校いじめ防止基本方針の実効化，いじめ等の状況に関するデータの活用の促進，虐待の早期
発見・通告，保護・自立支援を円滑に行うための学校における対応徹底や研修の実施等

(４) 義務教育を全ての児童生徒等に実質的に保障するための方策
① 不登校児童生徒への対応
• SC・SSWの配置時間等の充実による相談体制の整備，教育支援センターの機能強化，不登校特例校
の設置促進，教育委員会・学校とフリースクール等の民間の団体とが連携した取組の充実，自宅等での
ICT活用等多様な教育機会の確保など，学校内外において，個々の状況に応じた段階的な支援

• 児童生徒の支援ニーズの早期把握，校内別室における相談・指導体制の充実等の調査研究
② 義務教育未修了の学齢を経過した者等への対応
• 全ての都道府県・指定都市における夜間中学の設置促進
• 専門人材の配置促進による夜間中学の教育活動の充実や受入れ生徒の拡大

７

(５) 生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・能力を育成するための方策
 生涯を通じて心身共に健康な生活を送るための資質・能力（健康リテラシー等）を育成
 養護教諭の適正配置，学校医，学校歯科医，学校薬剤師等の専門家との連携，学校保健情報の電子化
 食育の推進を担う栄養教諭等の専門性に基づく指導の充実，栄養教諭の配置促進

(３) 義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方
① 小学校高学年からの教科担任制の導入（令和４(2022)年度を目途）
• 義務教育９年間を見通した指導体制の構築，教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指
導の充実，教師の負担軽減等

• 新たに専科指導の対象とすべき教科（例えば外国語・理科・算数）や学校規模・地理的条件に応じ
た効果的な指導体制の在り方の検討，小中学校の連携促進

• 専門性担保方策や人材確保方策と併せ，必要な教員定数の確保に向けて検討
② 義務教育９年間を見通した教師の養成等の在り方
• 小学校と中学校の免許の教職課程に共通開設できる授業科目の範囲を拡大する特例を設け，両
方の免許取得を促進

• 中学校免許を有する者が，小学校で専科教員として勤務した経験を踏まえて小学校免許を取得で
きるよう制度を弾力化



３．新時代に対応した高等学校教育等の在り方について

 高等学校には様々な背景を持つ生徒が在籍していることから，生徒の多様な能力・適性，興味・関心等に応じた学びを実現することが必要
 高等学校における教育活動を，高校生の学習意欲を喚起し，可能性及び能力を最大限に伸長するためのものへと転換
 社会経済の変化や令和４年度から実施される新しい高等学校学習指導要領を踏まえた高等学校の在り方の検討が必要
 生徒が高等学校在学中に主権者の１人としての自覚を深めていく学びが求められていることを踏まえ，学びに向かう力の育成やキャリア教育の充実を図ることが必要
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を通じて再認識された高等学校の役割や価値を踏まえ，遠隔・オンラインと対面・オフラインの最適な組み合わせを検討

(１) 基本的な考え方

(４) STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進による
資質・能力の育成

 STEAMのAの範囲を芸術，文化のみならず，生活，経済，法律，
政治，倫理等を含めた広い範囲で定義し推進することが重要
 文理の枠を超えて教科等横断的な視点に立って進めることが重要
 小中学校での教科等横断的な学習や探究的な学習等を充実
 高等学校においては総合的な探究の時間や理数探究を中心として
STEAM教育に取り組むとともに，教科等横断的な視点で教育課程
を編成し，地域や関係機関と連携・協働しつつ，生徒や地域の実
態にあった探究学習を充実

(３) 定時制・通信制課程における多様な学習ニーズへの
対応と質保証

① 専門スタッフの充実や関係機関との連携強化，
ICTの効果的な活用等によるきめ細やかな指導・支援

• SC・SSW等の専門スタッフの充実や関係機関等との連携促進
• 多様な学習ニーズに応じたICTを効果的に利活用した指導・評
価方法の在り方等の検討

② 高等学校通信教育の質保証
• 通信教育実施計画の作成義務化，面接指導等実施施設の
教育環境の基準や少人数による面接指導を基幹とすべきことの
明確化，教育活動等に関する情報公開の義務化等による質
保証の徹底

(５) 高等専修学校の機能強化
 国による教育カリキュラムの開発，地域・企業等との連携を通じ

た教育体制の構築支援，好事例の収集・分析・周知
８

(２) 高校生の学習意欲を喚起し，可能性及び能力を最大限に伸長するための各高等学校の
特色化・魅力化

① 各高等学校の存在意義・社会的役割等の明確化（スクール・ミッションの再定義）
•各設置者は，各学校の存在意義や期待される社会的役割，目指すべき学校像を明確化する形で再定義
② 各高等学校の入口から出口までの教育活動の指針の策定（スクール・ポリシーの策定）
• 各学校はスクール・ミッションに基づき， 「育成を目指す資質・能力に関する方針」「教育課程の編成及び実
施に関する方針」「入学者の受入れに関する方針」の３つの方針（スクール・ポリシー）を策定・公表

• 教育課程や個々の授業，入学者選抜等について組織的かつ計画な実施とともに不断の改善が必要
③ 「普通教育を主とする学科」の弾力化・大綱化（普通科改革）
• 「普通教育を主とする学科」を置く各高等学校が，各設置者の判断により，学際的な学びに重点的に
取り組む学科，地域社会に関する学びに重点的に取り組む学科等を設置可能とする制度的措置

• 新たな学科における教育課程においては，学校設定教科・科目や総合的な探究の時間を各年次に
わたって体系的に開設，国内外の関係機関との連携・協働体制の構築，コーディネーターの配置

④ 産業界と一体となって地域産業界を支える革新的職業人材の育成（専門学科改革）
• 地域の産官学が一体となり将来の地域産業界の在り方を検討，専門高校段階での人材育成の在り
方を整理，それに基づく教育課程の開発・実践，教師の資質・能力の向上と施設・整備の充実

• 高等教育機関等と連携した先取り履修等の取組推進，3年間に限らない教育課程や高等教育機
関等と連携した一貫した教育課程の開発・実施の検討

⑤ 新しい時代にこそ求められる総合学科における学びの推進
• 多様な開設科目という特徴を生かした教育活動を展開するため，教科・科目等とのつながりや2年次
以降の学びとの接続を意識したカリキュラム・マネジメント，ICTの活用を伴った各高等学校のネットワーク
化による他校の科目履修を単位認定する仕組みの活用，外部人材や地域資源の活用の推進

⑥ 高等教育機関や地域社会等の関係機関と連携・協働した高度な学びの提供
• 特色・魅力ある教育活動のため，地域社会や高等教育機関等の関係機関との連携・協働が必要
• 各学校や地域の実情に応じ，コンソーシアムという形も含めて関係機関との連携・協働をコーディネー
トする体制を構築

• 複数の高等学校が連携・協働して高度かつ多様なプログラムを開発・共有し，全国の高校生がこうし
た学習プログラムに参加することを可能とする取り組みの促進



４．新時代の特別支援教育の在り方について

 特別支援教育への理解・認識の高まり，制度改正，通級による指導を受ける児童生徒の増加等，インクルーシブ教育の理念を踏まえた特別支援教育をめぐる状況は変化
 通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に推進

(１) 基本的な考え方

(２) 障害のある子供の学びの場の整備・連携強化
① 就学前における早期からの相談・支援の充実
• 関係機関や外部専門家等との連携による人的体制の充実
• 幼児教育の観点から特別支援教育を充実するため，教師や特別支援教育コーディ
ネーター，特別支援教育支援員の資質向上に向けた研修機会の充実

• ５歳児健診を活用した早期支援や，就学相談における情報提供の充実
② 障害のある子供の就学相談や学びの場の検討等の支援について
• 就学相談や学びの場の検討等を支援する教育支援資料の内容の充実
③ 小中学校における障害のある児童生徒の学びの充実
• 特別支援学級の児童生徒が，特別支援学級に加え，在籍する学校の通常の学級
の一員としても活動する取組の充実，年間指導計画等に基づく教科学習の共同実施

• チェックリストの活用等による通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒
の特性の把握・支援，在籍する学校で専門性の高い通級による指導を受けるための環
境整備

• 通級による指導の担当教師等の配置改善や指導体制の充実
• 学校施設のバリアフリー化の推進に向けた学校設置者の取組支援
• 通常の学級，通級による指導，特別支援学級といった障害のある児童生徒の
多様な学びの場の一層の充実・整備等

④ 特別支援学校における教育環境の整備
• ICTを活用した職業教育に関する指導計画・指導法の開発
• 必要な最低基準としての特別支援学校の設置基準策定，教室不足の解消に
向けた集中的な施設整備の取組推進

• 特別支援学校のセンター的機能の充実や設置者を超えた学校間連携を促進する
体制の在り方の検討

• 知的障害者である児童生徒が各教科等において育むべき資質・能力を児童生徒に
確実に身に付けさせる観点から，著作教科書（知的障害者用）を作成

• 特別支援学校に在籍する児童生徒が，地域の学校に副次的な籍を置く取組の一
層の普及推進

⑤ 高等学校における学びの場の充実
• 小中学校から高等学校への適切な引き継ぎを行い，個別の教育支援計画や指導
計画の作成・活用による適切な指導・支援を実施

• 通級による指導の充実や指導体制，指導方法など，高等学校における特別支援
教育の充実，教師の資質向上のための研修

• 本人や保護者が障害の可能性に気が付いていない場合の支援体制の構築
• 卒業後の進路に対する情報の引継ぎなど，関係機関等の連携促進

(４) 関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実
 関係機関等と家庭の連携，保護者も含めた情報共有，保護者支援のための

連携体制の整備，障害の有無に関わらず全ての保護者に対する支援情報や相
談窓口等の情報共有

 地域の就労関係機関との連携等による早期からのキャリア教育の充実
 特別支援教育を受けてきた子供の指導や合理的配慮の状況等の学校間での

引き継ぎに当たり，統合型校務支援システムの活用などの環境整備を実施
 個別の教育支援計画（教育）・利用計画（福祉サービス）・個別支援計画（事

業所）・移行支援計画（労働）の一体的な情報提供・共有の仕組みの検討に向
け，移行支援や就労支援における特別支援学校と関係機関との役割や連携の在
り方などの検討

 学校における医療的ケアの実施体制の構築，医療的ケアを担う看護師の人材
確保や配置等の環境整備

 学校に置かれる看護師の法令上の位置付け検討，中学校区における
医療的ケア拠点校の設置検討

(３) 特別支援教育を担う教師の専門性向上
① 全ての教師に求められる特別支援教育に関する専門性
• 障害の特性等に関する理解や特別支援教育に関する基礎的な知識，個に応じ
た分かりやすい指導内容や指導方法の工夫の検討

• 教師が必要な助言や支援を受けられる体制の構築，管理職向けの研修の充実
• 都道府県において特別支援教育に係る資質を教員育成指標全般に位置づける
とともに，体系的な研修を実施

② 特別支援学級，通級による指導を担当する教師に求められる特別支援教育
に関する専門性

• 個別の指導計画等の作成，指導，関係者間の連携の方法等の専門性の習得
• OJTやオンラインなどの工夫による参加しやすい研修の充実，発達障害のある児
童生徒に携わる教師の専門性や研修の在り方に関する具体的な検討

• 小学校等教職課程において特別支援学校教職課程の一部単位の修得を推奨
• 特別支援学校教諭免許取得に向けた免許法認定講習等の活用
③ 特別支援学校の教師に求められる専門性
• 幅広い知識・技能の習得，専門的な知見を活用した指導，複数障害が重複して
いる児童生徒への対応

• 広域での研修や人事交流の仕組みの構築，教員養成段階における内容の精選や
コアカリキュラムの策定

• 特別支援学校教諭免許状取得に向けた国による教育委員会への情報提供等の
促進，免許法認定通信教育の実施主体の拡大検討
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５．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について

 外国人の子供たちが共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に，関連施策の制度設計を行うことが必要
 キャリア教育や相談支援の包括的提供，母語・母文化の学びに対する支援が必要
 日本人の子供を含め，異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の更なる取組

(１) 基本的な考え方

(２) 指導体制の確保・充実
① 日本語指導のための教師等の確保

• 日本語と教科を統合した学習を行うなど，組織的かつ体系的な指導が必要
• 日本語指導が必要な児童生徒への指導体制の充実
• 日本語指導・母語による支援等の専門スタッフの配置促進と支援体制の構築

② 学校における日本語指導の体制構築
• 日本語指導の拠点となる学校の整備と，拠点校を中心とした指導体制の構築
• 集住・散在等，地域の実情を踏まえた体制構築の在り方の検討
• 拠点校方式等の指導体制構築や初期集中支援等の実践事例の周知

③ 地域の関係機関との連携
• 教育委員会，首長部局，地域のボランティア団体，日本語教室等の関係

機関との連携促進
• 特に，教員養成大学や外国人を雇用する企業等との連携

(４) 就学状況の把握，就学促進
 学齢期の子供を持つ外国人に対する，就学促進の取組実施
 学齢簿の編製にあたり全ての外国人の子供の就学状況についても一体的に管理・

把握するなど地方公共団体の取組促進，制度的な対応の在り方の検討
 義務教育未修了の外国人について，公立中学校での弾力的な受入れや夜間中学

の入学案内の実施促進

(３) 教師等の指導力の向上，支援環境の改善
① 教師等に対する研修機会の充実

• 「外国人児童生徒等教育を担う教師等の養成・研修モデルプログラム」の普及
• 日本語指導担当教師等が専門知識の習得を証明できる仕組みの構築

② 教員養成段階における学びの場の提供
• 教員養成課程における外国人児童生徒等に関する内容の位置付けの検討

③ 日本語能力の評価，指導方法・指導教材の活用・開発
• 「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA」や外国人児童生徒

等教育アドバイザーを活用した，日本語能力評価手法の普及促進
• 情報検索サイト「かすたねっと」に登録する教材等の充実や検索機能の充実，

多言語により学校生活を紹介する動画コンテンツの作成・配信
④ 外国人児童生徒等に対する特別な配慮等

• 障害のある外国人児童生徒等に対して，障害の状態等に応じたきめ細かい指
導・支援体制の構築

• 障害のある外国人児童生徒等の在籍状況や指導・支援の状況把握

(５) 中学生・高校生の進学・キャリア支援の充実
 外国人児童生徒等の進学・就職等の進路選択の支援
 公立高等学校入学者選抜における外国人生徒等を対象とした特別の配慮（ル

ビ振り，辞書の持ち込み，特別定員枠の設置等）について，現状把握，情報
共有による地方公共団体の取組促進

 中学校・高等学校段階における進路指導・キャリア教育の取組促進
 取出し方式による日本語指導の方法や制度的な在り方，高等学校版JSLカリキ

ュラムの策定の検討
 小・中・高等学校が連携し，外国人児童生徒等のための「個別の指導計画」を

踏まえた必要な情報整理・情報共有の促進

(６) 異文化理解，母語・母文化支援，幼児に対する支援
 学校における異文化理解や多文化共生の考えが根付くような取組促進
 異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の更なる普及・充実，教員養成

課程における履修内容の充実
 家庭を中心とした母語・母文化定着の取組の促進，学校内外や就学前段階に

おける教育委員会・学校とNPO・国際交流協会等の連携による母語・母文化に
触れる機会の獲得

 幼児期の特性を踏まえた指導上の留意事項等の整理，研修機会の確保
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６．遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について

 ICTはこれからの学校教育を支える基盤的なツールとして必要不可欠であり，心身に及ぼす影響にも留意しつつ，日常的に活用できる環境整備が必要
 今般の新型コロナウイルス感染症のための臨時休業等に伴う遠隔・オンライン教育等の成果や課題については，今後検証
 ICTは教師と児童生徒との具体的関係の中で，教育効果を考えて活用することが重要であり，活用自体が目的化しないよう留意する必要
 対面指導の重要性，遠隔・オンライン教育等の実践による成果や課題を踏まえ，発達の段階に応じ，ICTを活用しつつ，教師が対面指導と家庭や地域社会と連携

した遠隔・オンライン教育とを使いこなす（ハイブリッド化）ことで，個別最適な学びと協働的な学びを展開

(１) 基本的な考え方

③ 個々の才能を存分に伸ばせる高度な学びの機会など新たな学びへの対応
• 特異な才能のある児童生徒に対し，大学や研究機関等の社会の多様な人材・リ

ソースを活用したアカデミックな知見を用いた指導に係る実証的な研究開発を推進
• 義務教育段階において，教科等の特質を踏まえつつ，教科等ごとの授業時数

の配分について一定の弾力化が可能となる制度を設ける
• 特別な配慮を要する児童生徒に対し，特別の教育課程を編成し，学校外での

受講も可能とする遠隔教育を行う特例的な措置を講じ，対面指導と遠隔教育
とを最適に組み合わせた指導方法の研究開発を実施

• 高等学校段階において，家庭における同時双方向型オンライン学習を授業の一部と
して特例的に認め，対面指導と遠隔・オンライン教育とのハイブリッド化を検討

(３) 特例的な措置や実証的な取組等
① 臨時休業時等に学校と児童生徒等の関係を継続し学びを保障するための取組

• 感染症や自然災害等により，児童生徒等がやむを得ず登校できない場合におけ
る，学校の教育活動の継続，学びの保障の着実な実施に向けた制度的な措
置等の検討・整理

② 学校で学びたくても学べない児童生徒への遠隔・オンライン教育の活用
• 学校で学びたくても学べない児童生徒（病気療養，不登校等）に対し，遠隔

・オンライン教育を活用した学習を出席扱いとする制度や，成績評価ができる制
度の活用促進に向けた好事例の周知，制度の活用状況の分析，より適切な
方策の検討

(２) ICTの活用や，対面指導と遠隔・オンライン教育とのハイブリッド化による指導の充実
① ICTの日常的な活用による授業改善

• ICTを日常的に活用できる環境を整え，「文房具」として自由な発想で活用でき
るようにし，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に生かす

② 学習履歴（スタディ・ログ）など教育データを活用した個別最適な学びの充実
• データ標準化等の取組を加速
• 個々の児童生徒の知識・技能等に関する学習計画及び学習履歴等のICTを活用

したPDCAサイクルの改善や，円滑なデータの引き継ぎにより，きめ細かい指導や学
習評価の充実，学習を改善

• 全国の学校でCBTを活用した学習診断などができるプラットフォームの構築
• 学校現場における先端技術の効果的活用に向けた活用事例等の整理・周知

③ 全国的な学力調査のCBT化の検討
• 全国学力・学習状況調査のCBT化について専門的・技術的な観点から検討を行う

とともに，小規模から試行・検証に取り組み，段階的に規模・内容を拡張・充実
④ 教師の対面指導と遠隔授業等を融合した授業づくり

• 発達の段階に応じて，学校の授業時間内において，対面指導に加え，目的に
応じ遠隔授業やオンデマンドの動画教材等を取り入れた授業モデルの展開

⑤ 高等学校における遠隔授業の活用
• 同時双方向型の遠隔授業について，単位数の算定，対面により行う授業の実施

等の要件を見直し，対面指導と遠隔授業を融合させた柔軟な授業方法を可能化

⑥ デジタル教科書・教材の普及促進
• 学習者用デジタル教科書の効果・影響について検証しつつ，使用の基準や教材との

連携等も含め，学びの充実の観点から今後の在り方等について検討
• 令和６年度の小学校用教科書改訂までの間においても，紙との併用が可能な環境

下で学習者用デジタル教科書・教材の使用が着実に進むよう普及促進を図る
⑦ 児童生徒の特性に応じたきめ細かな対応

• 不登校児童生徒，障害のある児童生徒，日本語指導が必要な児童生徒を
支援しやすい環境の構築に向け，統合型校務支援システムの活用や帳票の
共通化等により，個別の支援計画等の作成及び電子化を推進

• 遠隔技術等を用いた相談・指導の実施，ICTを活用した学習支援，デジタル教材
等の活用を推進

• 障害のある児童生徒に対する遠隔技術を活用した自立活動支援に係る実践的研究
⑧ ICT人材の確保

• 企業，大学等と連携し，地方公共団体がGIGAスクールサポーター，ICT支援員
等のICT人材を確保しやすい仕組みの構築，人材確保・活用事例の全国展開

• 事務職員に対するICTに関する研修等の充実
• 教育委員会において，外部人材の活用も含めたICTの専門家の意思決定を伴

う立場への配置促進，ICT活用教育アドバイザーの活用推進
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７．新時代の学びを支える環境整備について

 全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現し，教育の質の向上を図るとともに，新たな感染症や災害の発生等の緊急時にあっても全ての
子供たちの学びを保障するため，「GIGAスクール構想」の実現を前提とした新しい時代の学びを支える学校教育の環境整備を図る

(１) 基本的な考え方

(２) 新時代の学びを支える教室環境等の整備
 「１人１台端末」や遠隔・オンライン教育に適合した教室環境や教師のICT環境の整備

(３) 新時代の学びを支える指導体制等の計画的な整備
 「１人１台端末」の活用等による児童生徒の特性・学習定着度等に応じたきめ細かな指導の充実や，「新しい生活様式」を踏まえた身体的距離の確保に向け，少人数によ

るきめ細かな指導体制や小学校高学年からの教科担任制の在り方等の検討を進め，新時代の学びを支える指導体制や必要な施設・設備を計画的に整備

 「新しい生活様式」も踏まえ健やかに学習できる衛生環境の整備やバリアフリー化

(４) 学校健康診断の電子化と生涯にわたる健康の保持増進への活用
 学校健康診断及びその結果の電子化の促進は，心身の状況の変化への早期の気付きや，エビデンスに基づく個別最適な指導・支援の充実等のほか，働き方改革にも有効
 PHR（Personal Health Record）の一環として，学齢期の健康診断情報を電子化し，生涯にわたる健康づくり等への活用に向けた環境整備

８．人口動態等を踏まえた学校運営や学校施設の在り方について
(１) 基本的な考え方

(３) 地域の実態に応じた公的ストックの最適化の観点からの施設整備の促進
 子供たちの多様なニーズに応じた施設機能の高機能化・多機能化，防災機能強化
 地域の実態に応じ，小中一貫教育の導入や学校施設の適正規模・適正配置の推進，長寿命化改良，他の公共施設との複合化・共用化など，個別施設計画に基

づく計画的・効率的な施設整備

 少子高齢化や人口減少等により子供たちを取り巻く状況が変化しても，持続的で魅力ある学校教育が実施できるよう，学校配置や施設の維持管理，学校間の連携
の在り方について検討が必要

(２) 児童生徒の減少による学校規模の小規模化を踏まえた学校運営
① 公立小中学校等の適正規模・適正配置等について

• 教育関係部局と首長部局との分野横断的な検討体制のもと，新たな分野横断的実行計画の策定等により教育環境の向上とコスト最適化
• 義務教育学校化を含む地方公共団体内での統合，分校の活用，近隣の地方公共団体との組合立学校の設置等による学校・学級規模の確保
• 少人数を生かしたきめ細かな指導の充実，ICTを活用した遠隔合同授業等による小規模校のメリット最大化・デメリット最小化

② 義務教育学校制度の活用等による小中一貫教育の推進
• 小中一貫教育の優良事例の発掘，横展開

③ 中山間地域や離島などに立地する学校における教育資源の活用・共有
• 中山間地域や離島等の高校を含めたネットワークを構築し，ICTも活用してそれぞれが強みを有する科目の選択的履修を可能とし，小規模校単独ではなし得ない教育活動を実施
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 学校図書館における図書の充実を含む環境整備など既存の学校資源の活用促進



９．Society5.0時代における教師及び教職員組織の在り方について

 AIやロボティクス，ビッグデータ，IoTといった技術が発展したSociety5.0時代の到来に対応し，教師の情報活用能力，データリテラシーの向上が一層重要
 教師や学校は，変化を前向きに受け止め，求められる知識・技能を意識し，継続的に新しい知識・技能を学び続けていくことが必要であり，教職大学院が新たな教育課

題や最新の教育改革の動向に対応できる実践力を育成する役割を担うことも大いに期待
 多様な知識・経験を持つ人材との連携を強化し，そういった人材を取り込むことで，社会のニーズに対応しつつ，高い教育力を持つ組織となることが必要

(１) 基本的な考え方

(２) 教師のICT活用指導力の向上方策
 国で作成されたICTを活用した学習場面や各教科等の指導におけるICT活用に係る動画コンテンツについて，教職課程の授業における活用を促進
 教職課程において各教科に共通して修得すべきICT活用指導力を総論的に修得できるように新しく科目を設けることや，教職実践演習において模擬授業などのICTを活用
した演習を行うこと等について検討し，教職課程全体を通じた速やかな制度改正等が必要
 教師のICT活用指導力の充実に向けた取組について大学が自己点検評価を通じて自ら確認することや，国において大学の取組状況のフォローアップ等を通じて，大学が実
践的な内容の授業を確実に実施できる仕組みの構築
 都道府県教育委員会等が定める教師の資質・能力の育成指標における，ICT活用指導力の明確化等による都道府県教育委員会等の研修の体系的かつ効果的な実施
 教師向けオンライン研修プログラムの作成など，研修コンテンツの提供や都道府県における研修の更なる充実
 教員研修等におけるICT機器の積極的な使用やオンラインも含めた効果的な実施

(４) 教員免許更新制の実質化について
 教員免許更新制が現下の情勢において，子供たちの学びの保障に注力する教師や迅速な人的体制の確保に及ぼす影響の分析
 教員免許更新制や研修を巡る制度に関する包括的検証の推進により，必要な教師数の確保とその資質・能力の確保が両立できるような在り方の総合的検討

(３) 多様な知識・経験を有する外部人材による教職員組織の構成等
 「社会に開かれた教育課程」の実現に向け，地域の人的資源等を活用し，学校教育を社会との連携の中で実現
 社会教育士を活用し，学校と地域が連携した魅力的な教育活動の企画・実施
 社会人等の勤務と学修時間の確保の両立に向けた，教職特別課程における修業年限の弾力化等による制度活用の促進
 従来の特別免許状とは別に，より短期の有効期間で柔軟に活用できる免許状の授与等により，多様な人材が参画できる柔軟な教職員組織の構築

(５) 教師の人材確保
 教師の魅力を発信する取組の促進，学校における働き方改革の取組や教職の魅力向上策の国による収集・発信や，民間企業等に就職した社会人等を対象とした，
教職に就くための効果的な情報発信
 教員免許状を持つものの教職への道を諦めざるを得なかった就職氷河期世代等が円滑に学校教育に参画できる環境整備
 高い採用倍率を維持している教育委員会の要因の分析・共有等による，中長期的視野からの計画的な採用・人事の推進
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３文科初第６０８号  

令和３年６月３０日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長  

各都道府県知事  

附属学校を置く各国立大学法人学長 

 殿 構造改革特別区域法第１２条第 1 項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社担当部課長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長  

 

 

文部科学省初等中等教育局長     

瀧 本 寛 

（公印省略） 

       

「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを 

踏まえた学びの充実に向けて～」について（通知） 

 

今般、新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告（令和３年１月）

及び中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（令和３年１月）」

が取りまとめられ、障害のある子供の就学相談や学びの場の検討等の充実に資するよ

う、「教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～

（平成 25年 10年）」の内容を充実すべきとの提言がなされました。 

これを受け、文部科学省では、障害のある子供一人一人の教育的ニーズを踏まえた適

切な教育の提供や、就学後を含む一貫した教育支援の充実が図られるよう、また、障害

のある子供の教育支援に携わる全ての関係者の指針となるよう、同資料の名称を「障害

のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充

実に向けて～」に変更するとともに、内容の改訂を行いました。その改訂の内容等は下

記のとおりですので、十分に御了知の上、本手引の活用により、子供たち一人一人の教

育的ニーズを踏まえた学びの充実を図っていただくようお願いします。 

 

また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員

会に対し、域内の各市区町村教育委員会におかれては所管の学校に対し、各指定都市教

育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県の知事及び構造改革特別区域法

第12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法

人等に対し、各国公立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対し、本通知の趣

旨について周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。 
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記 

 

第１ 改訂の基本方針 

１ 一貫した教育支援の充実 

障害のある子供一人一人の教育的ニーズを把握し、それに応じた適切な教育及び必

要な支援を行う特別支援教育の理念を実現していくため、早期からの教育相談・支援

や、就学後の継続的な教育相談・支援を含めた全体を「一貫した教育支援」とするこ

れまでの基本的な考え方は継続して重視したこと。 

その上で、今回の改訂では、特に、教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を柔軟に

見直すことについて改めて理解を深め、一貫した教育支援の中で、就学先となる学校

や学びの場における学びの連続性の実現を一層推進していくこととしたこと。 

 

２ 教育的ニーズの重視 

今回の改訂では、特に、小学校等における通常の学級、通級による指導、特別支援

学級といった学びの場の判断について、教育支援委員会等を起点に様々な関係者が多

角的、客観的に検討できるようにするため、「教育的ニーズ」に関する内容やその取扱

いについての充実を図ったこと。 

 

３ 就学先決定等のプロセスに基づく教育支援の質の向上 

本人及び保護者、教育委員会及び学校等の共通理解の下、教育支援に関する情報の

共有や整理・検討が行われ、市区町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場

の総合的な判断や決定が行われるよう、就学先決定等のモデルプロセスを再構成する

とともに、各プロセスにおける基本的な考え方を明確にしたこと。 

 

４ 就学先となる学校や学びの場における教育機能等の具体化 

障害種毎に、教育的ニーズを整理する際の視点を具体化するとともに、就学先とな

る学校や学びの場、障害の状態等を踏まえた教育の内容やその取扱い等の検討に資す

る記載を充実したこと。 

 

５ 情報の引継ぎ等を重視した対応 

就労や進学等の教育支援の主体が替わる際、個別の教育支援計画の作成・活用によ

り、情報の共有や引継ぎに取り組むことがより強く求められていることから、引き継

がれるべき事項やその取扱いに関する記載を充実したこと。 

 

第２ 改訂の要点 

１ 「教育的ニーズ」に係る基本的な考え方の整理（第１編関係） 

障害のある子供の就学に係る基本的な考え方を示し、「教育的ニーズ」について、①

障害の状態等、②特別な指導内容、③教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容、
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の三つの観点に基づき整理することを示したこと。 

 

２ 就学先決定等のモデルプロセスの再構成（第２編関係） 

従前からの教育相談・就学先決定のモデルプロセスを、実際の就学に係る一連のプ

ロセスに沿って、次の（１）～（３）に再整理し、それぞれ取組の基本的な考え方や

留意点等を整理して示したこと。 

（１）就学に関する事前の相談支援（第２章関係） 

法令に基づく就学手続が開始される前の時期に、本人及び保護者を対象とした

就学に向けた準備を支援する活動について、留意事項を充実して示したこと。 

 

（２）就学先の具体的な検討と決定プロセス（第３章関係） 

法令に具体的に定められている学齢簿作成以降のプロセスについて順を追って

示すとともに、次のことについて充実して示したこと。 

① 市区町村教育委員会による教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討 

市区町村教育委員会による障害のある子供の教育的ニーズの整理と必要な教育

支援の内容の検討を一層充実するため、以下の項目を新たに示し、それぞれについ

て基本的な考え方を整理したこと。 

・重複障害のある子供について 

・特別支援学級と通級による指導等との関係について 

・特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習について 

・医療的ケアの必要な子供について 

・障害のある外国人の子供について 

② 教育支援委員会等による専門家からの意見聴取 

小中学校に就学する場合において、どの学びの場（通常の学級、通級による指導、

特別支援学級）がふさわしいかについても、教育支援委員会等を起点に、様々な関

係者が多角的、客観的に検討していくことを示したこと。 

更に、就学先の学校や学びの場の判断について、必要に応じて、都道府県教育委

員会や特別支援学校は、市区町村教育委員会や小学校等に対する指導・助言を行う

ことを示したこと。 

 

（３）就学後の学びの場の柔軟な見直し（第４章関係） 

子供の教育的ニーズの変化に応じた、就学後の学びの場の柔軟な見直しが、更に

推進されるよう、内容の充実を図ったこと。 

具体的には、子供の教育的ニーズの変化の的確な把握や、その変化に継続的かつ

適切に対応するため、在籍校と教育委員会が連携した学びの場の変更など、学びの

場の柔軟な見直しに当たってのプロセスを充実して再整理したこと。 

また、全ての関係者が学びの場の変更に関する理解が進むよう、学びの場の変更

に関する事例（６事例）を新たに示したこと。 
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（４）情報の引継ぎ（第３章の 11関係） 

  就学や進学等の際における情報の引継ぎの重要性や、教育のデジタル化を踏まえ

た環境整備が必要であることを踏まえ、個別の教育支援計画の作成・活用に関する

記述を充実したこと。特に、別途、文部科学省から発出した「個別の教育支援計画

の参考様式について（事務連絡）」なども活用しつつ、支援の内容等に関する情報を

切れ目なく確実に引き継ぐことが重要であることを示したこと。 

 

３ 障害種毎に教育的対応の充実に資するような解説の充実（第３編関係） 

教育的ニーズを整理する際に、障害種（※）毎に具体的に把握すべき内容の改善及

び充実を図ったこと。 

また、障害種毎に、それぞれの学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校）の対象となる子供の障害の状態等についての解説を充実すると

ともに、教育課程の編成等について検討を行う際に理解しておかなければならない学

習指導要領に関連した基本的な内容を充実して示したこと。 

（※）Ⅰ. 視覚障害、Ⅱ. 聴覚障害、Ⅲ. 知的障害、Ⅳ. 肢体不自由、Ⅴ. 病弱・身体虚弱、 

Ⅵ. 言語障害、Ⅶ. 自閉症、Ⅷ. 情緒障害、Ⅸ. 学習障害、Ⅹ．注意欠陥多動性障害 

 

第３ 別冊「小学校等における医療的ケア実施支援資料」 

近年、小学校等に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な

子供（以下「医療的ケア児」という。）が増加傾向にあることを踏まえ、小学校等や教

育委員会等における医療的ケアに関する体制の整備等の参考となるよう、手引の「別

冊」として「小学校等における医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全

に受け入れるために～」を新たに作成したこと。その内容は以下のとおりであること。 

１ 医療的ケアの概要等と小学校等における受け入れ体制の構築（第１編及び第２編関 

係） 

医療的ケアを実施するための学校の実施体制の整備や市区町村教育委員会等によ

る総括的な管理体制の構築等について示したこと。 

 

２ 医療的ケア児の状態等に応じた対応（第３編関係） 

 医療的ケアの種類毎に具体的な内容を示すとともに、教職員が教育活動を行うに当

たって留意することを示したこと。 

 

 

本手引や関係資料については、以下のＵＲＬに掲載されております。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm 

 

【本件連絡先】 

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 企画調査係 

TEL:03-5253-4111（内線3195） E-mail: tokubetu@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm
mailto:tokubetu@mext.go.jp
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  ３文科初第 1071 号 

令和３年９月 17 日  

 

 各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附属学校を置く各国公立大学法人の長   

構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長  

 

文部科学省初等中等教育局長  

 瀧 本  寛 

  

      

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（通知） 

 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第 81 号）（以

下「法」という。）は、令和３年６月 18 日に公布され、令和３年９月 18 日に施行さ

れるところです。 

 今回の法制定は、医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加するとともに、その

実態が多様化し、医療的ケア児やその家族が、個々の医療的ケア児の心身の状況等に

応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑

み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本的な理念を定め、国、地方

公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必

要な施策等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、

その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社

会の実現に寄与することを目的としたものです。 

 法の目的及び概要は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布

について」（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発 0618

第１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部

科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）（以下「公布通知」という。）のとおり

ですが、学校に関する留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、法の趣

旨を踏まえた取組に努めていただきますようお願いします。 

 なお、医療的ケア児支援センターの業務等については、「医療的ケア児及びその家

族に対する支援に関する法律の施行に係る医療的ケア児支援センター等の業務等に

ついて」（令和３年８月 31 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
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事務連絡）のとおり、医療的ケア児支援センターの業務内容は、医療的ケア児等から

の相談への助言等、関係機関等への情報提供及び研修、医療的ケア児支援センターと

関係機関等との連絡調整が役割となっており、教育委員会や学校等におかれては、必

要に応じ連携いただきますようお願いします。 

また、保育所の設置者等の責務等及び国の補助制度等については、「医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律の施行に係る保育所等における医療的ケア

児への支援の推進について」（令和３年９月 15 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課

地域保育係事務連絡）のとおりですので、教育委員会や学校等におかれては、必要に

応じ連携いただきますようお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市区町

村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各

都道府県知事及び構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189 号）第 12 条第１項の認

定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属

学校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して、このことを十分

周知願います。 

 

記 

留意事項 

(1) 定義（第２条関係） 

①  「医療的ケア」の定義は、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他

の医療行為であり、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校及び特別支援学校（以下「学校」という。）において、医師の

指示の下、医療的ケア看護職員や喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士

法（昭和 62 年法律第 30 号）第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。

以下同じ。）を行うことができる介護福祉士、認定特定行為業務従事者（社

会福祉士及び介護福祉士法附則第３条第１項に規定する認定特定行為業務

従事者をいう。以下同じ。）が従前から行っている医療的ケアの範囲を変更

するものではないこと。（第２条第１項関係） 

②  「医療的ケア児」の定義は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的

に医療的ケアを受けることが不可欠である児童であり、18 歳未満の者に加

え、18歳以上の者であって、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別

支援学校の高等部に在籍する者も含まれること（以下「児童生徒等」とい

う。）。（同条第２項関係） 

 

 

(2) 基本理念（第３条関係） 

①  医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒等と共に教育を受けられる

よう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援を行うに当たっては、医療
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的ケア児の可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必

要な力を培うという視点に立つことが重要である。その際、医療的ケア児

の実態は多様であることから、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画

一的な対応を行うのではなく、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行

うことが必要であること。 

なお、障害のある児童生徒等の就学先については、従前から学校教育法

施行令等に基づき、本人やその保護者（親権を行う者、未成年後見人その

他の者で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。以下同じ。）の意向を

可能な限り尊重しながら、障害の状態等、本人の教育的ニーズ、教育学、

医学、心理学等の専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた

総合的な観点から、市区町村教育委員会が決定することとなっており、医

療的ケア児の就学先の決定について、従前からの就学先決定の仕組みに直

接的な影響を与えるものではないこと。（第３条第２項及び第４項関係） 

②  医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講じるに当たって

は、医療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならず、

また、居住する地域にかかわらず適切な支援を受けられるようにするため、

具体的に次のような配慮を行うことが考えられること。（同条第４項及び第

５項関係） 

○  医療的ケア児が、学校において、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ 

の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにすることが求められ

ていることから、医療的ケア児が医療的ケアを必要としていることだけ

を理由に、あるいは、医療的ケアに対応した環境や体制が整っていない

ことを理由に、画一的に学校への入学や転入学が拒否されることがない

ようにする必要があること。 

○   現在、医療的ケア看護職員が常時配置されていない学校に通学してい

る医療的ケア児が、本法施行後に、医療的ケア看護職員が常時配置され

ていないことを理由に通学できなくなることがないようにする必要が

あること。 

 

 

(3) 地方公共団体の責務（第５条関係）及び学校設置者の責務（第７条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援

について、公布通知及び（２）の基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及

びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有すること。（第５条

関係） 

②  学校の設置者が行う支援は、公布通知及び基本理念にのっとり行う必要

があり、その留意点としては、主に次のものが考えられること。（第７条関
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係） 

○  現に学校に在籍しない、又はこれから学校に入学や転入学をする予定

の医療的ケア児を含め、基本理念にのっとり、切れ目なく医療的ケア児

の支援を行うことが必要であること。 

○  市区町村教育委員会は、医療、保健、福祉等の関係部局等と連携し、

保護者の理解と協力の下、就学前の認定こども園や幼稚園、保育所等と

学校等との間で、医療的ケア児に関する情報共有が確実かつ円滑にでき

るような体制を整備し、就学後の円滑な医療的ケアの実施につなげるこ

と。 

 

 

(4) 教育を行う体制の拡充等（第 10 条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援

について、公布通知及び基本理念にのっとり、医療的ケア児に対して教育

を行う体制の拡充のため、主に次のような措置を講ずること。（第 10 条第

１項関係） 

○  「学校における医療的ケアの今後の対応について」（平成 31 年３月

20 日付け 30文科初第 1769 号文部科学省初等中等教育局長通知）や「小

学校等における医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全

に受け入れるために～」（令和３年６月文部科学省初等中等教育局特別

支援教育課）等を参考にして、域内の学校における医療的ケアの対応

の在り方などを示した医療的ケアに係るガイドラインを策定したり、

教育関係者に加えて医療、保健、福祉等の関係部局や関係機関、保護者

の代表者、医療的ケアに知見のある医師や看護師等（保健師、助産師、

看護師若しくは准看護師のことをいう。以下同じ。）などの関係者から

構成される会議体を設置することを通して、教育委員会における総括

的な管理体制を整備すること。 

○  学校において医療的ケア児を受け入れるに当たり、学校が以下の取

組等を通して、組織的な体制の整備をすることができるように、教育

委員会が域内の学校を支援すること。 

•  教育委員会が策定した医療的ケアに係るガイドライン等を踏ま

えて、教職員と医療的ケア看護職員等との役割分担や連携の在り方、

具体的な医療的ケア実施方法、緊急時対応等を記載した医療的ケア

に係る実施要領を策定すること。 

•  組織的に医療的ケアを実施することが可能となるよう学校内に

医療的ケア安全委員会を設置すること。 

○  国においては、医療的ケア看護職員を、学校において、日常生活及 

び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠で
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ある児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する職員として学校教

育法施行規則第 65条の２に規定するとともに、学校における医療的ケ

アの環境整備の充実を図るため、地方公共団体等における医療的ケア

看護職員の配置に係る補助（教育支援体制整備事業費補助金（切れ目

ない支援体制整備充実事業））を行っているところであり、地方公共団

体及び学校の設置者におかれては、その趣旨に鑑み、積極的に医療的

ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケア児及びその

家族に対する支援の推進を図ること。 

②  学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の

付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにする

ため、具体的に次のような措置を講ずること。（同条第２項関係） 

○  医療的ケア児の自立を促す観点からも、保護者に付添いの協力を得

ることについては、以下の場合などの真に必要と考えられる場合に限

るよう努めるべきであるが、やむを得ず、保護者に付添いの協力を求

める場合には、代替案などを十分に検討することが必要であり、真に

必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通しなどについて、

医療的ケア児や保護者に対して丁寧に説明すること。 

•  医療安全を確保する観点から、入学や転入学時のほか、夏休みな

どの長期休業や長期の入院後はじめて登校する際などに、医療的ケ

ア児の健康状態に応じて必要な情報を保護者から学校に引き継ぐ

場合など 

○  特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学

先決定後、速やかに学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機

関等が連携し、実施体制の準備が進められるような体制づくりに取り

組むことも考えられること。 

○  医療的ケア看護職員の配置に当たっては、学校の設置者が看護師等

を自ら雇用するだけではなく、地域の実情や医療的ケア児の状況等を

踏まえ、医療機関や訪問看護ステーション等に委託することも可能で

あること。 

③  地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の

確保を図るために、介護福祉士や認定特定行為業務従事者を学校に配置する

際、具体的に次のような措置を講ずること。（同条第３項関係） 

○  学校において医療的ケアを実施する場合には、喀痰吸引等を含め、

看護師等を配置又は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに

当たり、教職員等が支援する体制が考えられるが、各学校等の実情に

応じて体制を構築すること。 

○  医療的ケア児の状態や医療的ケアの内容により、介護福祉士や認定

特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施する場合には、主治医等の意
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見を踏まえつつ、特定の医療的ケア児との関係性が十分認められた上

で、医療的ケアのうち、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カ

ニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻

経管栄養について実施し、看護師等が巡回する体制を構築することな

どが考えられること。 

 

＜添付資料＞ 

 別添１ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律

第 81 号） 

 別添２ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について

（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発

0618 第１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育

て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、

厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長連名通知） 

  

 

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3967） 
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○ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和三年法律第八十一号） 
目次 
 第一章 総則（第一条―第八条） 
 第二章 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策（第九条―第十三条） 
 第三章 医療的ケア児支援センター等（第十四条―第十八条） 
 第四章 補則（第十九条―第二十一条） 
 附則 
   第一章 総則 
 （目的） 
第一条 この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が

多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適

切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケ

ア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明

らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケ

ア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を

図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てること

ができる社会の実現に寄与することを目的とする。 
 （定義） 
第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その

他の医療行為をいう。 
２ この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に

医療的ケアを受けることが不可欠である児童（十八歳未満の者及び十八歳以上の者であ

って高等学校等（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する高等学校、中等

教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三項及び第十四条第一項

第一号において同じ。）に在籍するものをいう。次条第二項において同じ。）をいう。 
 （基本理念） 
第三条 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生

活を社会全体で支えることを旨として行われなければならない。 
２ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童

と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援が行われる等、

個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、かつ、

医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な

連携の下に、切れ目なく行われなければならない。 
３ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学

校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及

び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行われなければならない。 

別添１ 
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４ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケ

ア児及びその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的ケア児を現に監

護するものをいう。第十条第二項において同じ。）の意思を最大限に尊重しなければなら

ない。 
５ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケ

ア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう

にすることを旨としなければならない。 
 （国の責務） 
第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、医療的ケア

児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。 
 （地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的

に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。 
 （保育所の設置者等の責務） 
第六条 保育所（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定す

る保育所をいう。以下同じ。）の設置者、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に

規定する認定こども園をいい、保育所又は学校教育法第一条に規定する幼稚園であるも

のを除く。以下同じ。）の設置者及び家庭的保育事業等（児童福祉法第六条の三第九項に

規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業及び同条第十二項に規

定する事業所内保育事業をいう。以下この項及び第九条第二項において同じ。）を営む者

は、基本理念にのっとり、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該

家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 
２ 放課後児童健全育成事業（児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育

成事業をいう。以下この項及び第九条第三項において同じ。）を行う者は、基本理念にの

っとり、当該放課後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を

行う責務を有する。 
 （学校の設置者の責務） 
第七条 学校（学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっ

とり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。 
 （法制上の措置等） 
第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 
   第二章 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策 
 （保育を行う体制の拡充等） 
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第九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が図られる

よう、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条の二第一項の仕

事・子育て両立支援事業における医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア

児が在籍する保育所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものと

する。 
２ 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置す

る保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医

療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産

師、看護師若しくは准看護師（次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」と

いう。）又は喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第

二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。）を行うことができ

る保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 
３ 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利用している医

療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の

配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 
 （教育を行う体制の拡充等） 
第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られる

よう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 
２ 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなく

ても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その

他の必要な措置を講ずるものとする。 
３ 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保

を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するた

めの環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 
 （日常生活における支援） 
第十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児の年

齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施その他の日

常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要な措置を講ずるものとする。 
 （相談体制の整備） 
第十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種

の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるよ

うにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団

体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。 
 （情報の共有の促進） 
第十三条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、
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教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支

援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。 
   第三章 医療的ケア児支援センター等 
 （医療的ケア児支援センター等） 
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業

務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「医療的ケア児支援セン

ター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる。 
 一 医療的ケア児（十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児で

なくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利

用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条及び附則第二条第二項において

同じ。）及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の

提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 
 二 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこ

れに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。 
 三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。 
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 
２ 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 
３ 都道府県知事は、第一項に規定する業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自

ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及びその家族その他の関係

者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。 
 （秘密保持義務） 
第十五条 医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。 
 （報告の徴収等） 
第十六条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務

の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センタ

ーに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児

支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査

若しくは質問をさせることができる。 
２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 
 （改善命令） 
第十七条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務
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の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センタ

ーに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
 （指定の取消し） 
第十八条 都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが第十六条第一項の規定による報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合にお

いて、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児支援センター

が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 
   第四章 補則 
 （広報啓発） 
第十九条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性等に

ついて国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必

要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 
 （人材の確保） 
第二十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかか

わらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケアその他の支

援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。 
 （研究開発等の推進） 
第二十一条 国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究

開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 
   附 則 
 （施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 
 （検討） 
第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の実施

状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 
２ 政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
３ 政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けることができるよ

うにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について 

 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第81号）」

（以下「法」という。）は令和３年６月 18 日に公布され、令和３年９月 18 日（公

布の日から起算して３月が経過した日）から施行されるところである。 

法の目的及び概要は下記のとおりであるので、管内区市町村・教育委員会・関係

団体等にその周知徹底を図るとともに、必要な指導、助言又は援助を行い、法の運

用に遺憾のないようにご配意願いたい。 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

各 中 核 市 市 長 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各国公私立高等専門学校長 

小中高等学校を設置する学校 

設置会社を所轄する構造改革 

特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 



 

記 

 

第１ 法の目的 

   この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実

態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況

等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっている

ことに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係

る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定

めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離

職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実

現に寄与することを目的としたこと。 

 

第２ 法の概要 

一 総則 

１ 定義について（第２条関係） 

⑴ 「医療的ケア」の定義を、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他の

医療行為としたこと。 

⑵ 「医療的ケア児」の定義を、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に

医療的ケアを受けることが不可欠である児童（18歳未満の者及び 18 歳以上

の者であって高等学校等（学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の

後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。）に在籍するものを

いう。二の１⑵において同じ。）としたこと。 

 

二 基本理念 

１ 基本理念について（第３条関係） 

  ⑴ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及

び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないも

のとしたこと。 

  ⑵ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が医療的ケア

児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ適切に教育

に係る支援が行われる等、個々の医療的ケア児の年齢、必要とする医療的ケ

アの種類及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ

目なく行われなければならないものとしたこと。 

⑶ 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児が18歳に達し、



又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービス

を受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることに

も配慮して行われなければならないものとしたこと。 

⑷ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たって

は、医療的ケア児及びその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。三の２⑵において同じ。）の

意思を最大限に尊重しなければならないものとしたこと。 

⑸ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たって

は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適

切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならないものとし

たこと。 

 

２ 国の責務について（第４条関係） 

   国は、１の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、医療的

ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有す

るものとしたこと。 

 

３ 地方公共団体の責務について（第５条関係） 

   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ

主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責

務を有するものとしたこと。 

 

４ 保育所の設置者等の責務について（第６条関係） 

保育所の設置者、認定こども園（保育所又は幼稚園であるものを除く。以下

同じ。）の設置者及び家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業及

び事業所内保育事業をいう。以下同じ。）を営む者は、基本理念にのっとり、

その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事

業等を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有するも

のとしたこと。 

また、放課後児童健全育成事業を行う者は、基本理念にのっとり、当該放課

後児童健全育成事業を利用している医療的ケア児に対し、適切な支援を行う

責務を有するものとしたこと。 

 

５ 学校の設置者の責務について（第７条関係） 

   学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及

び特別支援学校をいう。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、その

設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有す

るものとしたこと。 



 

６ 法制上の措置等について（第８条関係） 

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならないものとしたこと。 

 

三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策 

１ 保育を行う体制の拡充等について（第９条関係） 

  ⑴ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して保育を行う体制の拡充が

図られるよう、子ども・子育て支援法の仕事・子育て両立支援事業における

医療的ケア児に対する支援についての検討、医療的ケア児が在籍する保育

所、認定こども園等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとした

こと。 

  ⑵ 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者

は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保

育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を

受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師（以

下「看護師等」という。）又は喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法第

２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。三の２⑶において同じ。）を行う

ことができる保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずる

ものとしたこと。 

  ⑶ 放課後児童健全育成事業を行う者は、当該放課後児童健全育成事業を利

用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるよ

うにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとしたこ

と。 

 

２ 教育を行う体制の拡充等について（第 10 条関係） 

⑴ 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が

図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な

措置を講ずるものとしたこと。 

⑵ 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の

付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにする

ため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。 

⑶ 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行

う人材の確保を図るため、介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことがで

きる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要な措置を講ずるも

のとしたこと。 

 

３ 日常生活における支援について（第 11条関係） 



   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児

の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの

実施その他の日常生活において必要な支援を受けられるようにするため必要

な措置を講ずるものとしたこと。 

 

４ 相談体制の整備について（第 12条関係） 

   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの

各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮しつつ総合的に応ずる

ことができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務

を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備

を行うものとしたこと。 

 

５ 情報の共有の促進について（第 13 条関係） 

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福

祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア

児に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるもの

としたこと。 

 

四 医療的ケア児支援センター等 

１ 医療的ケア児支援センター等について（第 14条関係） 

 ⑴ 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって

当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「医

療的ケア児支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる

ものとしたこと。 

  ① 医療的ケア児（18 歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医

療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用

又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以

下１及び六の２⑵において同じ。）及びその家族その他の関係者に対し、

専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を

行うこと。 

  ② 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間

団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及

び研修を行うこと。 

  ③ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、

教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を

行うこと。 

  ④ ①から③までに掲げる業務に附帯する業務 

 ⑵ ⑴による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行うものと



したこと。 

 ⑶ 都道府県知事は、１の業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自

ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、医療的ケア児及びその家族

その他の関係者がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適

切な配慮をするものとしたこと。 

 

２ 秘密保持義務について（第 15 条関係） 

医療的ケア児支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならないものとしたこ

と。 

 

３ 報告の徴収等について（第 16 条関係） 

   都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、そ

の業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該医療的ケア児支

援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必

要な調査若しくは質問をさせることができるものとしたこと。 

 

４ 改善命令について（第 17 条関係） 

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、そ

の改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした

こと。 

 

５ 指定の取消しについて（第 18 条関係） 

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターが３による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、若しくは３による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、

その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき又は医療的ケア児支援セン

ターが４による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができるも

のとしたこと。 

 

五 補則 

１ 広報啓発について（第 19 条関係） 

国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対する支援の重要性

等について国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な

場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしたこと。 

 



 ２ 人材の確保について（第 20条関係） 

   国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域に

かかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的

ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ず

るものとしたこと。 

 

３ 研究開発等の推進について（第 21 条関係） 

国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研

究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう

必要な措置を講ずるものとしたこと。 

 

六 施行期日等 

 １ 施行期日について（附則第１条関係） 

   この法律は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行するものと

したこと。 

 

 ２ 検討について（附則第２条関係） 

  ⑴ この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法

律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとしたこと。 

  ⑵ 政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。 

  ⑶ 政府は、災害時においても医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けるこ

とができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の

在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

としたこと。 
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特別支援教育に関わる教師の専門性向上に向けた方策

●特別支援学校教諭免許状の教職課程
の内容や水準を全国的に担保するため、
共通的に修得すべき資質能力を示した
コアカリキュラムの策定 ●校内研修、交換授業、OJTの推進●採用後10年以内に特別支援

教育を複数年経験

●管理職の任用にあたり、特別支援教育
の経験を考慮

初任者研修 中堅教諭等資質向上研修 主任研修、管理職研修 等

●NISE（学びラボ、免許法認定通信教育）等のオンラインコンテンツの整理・充実

【養 成】 ・視覚障害領域、聴覚障害領域免許を取得できる大学数
【採 用】 ・特別支援学校教諭免許状保有者への加点等の工夫を行っている教育委員会の数
【キャリアパス】 ・採用後、10年目までに特別支援教育を経験した教師の割合

・小学校等の校長の特別支援教育に関わる教職経験の有無
【研 修】 ・免許を保有しない特別支援学校の教師について、免許取得計画の作成状況の有無、単位取得状況

・教員育成指標において特別支援教育を明確に位置付けている任命権者の数
・特別支援学校教諭免許状保有率 ・（独）国立特別支援教育総合研究所（NISE）学びラボの利用者数 等

●が検討会議のアウトプット・方向性

養成段階

初任者〜10年目

中堅（10年目〜）

管理職

●教育委員会の教員育成指標等を踏まえ、キャリアパスに応じた
活用ができるようコンテンツを整理・体系化（NISE）

●研修の手引作成（NISE）

●学校経営方針等に特別支援教育に関
する目標を設定し、校内体制を整備

①養成段階での育成 ②採用段階での工夫 ③校内体制の整備、キャリアパスの多様化、人事交流の推進による専門性向上

●特別支援教育の経験を採用時
に考慮

④研修（校外）による専門性向上

教育委員会

⑤ 国による調査・把握 → 大学、教育委員会へのフィードバックによる改善 ※下記は現時点における調査項目の例

・特別支援教育の「個別最適な学び」と「協同的な学び」に関する知見や経験は、障害の有無にかかわらず、教育全体の質の向上に寄与。
⇒ 特別支援教育の専門性を担保しつつ、特別支援教育に携わる教師を増やしていくことが必要。

・特別支援教育を必要とする児童生徒数が増えている一方で、小学校で70.6%、中学校で75.4%の校長が、特別支援教育に携わる経験が無い。
⇒ 多くの学校で特別支援学級等で教職経験の無い校長が特別支援教育を含む学校経営を実施。

・小学校等の特別支援学級の臨時的任用教員の割合は、学級担任全体における臨時的任用教員の割合の倍以上。
⇒ 特別支援教育に関わる教師が、他の教師と比べて、長期的視野にたって計画的に育成・配置されているとは言いがたい状況。

現状・課題

●教育実習、介護等体験で、特別支援学
校、特別支援学級等の経験を推奨

●大学間連携による単位互換制度の促進
など、免許取得・単位取得を可能とする体
制整備

●教育委員会との連携による実践力の養成
（実務家教員、教職大学院等）

●特別支援学級等の教師による特別支援学校へ
の人事交流の充実

●特別支援学校において、特別支援学校教諭免
許状を有しない教師の条件を限定

スケジュール
・特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム
- R４.７頃︓策定・周知（以降、大学の教職課程の点検・見直し）
- R５.４又はR６.４︓コアカリキュラムに基づく教職課程開始
・上記以外の事項
- 各関係者において速やかに検討・対応に着手し、R6年度には実現
できるよう取り組む。

別添２
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      ４文科初第３７５号 

令和 4 年４月２７日  

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長  

各 都 道 府 県 知 事   

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長  
殿 

附属学校を置く 各国公立大学法人の長   

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 理 事 長  

 

 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長     

    伯 井 美 徳 

 

特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知） 

 

特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインク

ルーシブ教育システムの理念を構築することを旨として行われることが重要です。また、イ

ンクルーシブ教育システムの理念の構築に向けては、障害のある子供と障害のない子供が

可能な限り同じ場でともに学ぶことを追求するとともに、障害のある子供の自立と社会参

加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、多様で

柔軟な仕組みを整備することが重要です。 

 

これらを踏まえれば、小・中学校や特別支援学校等が行う、障害のある子供と障害のな

い子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する「交流及び共同学習」

が大きな意義を有することは言うまでもありません。また、障害者基本法においても、「国及

び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及

び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない」とさ

れているところです。 

 

このため、文部科学省は、小・中学校や特別支援学校等の学習指導要領等における交

流及び共同学習に関する記載の充実及び教育委員会や学校に向けた参考資料である交

流及び共同学習ガイドの改訂等を通して、交流及び共同学習を積極的に進めてきました。

現在においては、一部の地域で取り組まれている、特別支援学校に在籍する児童生徒と居

住する地域の学校との積極的な交流等についても、より重要性が増していると考えており

ます。 
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また、交流及び共同学習には、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的

とする「交流」の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする「共同学習」の側面があり、こ

の二つの側面を分かちがたいものとして捉えて推進していく必要があるという、基本的な

考え方も併せて示してきたところです。 

 

しかしながら、文部科学省が令和３年度に一部の自治体を対象に実施した調査において、

特別支援学級に在籍する児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級

で学び、特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導

を十分に受けていない事例があることが明らかとなりました。冒頭で述べたとおり、インクル

ーシブ教育システムの理念の構築においては、障害のある子供と障害のない子供が可能

な限り同じ場でともに学ぶことを追求するとともに、一人一人の教育的ニーズに最も的確

に応える指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であり、「交流」

の側面のみに重点を置いて交流及び共同学習を実施することは適切ではありません。 

 

加えて、同調査においては、一部の自治体において、 

・ 特別支援学級において特別の教育課程を編成しているにもかかわらず、自立活動の

時間が設けられていない 

・ 個々の児童生徒の状況を踏まえずに、特別支援学級では自立活動に加えて算数（数

学）や国語の指導のみを行い、それ以外は通常の学級で学ぶといった、機械的かつ

画一的な教育課程の編成が行われている 

・ 「自校通級」、「他校通級」、「巡回指導」といった実施形態がある中で、通級による指

導が十分に活用できていない 

といった事例も散見されました。 

 

本通知は、こうした実態も踏まえ、これまで文部科学省が既に示してきた内容を、より明

確化した上で、改めて周知することを主な目的とするものです。 

 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し

て、域内の市町村教育委員会におかれては所管の学校に対し、各指定都市教育委員会に

おかれては所管の学校に対して、都道府県の知事及び構造改革特別区域法第１２条第１項

の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属

学校を置く各国公立大学法人におかれては附属学校に対して、各文部科学大臣所轄学校

法人におかれてはその設置する学校に対して、本通知の趣旨について周知く ださるようお

願いします。 

 

記 

 

第１ 特別支援学級又は通級による指導のいずれにおいて教育を行うべきかの判断について 
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 〇 特別支援学級又は通級による指導のいずれにおいて教育を行うべきかの判断につ

いては、関係の法令及び「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援

について（通知）」（平成２５年１０月４日付け文科初第７５６号）等の通知や、令和３年６

月に改訂した「障害のある子供の教育支援の手引」を参照し、客観的かつ円滑に適切

な判断を行うことが必要であること。 

 

 〇 通級による指導の対象となる児童生徒について、その児童生徒が通学する小・中学

校等に通級による指導の場を設けることが容易ではない場合に、安易に特別支援学

級を開設することは適切とは言えないこと。どのような学びの場がふさわしいかは、そ

の児童生徒の教育的ニーズが大前提となるため、市区町村教育委員会においては、

令和３年６月に改訂した「障害のある子供の教育支援の手引」等を参照しつつ、必要

に応じて都道府県教育委員会とも相談しながら学びの場（通級による指導の場合の

実施形態も含む。）について入念に検討・判断を進める必要があること。 

 

第２ 特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の時数について 

〇 交流及び共同学習を実施するに当たっては、特別支援学級に在籍している児童生

徒が、通常の学級で各教科等の授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達

成感をもちながら、充実した時間を過ごしていることが重要である。このため、「平成

2 9 年義務標準法の改正に伴い創設されたいわゆる『通級による指導』及び『日本語指

導』に係る基礎定数の算定に係る留意事項について」（令和２年４月１７日付事務連絡）

にある通り、障害のある児童生徒が、必要な指導体制を整えないまま、交流及び共同

学習として通常の学級で指導を受けることが継続するような状況は、実質的には、通

常の学級に在籍して通級による指導を受ける状況と変わらず、不適切であること。 

 

 〇 また、「障害のある子供の教育支援の手引」にあるように、特別支援学級に在籍して

いる児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる場

合には、学びの場の変更を検討するべきであること。言い換えれば、特別支援学級に

在籍している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以上を目安として

特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の

段階等に応じた授業を行うこと。 

 

 〇 ただし、例えば、次年度に特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更を検討

している児童生徒について、段階的に交流及び共同学習の時数を増やしている等、当

該児童生徒にとっての教育上の必要性がある場合においては、この限りではないこと。 
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  ≪改善が必要な具体的な事例≫ 

  ・  特別支援学級に在籍する児童生徒について、個々の児童生徒の状況を踏まえずに、

特別支援学級では自立活動に加えて算数（数学）や国語といった教科のみを学び、

それ以外は交流及び共同学習として通常の学級で学ぶといった、機械的かつ画一

的な教育課程を編成している。 

  ・  全体的な知的発達に遅れがあるはずの知的障害の特別支援学級に在籍する児童

生徒に対し、多くの教科について交流及び共同学習中心の授業が行われている。 

  ・  通常の学級、通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた指導、特

別支援学級、特別支援学校という学びの場の選択肢を、本人及び保護者に説明し

ていない。 

  ・  交流及び共同学習において、「交流」の側面のみに重点が置かれ、特別支援学級に

在籍する児童生徒の個別の指導計画に基づく指導目標の達成が十分ではない。 

  ・  交流及び共同学習において、通常の学級の担任のみに指導が委ねられ、必要な体

制が整えられていないことにより、通常の学級及び特別支援学級の児童生徒双方

にとって十分な学びが得られていない。 

 

 

第３ 特別支援学級に在籍する児童生徒の自立活動の時数について 

〇 特別支援学級における自立活動については、小学校等学習指導要領や特別支援学

校学習指導要領に、 

 ・ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、（中略）自立活動を取

り入れること 

 ・ 学校における自立活動の指導は、（中略）自立活動の時間はもとより、学校の教育活

動全体を通じて適切に行うものとする 

 ・ 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は、児童又は生徒

の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、適切に定めるものとする 

 と記載されている。このため、特別支援学級において特別の教育課程を編成している

にもかかわらず自立活動の時間が設けられていない場合は、自立活動の時数を確保

するべく、教育課程の再編成を検討するべきであること。 

 

第４ 通級による指導の更なる活用について 

 〇 通級による指導の実施形態については、「自校通級」、「他校通級」、「巡回指導」それ

ぞれの実施形態の特徴、指導の教育的効果、児童生徒や保護者の負担等を総合的に

勘案し、各学校や地域の実態を踏まえて効果的な実施形態の選択及び運用を行うこ

と。 

 

〇 実施形態の選択に当たっては、児童生徒が在籍する小・中学校等で専門性の高い
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通級による指導を受けられるよう、自校通級や巡回指導を一層推進することが望まし

いこと。なお、通級による指導の充実に関しては、他校通級に係る児童生徒の移動に

かかる時間や保護者の送迎の負担等を含め、今後文部科学省において、関係者の意

見を聴取するなどして、より教育的な効果の高い運用の在り方について検討を行う予

定であること。 

 

 〇 また、地域全体で必要な指導を実施することができるよう、行政区を超える学校の兼

務発令を活用するなど、専門性の高い人材による効果的かつ効率的な指導を行うた

めの方策について検討を行うことが適当であること。 

 

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 

TE L: 0 3 -5 2 5 3 -4 111（内線 3 19 1，3 19 5 ） 

E -m a i l :  tok ub e tu@ m ex t. g o . j p  

 文部科学省初等中等教育局財務課企画調査係 

TE L: 0 3 -5 2 5 3 -4 111（内線 2 0 7 2 ，3 7 4 6 ） 

E -m a i l :  za im u@ m ex t.g o . j p  

 

mailto:tokubetu@mext.go.jp
mailto:zaimu@mext.go.jp
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令和３年度 特別支援学級及び通級による指導の実態調査の結果について 

令和４年４月 

１．調査の趣旨 

令和３年１月、「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告」がとりまとめら

れ、①国が作成している教育支援資料の内容を充実する必要があることや、②その際、特別支

援学級において指導を受ける時間が一定の時間に満たない者について通級による指導の対象

とすることを検討することもありうること等を示すことが考えられる、との提言がなされた。 

これを受け、文部科学省は、障害のある子供一人一人の教育的ニーズを踏まえた適切な教育

の提供が図られるよう、令和３年６月に「障害のある子供の教育支援の手引」を改訂し、就学先

決定の具体的なプロセス等について周知してきたところである。 

本調査は、こうした状況も踏まえ、特別支援学級及び通級による指導の実態等を把握すること

で、今後の特別支援教育施策の参考とすることを目的として実施したものである。 

 

２．調査の概要及び項目 

（１）調査の概要 

 各教育委員会の過重な負担を避ける観点から、抽出による書面調査を実施。具体的には、全

児童生徒数に占める特別支援学級在籍児童生徒数の割合が高い 10 の都道府県及び政令指定

都市1（以下「都道府県等」という。）を抽出し、当該都道府県等に所在する、全児童生徒数に占め

る特別支援学級在籍児童生徒数の割合が高い一部の公立小中学校を対象とした。 

その後、書面調査の結果も踏まえ、一部の都道府県等に対して個別ヒアリングを実施した。 

 

（２）調査項目 

 

 調査項目 

書面調査 ① 基礎データ（特別支援学級に在籍する児童生徒数や通級による指導を

受けている児童生徒数等） 

② 学びの場の決定にあたって参照する自治体独自の基準 

③ 特別支援学級に在籍する児童生徒の教育課程の編成状況や、交流及

び共同学習の時数の決定に当たっての考慮事項の有無    等 

個別ヒアリング ① 就学先決定の具体的なプロセス 

② 授業時数の半分以上を「交流及び共同学習」として学ぶ特別支援学級

在籍児童生徒への学びの保障の確認 

③ 授業時数の半分以上を「交流及び共同学習」として学ぶ特別支援学級

在籍児童生徒について、通級による指導としない理由（知的障害以外） 

④ 通級による指導を円滑に実施する上での課題や工夫     等 

  

 
1北海道、新潟県、長野県、大阪府、徳島県、佐賀県、熊本県、沖縄県、大阪市、岡山市。令和２年度学校基本調査に基づき選定。 
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３．調査結果のポイント 

（１）書面調査の結果のポイント 

 ①基礎データ 

  特別支援学級のうち、在籍児童生徒数の多い障害種は、知的障害、自閉症・情緒障害であっ

た。また、通級による指導については、学習障害が最も多く、時数は週１～２単位時間が大部分

であった。（参考１を参照） 

 

 ②学びの場の決定にあたって参照する自治体独自の基準 

  例えば、特別支援学級等で少人数指導が適当と思われる児童生徒の観点を、障害種別に示

すといった工夫を行っている市町村も見られた。 

 

 ③特別支援学級に在籍する児童生徒の教育課程の編成状況や、交流及び共同学習の時数の

決定に当たっての考慮事項の有無 

  調査対象となった特別支援学級に在籍する児童生徒の教育課程について調査したところ、総

授業時数の半分以上を交流及び共同学習として通常の学級で過ごしている児童生徒の割合

は、小学校は 5 4 % 、中学校は 4 9 % という結果となった。 

また、同割合を都道府県等別に見ると、最大値は 9 7 % である一方、最低値は 3 % であった。

（同割合の障害種別・学年別の結果は、参考２及び参考３を参照） 

更に、調査対象のうち４割強の市町村から、交流及び共同学習の時数の決定に当たっての

考慮事項があるとの回答があった。 

 （回答例） 

 ・ 交流及び共同学習の時数について、保護者の同意を得て決定している 

 ・ 交流及び共同学習は、週の授業時数の半分を上限としている 

 ・ 特別支援学級で実施する授業時数が週５時間を下回らないようにしている 

 ・ 特別支援学級で実施する授業時数が週８時間を下回らないようにしている 

 ・ 国語と算数については、原則として特別支援学級で実施するようにしている 

  この他、特別支援学級に在籍している児童生徒について、特別の教育課程を編成しているに

もかかわらず、自立活動の時数が設けられていないケースがあった。 

 

 ④その他 

  校内委員会の判断にもかかわらず通級による指導が行われなかった児童生徒が存在し、主

な理由は「保護者や本人が希望しなかったため」であった。 

  調査対象のうち６割程度の市町村が、他校通級にあたって保護者の送迎を原則としている。 

 

（２）個別ヒアリング  

 ①就学先決定の具体的なプロセス 

 ・ 例えば下記のようなプロセスで行われていた。 

（例１）①保護者と担任で話し合い→②校内委員会で協議→③市町村教育支援委員会によ

る調査→④市町村教育支援委員会で審議・判断→⑤判断結果をもとに学校と保護者が
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話し合い→⑥学びの場の決定 

  ※上記のプロセスにおいて、保護者からの要望や児童生徒の教育的ニーズの変化などを

受けて、随時、相談を受け付け、対応している。 

（例２）年に２回、全市町の就学担当者を対象に就学事務担当者会を開催し、教育支援資料

等を参考に就学に関する考え方について説明を行っている。 

 

 ②授業時数の半分以上を「交流及び共同学習」として学ぶ特別支援学級在籍児童生徒への学

びの保障の確認 

 ・ 通常の学級では、特別支援教育支援員が授業者からの指示を受けて支援を行っている。 

 ・ 特別支援学級担任と交流学級担任、特別支援教育支援員等が、個別の指導計画における

目標の共通理解を図り、その評価を行うことで確認している。 

 

 ③授業時数の半分以上を「交流及び共同学習」として学ぶ特別支援学級在籍児童生徒につい

て、通級による指導としない理由（知的障害以外） 

 ・ 保護者が当該児童生徒に、個に応じた特別な教育を特別支援学級で行う必要があると考え

ていることが多いため。 

 ・ 通級指導教室の整備が十分でなかったため、学びの場を通級による指導に変更しようにも、

身近なところに通級指導教室がなく、学びの場を変更できない例があった。 

 

 ④通級による指導を円滑に実施する上での課題や工夫 

 ・ 他校通級について、地理的状況、冬期間の交通事情、共働き家庭の増加による保護者送迎

の困難さ 

 ・ 通級指導担当教員の人材確保や専門性の担保 

 ・ 通級の実施形態（自校通級、他校通級、巡回指導）について関係者の理解が不十分 

 ・ 地域全体で必要な指導を実施できるよう、通級指導担当者の市町を超える学校の兼務発

令等を行っている 

 

 ⑤その他 

 ・ 特別支援学級在籍児童生徒が交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる際、特別

支援教育支援員等の付き添いがなく、通常の学級の担任のみに指導が委ねられているケー

スがあった。 

 ・ 通常の学級、通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた指導、特別支援学

級、特別支援学校という学びの場の選択肢が、本人及び保護者に明確に提示されていない

ケースがあった。 
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参考１：基礎データ 
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参考２：通常の学級における学習の割合（障害種別） 
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参考３：通常の学級における学習の割合（学年別） 

 

 

 



通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告(概要)
（令和５年３月13日）

① 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒︓小中学校8.8% 高等学校2.2% ➡ 全ての学級に特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍している可能性
うち、校内委員会で支援が必要と判断︓小中学校28.7% 高等学校20.3% ➡ 校内委員会の機能が十分に発揮されていない

② 他校通級は、小学校では約３割、中学校では約２割 ➡ 児童生徒や保護者の送迎等の負担
高等学校において、通級による指導が必要と判断された生徒が受けられていない実態がある ➡ 実施体制が不十分

③ 障害の程度の重い児童生徒が通常の学級に在籍（就学先決定にあたり本人・保護者の意見を最大限尊重） ➡ より専門的な支援が必要
④ 令和4年9月9日障害者権利委員会の勧告 ➡ 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境整備の推進が必要

小中高等学校等

専門家等からの支援

校内委員会の機能強化
校長①校内支援体制の充実

☞ 支援の対象とすべき児童
生徒について幅広く把握し、
必要な支援を組織的に対応

通常の学級
個別の教育支援計画・個別
の指導計画の作成と活用

中心的な役割を担う
特別支援教育コーディネーター

教務主任
通級指導担当
学級担任 等

通常の学級でできうる支援策を
検討した上で、通級による指導や
特別支援学級の必要性を検討

通級による指導

④インクルーシブな学校運営モデルの創設
〜特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営〜

☞ 特別支援学校を含めた２校以上で連携し、障害のある児童生徒と障害のない
児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進める学校をモデル事業として支援

☞ 知的障害を対象とした通級による指導も同モデルにおいて実現

特別支援学校

②通級による指導の充実
☞ 本人や保護者が仕組みや意義等を理解した上で、指導を受け
ることが重要

☞ 児童生徒が慣れた環境で安心して受けられるよう、自校通級や
巡回指導を促進

☞ 自立活動の意義と指導の基本を改めて周知、研修会等の実施
☞ 高等学校については、潜在的な対象者数も踏まえた教員定数
措置を含めた指導体制等の在り方を検討

I CTの活用
合理的配慮

③特別支援学校のセンター的機能の充実
☞ 特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する
特別支援学校からの小中高等学校への支援を充実

小中高等学校 特別支援学校
柔軟な教育課程・指導体制

巡回指導

A校 B校

自校通級

発達障害や障害の程度の重い児童生徒が在籍

◆ 上記取組とあわせて、令和4年3月の検討会議報告を踏まえた特別支援教育を担当する教師等の専門性の向上を図るため、各自治体における令和6年度からの実現に向けた取組を促進させる。
◆ 障害のある児童生徒が自己理解を通じ自己肯定感を高め、自立し、社会の一員として活躍するために必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育の推進。
◆ 国においては、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を進め、本報告に示した具体的な方向性を踏まえた関連施策等の充実に努め、各自治体や学校における取組について、必要な助言等を行い

つつ、教師の働き方改革にも留意しながらその進捗状況等についてフォローアップを実施。

現状・課題

わかりやすい
授業の工夫

※ 弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱など在籍者の少ない障害種への対応に差異が生じることのないよう留意

特別支援学校のセンター的機能の発揮

校内委員会の再点検、障害者理解教育の推進

特別支援教育支援員

別添２
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高等学校等の病気療養中等の生徒に対するオンデマンド型の授業に 

関する改正について（通知） 

 

 この度、学校教育法施行規則第 88 条の３の規定に基づき、全日制及び定時制課程

の高等学校、中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部（以下「高等学校

等」という。）が履修させることができる授業について定める件（平成 27 年文部科学

省告示第 92 号）の一部を改正する告示（令和５年文部科学省告示第 37 号）が、令和

５年３月 30 日に公布され、令和５年４月１日に施行されることとされました。 

 改正の趣旨、内容及び留意事項については、下記のとおりですので、十分に御了知

いただき、事務処理上遺漏のないよう願います。 

 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市区町

村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各

都道府県知事及び構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12条第１項の認

定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属

学校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して、このことを十分

御周知願います。 

記 

 

１ 改正の趣旨 

高等学校等に在籍する疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校



  
  

を欠席すると認められる生徒（以下「病気療養中等の生徒」という。）の遠隔教育

については、その教育機会の保障の観点から、平成27年４月に同時双方向型の授

業を制度化するとともに（学校教育法施行規則（昭和22年文部科学省令第11号。

以下「施行規則」という。）第88条の３及び平成27年文部科学省告示第92号）、文

部科学大臣の指定を受けた高等学校において、病気療養中等の生徒に対し特別の

教育課程を編成することを可能としている（学校教育法施行規則第86条）。また、

当該特例校制度においては、事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、

インターネット等のメディアを活用して配信を行うことにより、生徒が視聴した

い時間に受講することが可能な授業（以下「オンデマンド型の授業」という。）を

実施できることとしている（27文科初第289号）。 

こうした中、令和３年度より実施している高等学校段階における同時双方向型

の授業に関する調査研究等において、病気療養中等の生徒については、本人の病

状に加え、治療の状況によって学習時間が前後することもあり、同時双方向型の

授業に出席したくてもできない場合があることが明らかになっている。 

前述のとおり、現行制度においては、病気療養中等の生徒は、施行規則第88条

の３に基づき、同時双方向型の授業を受けることができるが、オンデマンド型の

授業を受けることは特例校でのみ認められている状況である。 

本改正は、こうした背景を踏まえ、病気療養中等の生徒について、特例校制度

に拠らずともオンデマンド型の授業を実施できるようにするものである。 

 

２ 改正の内容 

施行規則88条の３のメディアを利用して行う授業について規定している平成27

年文部科学省告示第 92 号（以下「告示」という。）を改正し、病気療養中等の生徒

に対して行う授業については、同時双方向型であることを要しないこととし、オン

デマンド型の授業で実施することを可能とすることとする。 

具体的には、告示に第２項を新設し、病気療養中等の生徒に対して行う授業につ

いては、高等学校等が認めた場合には、第１項の規定にかかわらず、同時かつ双方

向であることを要しない旨規定する。 

 

３ 留意事項 

  施行規則第 88 条の３の規定の運用にあたっては、「学校教育法施行規則の一部を

改正する省令の施行等について（通知）」（27文科初第 289 号）及び「高等学校等に

おける遠隔教育の実施に係る留意事項について（通知）」（２文科初第 1818 号）に

定める他、以下のとおりであること。 

（１）病気療養中等の生徒に対し、メディアを利用して授業を実施する場合、同時双

方向型の授業を原則とすること。当該生徒の病状や治療の状況、医師等の意見等



  
  

から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型の授業を受信することが難しい

と学校において判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏まえオンデマン

ド型の授業を行うことが可能であること。 

（２）生徒が疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席する

状態にあるか否かの判断は、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等

や、文部科学省が義務教育段階における就学事務の参考資料として作成し配布し

ている「障害のある子供への教育支援の手引」に示された障害種ごとの障害の状

態等を基に、文部科学省が平成 26 年度に実施した長期入院児童生徒に対する教

育支援に関する実態調査で示された年間延べ 30 日以上の欠席という定義を一つ

の参考としつつ、高等学校又はその管理機関が行うこととすること。 

（３）オンデマンド型の授業を行うに当たっては、以下のような事項について留意す

ること。 

① 当該生徒がオンデマンド型の授業による学習を円滑に進めることができる

よう、ICT 機器の取扱いや学習課題等について相談できる体制を整えること。 

② グループ活動や演習等、教師と生徒、生徒間の相互のやりとりが中心とな

る教育活動については、オンデマンド型の授業によらないこと。 

③ 各教科・科目、総合的な探究の時間、特別活動又は特別支援学校高等部の

自立活動（以下「各教科・科目等」という。）について、オンデマンド型の授

業を実施した場合においても、各教科・科目等の特性に応じ、対面による授

業を相当の時間数行う必要があること。 

④ 改正後の告示第２項の生徒においては、施行規則第 88 条の３に規定する多

様なメディアを高度に利用して行う授業について、施行規則第 96 条第２項及

び第 133 条第２項のただし書きの対象のものになるものであること。 

⑤ オンデマンド型の授業による指導を行うに当たっては、病気療養中等の生

徒が本人の病状や治療の状況により授業を受けることが困難となっている実

態に配慮し、例えば、教職員が生徒の状況に応じて家庭や病院への訪問を行

うこと等を通じて、その生活や学習の状況を把握し、生徒本人やその保護者

が必要としている支援を行うことや、学校外の関係機関等と積極的な連携を

図ること、生徒の学習状況に合わせた習熟度別指導など指導上の工夫をする

ことが望ましいこと。 

⑥ 学習評価においては、定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのや

り取り等を通して、動画の視聴及び学習状況を可能な限り把握するとともに、

課題提出等、工夫して行うこと。なお、より効果的なオンデマンド型の授業

の在り方については、令和５年度より文部科学省において調査研究を行う予

定であること。 

（４）特別支援学校の高等部における、療養中の生徒及び訪問教育を受ける生徒に対



  
  

する通信により行う教育について、27文科初第 195 号「特別支援学校高等部学習

指導要領解説の一部改訂について（通知）」（平成 27年４月 24 日）により、オン

デマンド型の授業によるものは、全課程の修了要件として定められた単位数又は

授業時数の２分の１未満とされているところであるが、同時双方向型の授業の受

信が難しい場合に限る今回の制度改正を踏まえ、本通知をもって廃止する。 

 

 

 

 
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局 

特別支援教育課支援二係 

TEL:03-5253-4111（内線 3257） 
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小・中学校等における病気療養児に対する ICT 等を活用した学習活動を 

行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知) 

 

 疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる児

童生徒（以下「病気療養児」という。）に対する教育については、関係者においてその

充実を図るための様々な取組が行われているところです。 

 先般、病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため、小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校小学部・中学部（以下「小・中学校

等」という。）において、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し、インターネット

等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し、同時かつ双方向的にやりとり

を行った場合（以下「同時双方向型授業配信」という。）の指導要録上の出欠の取扱い

について、弾力化を図ってきたところです。 

 一方、病気療養児については、同時双方向型授業配信のみでは、時々の病状や治療

の状況により教育機会の保障として十分でない可能性があります。 

 そこで、この度、事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネッ

ト等のメディアを利用して配信を行うことにより、児童生徒が視聴したい時間に受講

することが可能な授業配信の方式（以下「オンデマンド型授業配信」という。）を含

む、ICT 等を活用した学習活動を行った際の指導要録上の出欠の取扱い等については、

下記によることとしましたので、適切に対応されるようお願いします。 

 なお、ICT 等を活用した学習活動とは、ICT（コンピューターやインターネット、遠

隔教育システムなど）や郵送、FAX などを活用して提供される学習活動のことを指し

ます。 



 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄

の学校及び学校法人等に対して、各国公立大学法人におかれては附属学校に対して、

本通知の趣旨について周知くださるようお願いします。 

 なお、「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った

場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（平成 30 年９月 20 日付け文部

科学省初等中等教育局長通知）については本通知をもって廃止します。 

 

記 

 

第１ 趣旨 

  小・中学校等では、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対する学習支援として

同時双方向型授業配信やそれを通じた他の児童生徒との交流を行っている場合が

あり、それにより病気療養児の教育機会の確保や学習意欲の維持・向上、学習や学

校生活に関する不安感が解消されることによる円満な復学につながるなどの効果

が見られている。このような状況を踏まえ、病気療養児に対する教育の一層の充実

を図るため、小・中学校等において同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、

指導要録上出席扱いとすることができることとしている。 

しかし、病気療養児については、その時々の病状や治療の状況によりリアルタイ

ムで授業を受けることが困難な場合があり、同時双方向型授業配信のみでは教育機

会を十分に保障できない可能性がある。このような児童生徒に対して、「第２ 指導

要録上の取扱い等」及び「第３ 留意事項」に記載の事項等を踏まえた上で、病院

や自宅等において ICT 等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出

席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 

 

第２ 指導要録上の取扱い等 

小・中学校等において、当該学校に在籍する病院や自宅等で療養中の病気療養児

に対し、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教師を配置せずに ICT 等を

活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその

成果を当該教科等の評価に反映することができることとする。 

なお、ICT 等を活用した学習活動を行うに当たっては、学校教育法（昭和 22 年法

律第 26 号）、学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）、小・中学校の設置

基準及び学習指導要領等の関係法令の規定に留意して行う必要があること。特に、

以下のような事項に留意すること。 

（１）教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）の規定を踏まえ、配信側の教師は、

当該病気療養児が在籍する学校の教師の身分を有する者であり、中学校等におい

ては同時双方型授業配信を行う教科等に応じた相当の免許状を有する者である



必要があること。 

（２）同時双方向型授業配信において、配信側及び受信側で同時に授業を受ける一学

級の児童生徒の合計数は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

課程にあっては、小学校設置基準（平成 14 年文部科学省令第 14 号）第４条及び

中学校設置基準（平成 14年文部科学省令第 15 号）第４条の規定を踏まえ、原則

として 40 人以下とすること。特別支援学校の小・中学部にあっては、特別支援

学校設置基準（令和３年文部科学省令第 45号）第５条の規定を踏まえ、６人（視

覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する児童

又は生徒で学級を編成する場合にあっては、３人）以下を標準とすること。 

（３）教室等で授業を受ける場合と同様、教科用図書や教材については、学校教育法

第 34 条（同法第 49 条、第 49 条の８、第 70 条第１項、第 82条において準用す

る場合を含む。）の規定や「学校における補助教材の適切な取扱いについて」（平

成 27 年３月４日付け 26 文科初第 1257 号文部科学省初等中等教育局長通知）等

に基づき、適切に対応すること。なお、小・中学校等のうち、特別支援学級及び

特別支援学校の小・中学部にあっては、同法附則第９条の規定にも留意すること。 

 

 

第３ 留意事項 

  本取扱いに当たっての留意事項は、以下のとおりであること。 

 １ 本取扱いにおける病気療養児に該当するか否かの判断は、疾病や障害に関する

医師等の専門家による診断書等や、文部科学省が就学事務の参考資料として作成

し配布している「障害のある子供への教育支援の手引」に示された障害種ごとの

障害の状態等を基に、文部科学省が平成 26 年度に実施した長期入院児童生徒に

対する教育支援に関する実態調査で示された年間延べ 30 日以上の欠席という定

義を一つの参考としつつ、小・中学校等又はその管理機関が行うこと。 

 

２ 病気療養児の学習場面においては、学校と保護者が連携・協力し、病気療養児

の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を

整えること。当該対応を行う者としては、例えば、保護者自身、保護者や教育委

員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。 

 

３ ICT 等を活用した学習活動を行うに当たっては、以下のような事項について配

慮すること。 

（１）教師と病気療養児が、互いにやりとりを行うこと。なお、病気療養児の状態

等を踏まえ、音声や文字のみによるやりとりも可能であること。 

（２）病気療養児の教師に対する質問の機会を確保すること。 

（３）画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には、あらかじめ

病気療養児にプリント教材等を準備するなどの工夫をすること。 



（４）病気療養児が ICT 等を活用した学習活動に係るシステムを利用するに当たっ

て必要な支援を行うこと。 

（５）病気療養児の体調の変化等に留意し、ICT 等を活用した学習活動を行うこと

が適当でないと考えられる場合には、直ちに中止できるようにすること。 

 

４ オンデマンド型授業配信を行うにあたっては、以下のような事項について留意

すること。 

（１）ICT 等を活用した学習活動を実施する場合、原則として、同時双方向型授業配

信を実施すること。当該児童生徒の病状や治療の状況、医師等の意見等から、

配信側の授業時間に合わせて同時双方向型授業配信を受信することが難しいと

学校において判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏まえオンデマン

ド型授業配信を行うことが可能であること。 

（２）当該児童生徒がオンデマンド型授業配信による学習を円滑に進めることがで

きるよう、ICT 機器の取扱いや学習課題等について相談できる体制を整えるこ

と。 

（３）オンデマンド型授業配信の実施の可否については、当該児童生徒の学齢や発

達段階、家庭や医療機関等との連携状況等を踏まえ、学校において適切に判断

すること。実施後も児童生徒の授業時の様子等について、保護者、医療機関等

より適宜情報を得ること。 

（４）学習評価においては、定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのやり

取り等を通して、動画の視聴及び学習状況を可能な限り把握するとともに、課

題提出等、工夫して行うこと。なお、効果的なオンデマンド型の授業の在り方

については、令和５年度より文部科学省において調査研究を行う予定であるこ

と。 

（５）グループ活動や演習等、教師と児童生徒、児童生徒間の相互のやりとりが中

心となる教育活動については、教師や児童生徒と同時双方型により接続されて

いることが必要であることから、オンデマンド型授業配信によらないこと。 

 

５ 配信側の教室等において実施している授業を配信する場合だけでなく、配信を

行う場所には教師だけがいて、授業を受けている児童生徒がいない場合も ICT 等

を活用した学習活動に含まれること。 

 

６ ICT 等を活用した学習活動と併せて、教師が定期的に病気療養児を訪問するこ

とにより、その学習や生活の状況を把握し、適切な指導や必要な支援を行うこと

が望ましいこと。その際、病気療養児の心理面に配慮し、学習意欲が向上するよ

うな支援も実施すること。なお、病気療養児の状態等により訪問することが難し

い場合は、インターネット等のメディアを利用して行うことも考えられること。 

 



７ 本取扱いにおける病気療養児に対する ICT 等を活用した学習活動は、原則とし

て「学校の管理下」ではなく、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成

14年法律第 162 号）による災害共済給付の対象とならないが、独立行政法人日本

スポーツ振興センター法施行令（平成 15 年政令第 369 号）で定める「学校の管

理下」の範囲において、学校が受信側に教職員や教育委員会等が契約する医療・

福祉関係者などの安全管理を行う者を配置することにより、病気療養児が、当該

校の指示、監督の下で ICT 等を活用した学習活動を受けていると認められる場合

は、給付の対象になり得るため、具体の事例については必要に応じて独立行政法

人日本スポーツ振興センターに照会されたいこと。 

 

８ このほか、以下の通知についても参照すること。 

① 高等学校段階におけるインターネット等のメディアを利用した授業等について 

・「高等学校段階の病気療養中等の生徒のオンデマンド型授業に関する改正に

ついて（通知）」（令和５年３月 30日付け４文科初第 2563 号文部科学省初等

中等教育局長通知） 

・「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について」（令和３年２

月 26 日付け２文科初第 1818 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（令和２年５月

15日付け２文科初第 259 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

・「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について」

（令和元年 11 月 26 日付け元文科初第 1114 号文部科学省初等中等教育局長

通知） 

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」（平成 27 年４

月 24 日付け 27 文科初第 289 号文部科学省初等中等教育局長通知） 

② 病気療養児に対する教育について 

・「病気療養児に対する教育の充実について」（平成 25 年３月４日付け 24 初特

支第 20号文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長通知） 

・「病気療養児の教育について」（平成６年 12 月 21 日付け文初特第 294 号文部

科学省初等中等教育局長通知） 

③ ICT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて 

・「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年 10 月 25 日付

け元文科初第 698 号初等中等教育局長通知） 

 

特に、入院等により特別支援学校等に一時転学等している児童生徒に対し、復

籍を見据えた支援を行うことは重要であり、入院等の前に通学していた学校が転

学先の特別支援学校等と連携し、交流及び共同学習などの取組を行うことは有効

であると考えられること。 

 



９ 病気療養児の教育に当たり、当該学校等及びその設置者は、保護者、医療機関

等との十分な連携体制を確保し、当該児童生徒の病気の種類や病状等に応じた適

切な指導、緊急時の対応等について、医療機関、特別支援学校等から必要な助言・

指導を得るようにすることが望ましいこと。 

なお、病院を退院後も、引き続き、治療や生活規制のため通学が困難な場合、

入退院を頻繁に繰り返す場合等においても、当該児童生徒の状況に応じ、継続し

て教育が行われるよう、当該学校等及びその設置者は、保護者、医療機関等との

十分な連携体制を確保するようにすること。 

 

第４ 指導要録における記載等 

 １ 本通知に沿って病気療養児に対する ICT 等を活用した学習活動を行い、指導要

録上出席扱い等とする場合は、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に

おける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 29

日付け 30文科初第 1845 号文部科学省初等中等教育局長通知）を踏まえ、出席日

数の内数として出席扱いとした日数及び病気療養中の授業配信によることを記

入すること。 

 

 ２ その他、指導要録における記載等については、引き続き、「学習指導要領の一部

改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の

学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 28 年７月 29日付け 28 文科初第

604 号文部科学省初等中等教育局長通知）によるところとすること。 

 

 

 

 

 

 
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局 

特別支援教育課支援第二係 

TEL:03-5253-4111（内線 3257） 
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５文科初第 1788 号 

令和６年１月 17 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長  殿 

大学を設置する各地方公共団体の長  

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

各 大 学 共 同 利 用 法 人 機 構 長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

文部科学省総合教育政策局長 

望 月 禎 

文部科学省初等中等教育局長 

矢 野 和 彦 

文部科学省高等教育局長 

池 田 貴 城 

スポーツ庁次長

茂 里  毅 

文化庁次長 

森 田 正 信 

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の 

解消の推進に関する対応指針について（通知） 

 このたび,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法

律第 65 号。以下「法」という。）第 11 条第１項の規定に基づき，文部科学省所

管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（平成

27 年文部科学省告示第 180 号）の一部を改正し，令和６年４月１日から施行する

こととしました。 
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 本指針に関する概要及び留意事項については,下記のとおりです。 

 各教育段階においては,学校法人,構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189

号）第 12 条第１項に規定する学校設置会社,学校教育法（昭和 28 年政令第 340

号）附則第６条の規定により幼稚園を設置する法人及び個人（以下「学校法人

等」という。）の事業者が本指針の対象となることから,都道府県知事及び小中高

等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認

定を受けた地方公共団体の長におかれては，所管の学校法人等に対して，下記に

ついて周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 私立の専修学校及び各種学校を設置する事業者についても本指針の対象となる

ことから，各都道府県におかれては，所轄の専修学校及び各種学校に対して，下

記について周知を図るとともに，既に配慮が必要な生徒を受け入れている専修学

校高等課程も参考に，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 また，社会教育・生涯学習においては，私立の社会教育施設や社会教育関係団

体が本指針の対象となることから，域内の私立の社会教育施設や社会教育関係団

体に対して，特に別紙１を参照の上，適切に対応がなされるよう，下記について

周知を図るとともに，必要な指導又は助言をお願いします。 

 各教育委員会及び公立学校，国立大学,国立高等専門学校及び大学共同利用機

関,国公立の専修学校及び各種学校，公立の社会教育施設は本指針の直接の対象で

はありませんが，法に適切に対応するための参考としていただくようお願いしま

す。なお，都道府県教育委員会，公立大学法人におかれては，所管の学校（専修

学校及び各種学校を含む。），社会教育施設及び域内の市（特別区を含む。以下

同じ。）町村教育委員会が法に適切に対応するための参考となるよう，下記につ

いて周知を図るとともに，今後，法第 10 条第１項の規定に基づき，職員が適切に

対応するために必要な要領（以下「都道府県対応要領」という。）を策定する際

には，本指針及び法第９条第１項に基づいて文部科学省が策定する対応要領（以

下「文部科学省対応要領」という。）も参照ください。また，域内の市町村教育

委員会が法第 10 条第 1 項の規定に基づく要領（以下「市町村対応要領」とい

う。）を策定する際には，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

  なお，文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要

領，スポーツ庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及

び文化庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

は，別途事務連絡を送付し，ウェブサイトに掲載する予定です。 

 

                  記 

 

１．本指針の概要 

第１ 趣旨 

１ 法の制定の背景及び経過 

法は，障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の差別の禁止の基本原

則を具体化するものであり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔

てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に向け，障害者差別の解消を推進することを目的とすること。 
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 また，令和３年６月には，事業者による合理的配慮の提供を義務付け

るとともに，行政機関相互間の連携の強化を図るほか，相談体制の充実

や事例の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消するための

支援措置の強化を内容とする障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 56 号）が公布されたこ

と。 

 

２ 法の基本的な考え方 

(１) 法の対象となる障害者は，身体障害，知的障害，精神障害（発達

障害及び高次脳機能障害を含む。）その他の心身の機能の障害（難病

等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。）がある者であ

って，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける状態にあるものであり，障害者の該当性は，当該者

の状況等に応じて個別に判断されることとなり，いわゆる障害者手帳

の所持者に限られないこと。 

 

(２) 法は，日常生活及び社会生活全般に係る分野を広く対象としてい

ること。ただし，事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う

障害を理由とする差別を解消するための措置については，障害者の雇

用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）の定めるところに

よることから，対応指針の対象外となること。なお，同法において，

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働

くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

が定められたことを認識し，厚生労働大臣が定める各指針を踏まえて

適切に対処することが求められることに留意すること。 

 

３ 本指針の位置付け 

本指針は，法第 11 条第１項の規定に基づき，また，障害を理由とする

差別の解消の推進に関する基本方針（令和５年３月 14 日閣議決定。以下

「基本方針」という。）に即して，法第８条に規定する事項に関し，文部

科学省が所管する分野における事業者（以下「関係事業者」という。）が

適切に対応するために必要な事項を定めたものであること。 

 事業者とは，商業その他の事業を行う者（国，独立行政法人等，地方公

共団体及び地方独立行政法人を除く。），すなわち，目的の営利・非営

利，個人・法人の別を問わず，同種の行為を反復継続する意思をもって行

う者であり，個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者，学校法

人，宗教法人，非営利事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人を

含むこと。 

 主たる事業に付随する事業も法の「事業」に該当し，例えば，学校法人

が設置する大学医学部の附属病院や宗教法人が設置する博物館等について

も，本指針が適用されること。 
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４ 留意点 

本指針で「望ましい」と記載している内容は，関係事業者がそれに従わ

ない場合であっても，法に反すると判断されることはないが，障害者基本

法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ，できるだけ取り組むことが望ま

れることを意味すること。 

 関係事業者における取組は，本指針を参考にして自主的に行われること

が期待されるが，関係事業者が法に反した取扱いを繰り返し，自主的な改

善を期待することが困難である場合などは，法第 12 条の規定により，文

部科学大臣は，特に必要があると認められるときは，関係事業者に対し，

報告を求め，又は助言，指導若しくは勧告をすることができることとされ

ていること。 

 こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため，文部科学大臣は，

関係事業者に対して，本指針に係る十分な情報提供を行うとともに，第５

のとおり，相談窓口を設置すること。 

 

第２ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 

１ 不当な差別的取扱い 

(１) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

関係事業者は，その事業を行うに当たり，障害を理由として障害者

でない者と不当な差別的取扱いをすることにより，障害者の権利利益

を侵害してはならないこと。 

 

ア 法が禁止する障害者の権利利益の侵害とは，障害者に対して，正

当な理由なく，障害を理由として，財・サービスや各種機会の提供

を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する，障害

者でない者に対しては付さない条件を付すことなどによる権利利益

の侵害であること。 

  なお，車椅子，補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添

い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行わ

れる不当な差別的取扱いも，障害を理由とする不当な差別的取扱い

に該当すること。 

 

イ 障害者を障害者でない者より優遇する取扱い（いわゆる積極的改

善措置）や，後述する合理的配慮の提供による障害者でない者との

異なる取扱い，合理的配慮を提供等するために必要な範囲で，プラ

イバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは，不

当な差別的取扱いには当たらないこと。 
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(２) 正当な理由の判断の視点 

正当な理由に相当するのは，その取扱いが客観的に見て正当な目的

の下に行われたものであり，その目的に照らしてやむを得ない場合で

あること。関係事業者は，正当な理由に相当するか否かについて，個

別の事案ごとに，障害者，関係事業者，第三者の権利利益の観点か

ら，具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要

であること。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行う

ことなく，一般的・抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うこと

は，法の趣旨を損なうため，適当ではないこと。 

 関係事業者は，個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で正当な

理由があると判断した場合には，障害者にその理由を説明するものと

し，理解を得るよう努めることが望ましく，関係事業者と障害者の双

方が，お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求め

られること。 

 

(３) 不当な差別的取扱いの例 

正当な理由がなく，不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例

及び正当な理由があるため，不当な差別的取扱いに該当しないと考え

られる例は別紙１のとおりであること。 

 なお，記載されている内容はあくまでも例示であり，これらの例だ

けに限られるものではないこと，正当な理由に相当するか否かについ

ては，個別の事案ごとに，前述の観点等を踏まえて判断することが必

要であること，正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場

合であっても，合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が

必要であることに留意すること。 

 

２ 合理的配慮 

(１) 合理的配慮の基本的な考え方 

 関係事業者は，その事業を行うに当たり，障害者から現に社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において，そ

の実施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権利利益を侵害する

こととならないよう，当該障害者の性別，年齢及び障害の状態に応じ

て，社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮（以下

「合理的配慮」という。）をしなければならないこと。 

 

ア これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていた

が，令和３年の法改正により，法的義務へと改められたこと，関係

事業者においては，合理的配慮の提供の義務化を契機として，本指

針に基づき，合理的配慮の必要性につき一層認識を深めることが求

められること。 
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イ 合理的配慮の内容は，「環境の整備」に係る状況や技術の進展，

社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであり，障害の状態等が

変化することもあるため，特に，障害者との関係性が長期にわたる

場合等には，提供する合理的配慮について，適宜，見直しを行うこ

とが重要であること，合理的配慮の提供に当たっては，障害者の性

別，年齢，状態等に配慮するものとし，特に障害のある女性に対し

ては，障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められるこ

とに留意すること。 

合理的配慮は，関係事業者の事業の目的・内容・機能に照らし，

必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること，障

害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのも

のであること，事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばな

いことに留意する必要があること。 

  建設的対話に当たっては，障害者にとっての社会的障壁を除去す

るための必要かつ実現可能な対応案を障害者と関係事業者が共に考

えていくために，双方がお互いの状況の理解に努めることが重要で

あり，例えば，障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じて

いる対策や，関係事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する

等，建設的対話を通じて相互理解を深め，様々な対応策を柔軟に検

討していくことが円滑な対応に資すると考えられること。 

 

ウ 意思の表明に当たっては，具体的場面において，社会的障壁の除

去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語（手話を含

む。）のほか，障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要

な手段により伝えられ，本人の意思の表明が困難な場合には，コミ

ュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含

むこと。 

  なお，障害の特性等により意思の表明が困難な障害者がコミュニ

ケーションを支援する者を伴っておらず，本人の意思の表明も支援

者が本人を補佐して行う意思の表明も困難であることなどにより，

意思の表明がない場合であっても，当該障害者が社会的障壁の除去

を必要としていることが明白である場合には，法の趣旨に鑑み，当

該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話

を働きかけるなど，自主的な取組に努めることが望ましいこと。 

 

エ 介助者や支援員等の人的支援に関しては，障害者本人との人間関

係や信頼関係の構築・維持が重要であるため，これらの関係も考慮

した支援のための環境整備にも留意することが望ましいこと。ま

た，支援機器の活用により，障害者と関係事業者双方の負担が軽減

されることも多くあることから，支援機器の適切な活用についても

配慮することが望ましいこと。 
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(２) 過重な負担の基本的な考え方 

過重な負担については，関係事業者において，個別の事案ごとに，以

下の要素等を考慮し，具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断

することが必要であること。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じ

た検討を行うことなく，一般的・抽象的な理由に基づいて過重な負担に

当たると判断することは，法の趣旨を損なうため，適当ではないこと。

過重な負担に当たると判断した場合には，障害者にその理由を丁寧に説

明するものとし，関係事業者と障害者の双方が，お互いに相手の立場を

尊重しながら，建設的対話を通じて相互理解を図り，代替措置の選択も

含めた対応を柔軟に検討することが求められること。 

 

① 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損な

うか否か） 

② 実現可能性の程度（物理的・技術的制約，人的・体制上の制約） 

③ 費用・負担の程度 

④ 事務・事業規模 

⑤ 財政・財務状況 

 

(３) 合理的配慮の例 

合理的配慮の例は別紙１のとおりであること。 

掲載した具体例については， あくまでも例示であり，掲載した例以

外であっても合理的配慮に該当するものがあること，また，あらゆる関

係事業者が必ずしも実施するものではないことに留意すること。 

 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しない

と考えられる例は別紙１のとおりであり，これらの例についても，掲載

されている例はあくまでも例示であり，合理的配慮の提供義務違反に該

当するか否かについては，個別の事案ごとに，前述の観点等を踏まえて

判断することが必要であることに留意すること。 

 

(４)  環境の整備との関係 

法第５条においては，個別の場面において，個々の障害者に対して行

われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象と

して行われる事前的改善措置（施設や設備のバリアフリー化，意思表示

やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支

援，障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシ

ビリティの向上等をいう。以下同じ。）を，環境の整備として事業者の

努力義務としていること。 

 環境の整備においては，新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらす

こともあることから，技術進歩の動向を踏まえた取組が期待され，ハー

ド面のみならず，職員に対する研修や，規程の整備等の対応も含まれる

ことが重要であること。 

 障害を理由とする差別の解消のための取組は，法や高齢者，障害者等
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の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）等不特

定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づくこの

ような環境の整備に係る施策や取組を着実に進めることが必要であり，

特に，公立小中学校等及び特別支援学校については，一定規模以上の施

設の新築等を行う場合には，高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号）で定める建築物移動等

円滑化基準に適合させなければならず，既存の施設についても，同基準

に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこ

と，その他の学校施設についても，新築等を行う場合には同基準への適

合が努力義務となっていること。 

 環境の整備は，不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うもの

であるが，合理的配慮は，環境の整備を基礎として，その実施に伴う負

担が過重でない場合に，特定の障害者に対して，個別の状況に応じて講

じられる措置であり，各場面における環境の整備の状況により，合理的

配慮の内容は異なることとなるが，環境の整備と合理的配慮の提供を両

輪として進めることが重要である。合理的配慮の提供と環境の整備の関

係に係る例は別紙１のとおりであること。 

 なお，多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去すると

いう観点から，他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整

備を行うことは有効であり，環境の整備は，障害者との関係が長期にわ

たる場合においても，その都度の合理的配慮の提供が不要となるという

点で，中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなること。 

 

第３ 関係事業者における相談体制の整備 

関係事業者においては，障害者及びその家族その他の関係者からの相談等

に的確に対応するため，既存の利用者等からの相談窓口等の活用や窓口の開

設による相談窓口の整備や，相談対応を行う担当者をあらかじめ定めておく

等といった，組織的な対応ができるような措置を講ずることが重要であるこ

と，また，ホームページ等を活用し，相談窓口等に関する情報を周知するこ

とや，障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段や情報提供手段を

用意して対応することが望ましいこと。なお，ホームページによる周知に際

しては，視覚障害者，聴覚障害者等の情報アクセシビリティに配慮すること

が望ましいこと。 

 また，実際の相談事例については，プライバシーに配慮しつつ順次蓄積

し，以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましいこと。 

 

第４ 関係事業者における研修・啓発，障害を理由とする差別の解消の推進

に資する仕組みの整備 

関係事業者は，障害者に対して性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応

し，また，障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応す

るため，研修等を通じて，法の趣旨の普及を図るとともに，いわゆる「社会

モデル」の考え方を含めた障害に関する理解の促進を図ることが重要である
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こと。 

 特に学校教育分野においては，教職員の理解の在り方や指導の姿勢が幼

児，児童，生徒及び学生（以下「児童生徒等」という。）に大きく影響する

ことに十分留意し，児童生徒等の発達の段階に応じた支援方法，外部からは

気付きにくいこともある難病等をはじめとした病弱（身体虚弱を含む。），

発達障害，高次脳機能障害等についての理解，児童生徒等の間で不当な差別

的取扱いが行われている場合の適切な対応方法等も含め，研修・啓発を行う

ことが望ましいこと。 

 研修・啓発においては，内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進のた

めのポータルサイトにおいて提供している，事業者が障害者に対応する際に

参考となる対応例及び文部科学省や独立行政法人等が提供する各種情報を活

用することが効果的であること。また，研修・啓発の内容によっては，医

療，保健，福祉等の関係機関や障害者関係団体と連携して実施することも効

果的であること。 

 さらに，関係事業者の内部規則やマニュアル等について，障害者へのサー

ビス提供等を制限するような内容が含まれていないかについて点検すること

や，個別の相談事案等への対応を契機として，必要な改正等を検討するな

ど，障害を理由とする差別の解消の推進に資するような対応が重要であるこ

と。 

 

第５ 文部科学省所管事業分野に係る相談窓口 

文部科学省所管事業分野に係る相談窓口は以下のとおりであり，さらに詳

細な相談窓口は内閣府のホームページに掲載していること。 
事業分野 相談窓口 

〇教育分野 

 ・幼稚園，小学校，中学校，義務教

育学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校関係 

 ・大学，高等専門学校関係 

 ・専修学校，各種学校関係 

 

 ・社会教育，生涯学習関係 

 

初等中等教育局特別支援教育課 

 

 

高等教育局学生支援課 

総合教育政策局生涯学習推進課専修

学校教育振興室 

総合教育政策局男女共同参画共生社

会学習・安全課 

〇スポーツ分野 スポーツ庁健康スポーツ課障害者ス

ポーツ振興室 

〇文化芸術分野 文化庁各事業所管課室 

〇科学技術・学術分野 科学技術・学術政策局政策課 

 

別紙１ 不当な差別的取扱い，合理的配慮等の具体例 

別添のとおり。 

別紙２ 分野別の留意点 

教育分野 

１ 総論 
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学校教育分野においては，障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」

という。）第 24 条，障害者基本法第４条第１項及び第 16 条第１項，教育基

本法（平成 18 年法律第 120 号）第４条第２項等の規定も踏まえて，既に取

組が進められており，合理的配慮等の考え方も，中央教育審議会初等中等教

育分科会が平成 24 年７月に取りまとめた「共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」及び文部

科学省高等教育局長決定により開催された「障害のある学生の修学支援に関

する検討会」が平成 29 年３月に取りまとめた「障害のある学生の修学支援

に関する検討会報告（第二次まとめ）」等により示されていること。また，

平成 31 年３月に取りまとめられた「学校卒業後における障害者の学びの推

進に関する有識者会議」報告書において，障害の有無にかかわらず共に学ぶ

場づくりに当たって，合理的配慮の推進の必要性が示されていること。 

 さらに，令和４年９月に公表された障害者権利委員会からの総括所見にお

いて，合理的配慮の保障も含めた教育環境の改善等について勧告されたこ

と。 

 令和５年３月には「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の

在り方に関する検討会議報告」も取りまとめられ，通常の学級においても障

害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援

がなされるよう方向性が示されていること。 

 加えて，令和５年４月より，法の改正等を背景として，障害のある学生の

修学支援に関する検討会が改めて設置され，高等教育段階における障害学生

の修学支援のあり方について検討が行われていること。 

 また，令和元年６月には視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法

律（令和元年法律第 49 号）が，令和４年５月には障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和４年法律第 50

号）が，それぞれ成立したところであり，これらの法による理念や規定を踏

まえた取組は，学校教育段階だけでなく，地方公共団体における生涯学習提

供者や社会教育施設等においても共生社会の実現に向けて同様に推進される

べきものであること。 

 専修学校及び各種学校を設置する事業者においては，後述する教育段階の

留意点を参考として対応することが望ましいこと。 

 

２ 初等中等教育段階 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

障害のある幼児，児童及び生徒に対する合理的配慮の提供について

は，中央教育審議会初等中等教育分科会の報告に示された合理的配慮の

考え方を踏まえて対応することが適当であり，主として以下の点に留意

すること。 

 

ア 合理的配慮の合意形成に当たっては，権利条約第 24 条第１項にあ

る，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力

等を可能な最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加するこ
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とを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行

われることが重要であること。 

 

イ 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ，設

置者・学校及び本人・保護者により，発達の段階を考慮しつつ合意形

成を図った上で提供されることが望ましく，その内容を個別の教育支

援計画に明記することが重要であること。 

 

ウ 合理的配慮の合意形成後も，幼児，児童及び生徒一人一人の発達の

程度，適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通

理解とすることが重要であること。 

 

エ 合理的配慮は，障害者がその能力を可能な最大限度まで発達させ，

自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育

システムの理念に照らし，その障害のある幼児，児童及び生徒が十分

な教育が受けられるために提供できているかという観点から評価する

ことが重要であること。例えば，個別の教育支援計画や個別の指導計

画について，各学校において計画に基づき実行した結果を評価して定

期的に見直すなど，PDCA サイクルを確立させていくことが重要であ

ること。 

 

オ 進学や進級等の移行時においても途切れることのない一貫した支援

を提供するため，個別の教育支援計画の引継ぎ，学校間や関係機関も

含めた情報交換等により，合理的配慮の引継ぎを行うことが必要であ

ること。 

 なお，学校教育分野において，障害のある幼児，児童及び生徒の将

来的な自立と社会参加を見据えた障害の早期発見・早期支援の必要性

及びインクルーシブ教育システムの理念に鑑み，幼児教育段階や小学

校入学時点において，意思の表明の有無に関わらず，幼児及び児童に

対して適切と思われる支援を検討するため，幼児及び児童の障害の状

態等の把握に努めることが望ましいこと。具体的には，保護者と連携

し，プライバシーにも留意しつつ，地方公共団体が実施する乳幼児健

診の結果や就学前の療育の状況，就学相談の内容を参考とすること，

後述する校内委員会において幼児及び児童の支援のニーズ等に関する

実態把握を適切に行うこと等が考えられること。また，障害のある子

供一人一人の教育的ニーズや必要な支援の内容を，複数の担当者で検

討したり，実態の的確な把握（各種のアセスメント等）や個別の教育

支援計画等を作成するために専門家等の活用を図ったりするなど，具

体的な対応を組織的に進めることが大切であること。 

 

(２) 合理的配慮の例 



 - 12 - 

別紙 1 のほか，報告において整理された合理的配慮の観点や障害種別

の例及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インク

ルーシブ教育システム構築支援データベース」や「特別支援教育教材ポ

ータルサイト」も参考とすることが効果的であること。 

 なお，これらに示されているもの以外は提供する必要がないというこ

とではなく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定され

ることが望ましいこと。 

 

(３) 相談体制の整備に関する留意点 

学校の校長（園長を含む。以下同じ。）は，特別支援教育の実施の責

任者として，自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めるととも

に，リーダーシップを発揮しつつ，特別支援学校のセンター的機能等も

活用しながら，次の体制の整備を行い，組織として十分に機能するよう

教職員を指導することが重要であること。 

 

ア 特別支援教育コーディネーターの指名 

各学校の校長は，各学校における特別支援教育の推進のため，主

に，後述する校内委員会や校内研修の企画・運営，関係諸機関や関係

する学校との連絡・調整，保護者からの相談窓口などの役割を担う教

員を「特別支援教育コーディネーター」に指名し，校務分掌に明確に

位置付けること。 

 また，校長は，特別支援教育コーディネーターが合理的配慮の合意

形成，提供，評価，引継ぎ等の一連の過程において重要な役割を担う

ことに十分留意し，学校において組織的に機能するよう努めること。 

 

イ 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

各学校においては，校長のリーダーシップの下，全校的な支援体制

を確立し，障害のある又はその可能性があり特別な支援を必要として

いる幼児，児童及び生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため，

校内に特別支援教育に関する校内委員会を設置すること。 

 校内委員会は，校長，教頭，特別支援教育コーディネーター，教務

主任，生徒指導主事，通級による指導担当教員，特別支援学級担当教

員，養護教諭，対象の幼児，児童及び生徒の学級担任，学年主任，そ

の他必要と認められる者などで構成すること。 

  

学校においては，幼児，児童及び生徒・保護者等からの相談及び現に

社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明を受けた学級担任や

特別支援教育コーディネーター等と本人・保護者との対話による合意形

成が困難である場合には，校内委員会を含む校内体制への接続が確実に

行われるようにし，校長のリーダーシップの下，合意形成に向けた検討

を組織的に行うことが必要であること。 

 このような校内体制を用いてもなお合意形成が難しい場合は，設置者
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である学校法人等が，法的知見を有する専門家等の助言を得るなどしつ

つ，法の趣旨に即して適切に対応することが必要であること。また，必

要に応じ，法に基づいて設置される地域の相談窓口と連携を図ることも

考えられること。 

 

(４) 研修・啓発に関する留意点 

基本方針は，地域住民等に対する啓発活動として，「国民一人一人が

法の趣旨について理解を深め，建設的対話を通じた相互理解が促進され

るよう，障害者も含め，広く周知・啓発を行うことが重要である」とし

ていること。 

 この周知・啓発において学校教育が果たす役割は大きく，例えば，交

流及び共同学習は，障害のない幼児，児童及び生徒が障害のある幼児，

児童及び生徒と特別支援教育に対する正しい理解と認識を深めるための

絶好の機会であり，同じ社会に生きる人間として，お互いを正しく理解

し，共に助け合い，支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場である

こと。また，障害のある幼児，児童及び生徒の保護者，障害のない幼

児，児童及び生徒の保護者や地域の方々が，共同学習や学校開放等を通

じて学校教育に関わることにより，障害者に対する理解を深めていくこ

とができること。 

 学校においては，学校教育が担う重要な役割を認識し，幼児，児童及

び生徒の指導や保護者との連絡に携わる教職員一人一人が，研修等を通

じて，法の趣旨を理解するとともに，障害に関する理解を深めることが

重要であること。 

 

３ 高等教育段階 

障害のある学生の修学支援については，本項に記載の内容のほか，文部科

学省高等教育局長決定による「障害のある学生の修学支援に関する検討会」

において報告されている各「まとめ」も参照しつつ対応することが望ましい

こと。 

 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

障害のある学生に対する合理的配慮の提供については，大学等（大学

及び高等専門学校をいう。以下同じ。）が個々の学生の状態・特性等に

応じて提供するものであり，多様かつ個別性が高いものである。合理的

配慮を提供するに当たり，大学等が指針とすべき考え方を項目別に以下

のように整理した。ここで示すもの以外は合理的配慮として提供する必

要がないというものではなく，個々の学生の障害の状態・特性や教育的

ニーズ等に応じて配慮されることが望まれること。 

 

① 機会の確保：障害を理由に修学を断念することがないよう，修学機

会を確保すること，また，高い教養と専門的能力を培えるよう，教育

の質を維持すること。 
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② 情報公開：障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生に対

し，大学等全体としての受入れ姿勢・方針を示すこと。 

③ 決定過程：権利の主体が学生本人にあることを踏まえ，学生本人の

要望に基づいた調整を行うこと。 

④ 教育方法等：情報保障，コミュニケーション上の配慮を行うこと，

また，試験，成績評価の実施にあたっては，教育目標や公平性を損な

う評価基準の変更や，合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留

意しつつ，配慮を行うこと。 

⑤ 支援体制：大学等全体として専門性のある支援体制の確保に努める

こと。 

⑥ 施設・設備：安全かつ円滑に学生生活を送れるよう，バリアフリー

化に配慮すること。 

 

(２) 合理的配慮の例 

別紙１のほか，独立行政法人日本学生支援機構が作成する「大学等に

おける障害のある学生への支援・配慮事例」や「教職員のための障害学

生修学支援ガイド」，「合理的配慮ハンドブック」等も参考とすること

が効果的であること。 

なお，これらに示されているもの以外は提供する必要がないというこ

とではなく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定され

ることが望ましいこと。 

 

(３) 相談体制の整備に関する留意点 

大学等の学長（校長を含む。以下同じ。）は，リーダーシップを発揮

し，大学等全体として，学生から相談を受けた時の体制整備を含む次の

ような支援体制を確保することが重要であること。 

 

ア 担当部署の設置及び適切な人的配置 

支援体制を整備するに当たり，必要に応じ，障害のある学生の支援

を専門に行う担当部署の設置及び適切な人的配置（専門性のある専任

教職員，コーディネーター，相談員，手話通訳等の専門技術を有する

支援者等）を行うほか，学内（学生相談に関する部署・施設，保健管

理に関する部署・施設，学習支援に関する部署・施設，障害に関する

様々な専門性を持つ教職員）との役割を明確にした上で，関係部署・

施設との連携を図ること。 

 なお，障害のある学生の所属学部や学科，担当教職員により提供す

る支援の内容が著しく異なるなどの状況が発生した場合は，学長及び

障害のある学生の支援を専門に行う担当部署を中心に，これらの事案

の内容を十分に確認した上で，必要な調整を図り，さらに再発防止の

ための措置を講じることが重要であること。 

 加えて，障害のある学生と大学等との間で提供する合理的配慮の内

容の決定が困難な場合，大学等は，本人からの不服申立てを受理し，
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障害のある学生への支援を行う部署や委員会等に対して，第三者的視

点から中立的な立場で調停ができる，紛争解決のための調整を行う学

内組織を整備することが望ましいこと。 

 これらの調整の結果，なお合意形成が難しい場合は，大学等の設置

者である学校法人等が，法的知見を有する専門家等の助言を得るなど

しつつ，法の趣旨に即して適切に対応することが必要であること。 

 併せて，大学等は，学内の紛争解決のための学内組織の存在に加え

て，法に基づく紛争解決のための学外の相談窓口の存在を障害のある

学生に周知し，必要に応じて連携を図ることが重要であること。 

 

イ 外部資源の活用 

障害は多岐にわたり，各大学等内の資源のみでは十分な対応が困難

な場合があることから，必要に応じ，学外（地方公共団体，社会福祉

法人，NPO，他の大学等，特別支援学校など）の教育資源の活用や障

害者関係団体，医療，福祉，労働関係機関等との連携についても検討

すること。 

    

ウ 周囲の学生の支援者としての活用 

障害のある学生の日常的な支援には，多数の人材が必要となる場合

が多いことから，周囲の学生を支援者として活用することも一つの方

法であること。 

一方で，これらの学生の支援者としての活用に当たっては，一部の

学生に過度な負担が掛かることや支援に携わる学生と障害のある学生

の人間関係に問題が生じる場合があることから，これらに十分留意す

るとともに，障害の知識や対応方法，守秘義務の徹底等，事前に十分

な研修を行い，支援の質を担保した上で実施することが重要であるこ

と。 

 

(４) 学生・教職員の理解促進・意識啓発を図るための配慮 

障害のある学生からの様々な相談は，必ずしも担当部署に対して行わ

れるとは限らず，障害のある学生の身近にいる学生や教職員に対して行

われることも多いと考えられる。それらに適切に対応するためには，障

害により日常生活や学習場面において様々な困難が生じることについ

て，周囲の学生や教職員が理解していることが望ましく，その理解促進

・意識啓発を図ることが重要であること。なお，情報の共有方法・共有

内容等については，合理的配慮の内容決定と同様に，障害のある学生本

人との建設的対話による相互理解を通じて決定する必要があることに留

意すること。 

 

(５) 情報公開 

各大学等は，障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生に対

し，大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示すことが重要であ
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ること。 

 また，各大学等が明確にすべき受入れ姿勢・方針は，入学試験におけ

る障害のある受験者への配慮の内容，大学構内のバリアフリーの状況，

入学後の支援内容・支援体制（支援に関する窓口の設置状況，授業や試

験等における支援体制，教材の保障等），受入れ実績（入学者数，在学

者数，卒業・修了者数，就職者数等）など，可能な限り具体的に明示す

ることが望ましく，それらの情報をホームページ等に掲載するなど，広

く情報を公開することが重要であること。なお，ホームページ等に掲載

する情報は，障害のある者が利用できるように情報アクセシビリティに

配慮することが望まれること。 

 

４ 社会教育・生涯学習 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

  障害の有無にかかわらず，交流する機会や共に学ぶ機会を広く整備し

ていくことが重要であること。教育基本法第３条では「生涯にわたっ

て，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することができ，その

成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならな

い。」と規定されていること。また同法第４条第２項において，「国及

び地方公共団体は，障害のある者が，その障害の状態に応じ，十分な教

育を受けられるよう，教育上必要な支援を講じなければならない。」と

規定されており，社会教育施設等の担当者や生涯学習における学習機会

提供者においては，学習参加者本人・家族等と可能な限りの合意形成を

図った上で，一人一人の障害の状態やニーズ等に応じた合理的配慮を決

定し，提供することが期待されていること。 

 「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」の報

告書では，以下に挙げるバリアが指摘されていること。 

 

① 学びの場における施設・設備面における環境のバリア 

② 学習機会の提供主体等の「障害」に対する理解や合理的配慮に関す

る知識の不十分さによる意識のバリア 

③ 学びの場にたどり着くまでの情報や学習に参加した際の情報保障の

不十分さによる情報のバリア 

 

 ①については，公民館や図書館において個別に定めている設置や運営

についての基準の中で，障害者の参加促進や円滑な利用に向けた施設整

備に努めるものとしていること。加えて②意識のバリア③情報のバリア

に留意し，社会教育施設等における既存事業において，合理的配慮の準

備があることを周知する等，段階を踏み，継続して障害者が安心して学

ぶことができる環境を醸成することも必要であること。障害があること

で，自由に学習機会を選択し，学ぶことが阻害されないよう，担当者や

生涯学習提供者が，障害や合理的配慮への理解を深め，参加のための情

報提供段階から留意することが望まれること。 
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(２) 合理的配慮の例 

別紙１に記載のある学習参加時の合理的配慮だけでなく，潜在的ニー

ズのある障害者が社会教育施設等での学びの情報を取得し，選択するに

当たっての障壁について，以下に挙げる配慮を提供することが望まし

い。 

 

○ 講座の広報に「車椅子来場可」，「補助犬同伴可」等，アイコン等

を用いてわかりやすく表示する。 

○ 視覚障害者へのパンフレットやイベントチラシに，点字版を作成し

たり，アプリで読込みできる音声コードを記載して郵送したりす

る 。 

○ 知的障害や発達障害のある参加者に向けたパンフレットや資料等に

るびを振る。 

 

スポーツ・文化芸術分野 

スポーツ分野については，スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第２

条第５項において，「スポーツは，障害者が自主的かつ積極的にスポーツを

行うことができるよう，障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進

されなければならない。」と規定されている。スポーツに関する施設及びサ

ービス等を提供する事業者においては，障害の有無にかかわらず誰もが楽し

く安全にスポーツに親しむことができる環境を整備し，障害者がスポーツに

参加する機会の拡充を図るとの基本的な考え方を踏まえて対応することが適

当であること。 

 文化芸術分野について，文化芸術基本法の前文は，「我が国の文化芸術の

振興を図るためには，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，

文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，文化芸術を国

民の身近なものとし，それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進して

いくことが不可欠である」との理念を，障害者による文化芸術活動の推進に

関する法律（平成 30 年法律第 47 号）第３条は，「文化芸術を創造し，享受

することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み，国民が障害の有無

にかかわらず，文化芸術を鑑賞し，これに参加し，又はこれを創造すること

ができるよう，障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること」等の基本

理念をそれぞれ掲げていること。文化芸術分野の関係事業者においては，こ

れらの理念に基づき，障害の有無にかかわらず，誰もが文化芸術活動に親し

むことができるよう，適切に対応することが重要であること。 

 具体的には，以下の点に留意すること。 

 

○ 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や必要な支援，活動内容等に応

じて決定されるものである。本人・保護者等とよく相談し，可能な限り

合意形成を図った上で決定し，提供されることが望ましい。 
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○ 障害者が使用する用具等が施設の管理・維持に与える影響の程度につ

いては，具体的場面や状況により異なるものであるため，当該場面や状

況に応じて，柔軟に対応することが重要である。 

 

２．留意事項 

＜初等中等教育段階＞ 

 第１ 学校法人等における対応の留意事項 

 本指針における関係事業者に当たる学校法人等は，次の点に留意しつ

つ，法に適切に対応することが必要であること。 

 

(１) 特別支援教育の理念 

 全ての学校において，障害のある幼児，児童及び生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，一人一人の

教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を

改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うこと。 

 さらに，特別支援教育は，障害のある幼児，児童及び生徒への教育

にとどまらず，障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な

人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであ

り，我が国の現在および将来の社会にとって重要な意味を持っている

こと。 

 

(２) 合理的配慮の提供（本指針第２の２及び別紙２「学校教育分野」

の２(１)） 

 

ア 対話による合意形成 

 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ，学

校法人等及び本人・保護者により，発達の段階を考慮しつつ合意形成

を図った上で提供すること。 

 学校法人等は，本人・保護者から，学校教育を受けるために個別の

変更・調整を必要としている旨の意思の表明があった場合において，

均衡を失した又は過度の負担を課すものであると判断した場合には，

本人・保護者に分かりやすく説明し，実現可能な代替措置を提案する

など，合意形成のための対話の場を設けること。対話においては，現

在必要とされている変更・調整は何か，何を優先して提供する必要が

あるかなどについて共通理解を図ること。 

 

イ 個別の教育支援計画への明記 

 合意された合理的配慮の内容は，個別の教育支援計画に明記し，当

該幼児，児童及び生徒に関わる教職員，特別支援教育支援員，関係機

関の職員等がプライバシーに配慮しつつ情報を共有すること。また，

進級や進学等の移行期の引継ぎにより，一貫した組織的な支援が行わ
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れるようにすること。 

 

ウ 合理的配慮の柔軟な見直し 

 合理的配慮は，その障害のある子供が十分な教育が受けられるため

に提供できているかという観点から評価することが重要であり，合理

的配慮の合意形成後も，幼児，児童及び生徒一人一人の発達の程度，

適応の状況等を勘案しながら，合理的配慮の内容を柔軟に見直すこと

ができることを，学校法人等及び本人・保護者との間で共通理解とす

ること。 

 

エ 公立学校の事例の活用 

 学校法人等においては，公立学校の合理的配慮の提供例を参考と

し，過重な負担とならない範囲で，同様の対応に努めること。その

際，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インクル

ーシブ教育システム構築支援データベース」の活用が有効であるこ

と。 

 

(３) 相談体制の整備（本指針第３及び別紙２「学校教育分野」の２

(３)） 

学校の校長は，特別支援教育コーディネーターの指名，特別支援教育

に関する校内委員会の設置を一層徹底し，本人・保護者からの相談に組

織的かつ迅速に対応する体制を整備すること。 

 各学校の設置者は，各学校における必要な環境の整備に努めると共

に，このような校内体制を用いてもなお合意形成が難しい場合は，法的

知見を有する専門家等の助言を得るなどしつつ，法の趣旨に即して適切

に対応すること。 

 学校法人等においては，相談窓口や相談を受け付けた後の手続の流れ

について，あらかじめ周知し，本人・保護者が相談体制を利用しやすい

環境作りに努めること。 
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第２ 教育委員会等における対応 

教育委員会及びその設置する学校（以下「教育委員会等」という。）に

おいては，法に適切に対応するに当たり，「第１ 学校法人等における対

応の留意事項」の各項目にも十分留意すること。さらに，公的な教育を担

う機関として，次の点にも留意すること。 

 

(１) 公的な教育機関としての責任 

学校は，合理的配慮の提供者であることに加え，障害のある幼児，児

童及び生徒が社会に参加していくに当たり，適切な「意思の表明」がで

きるよう，必要な支援を自分で選択し，他者に伝える力を身に付けるた

めの教育を担う機関でもある。全ての教育委員会等において，公的な教

育機関としての役割の重要性とその責任を十分認識し，特別支援教育の

推進に努めること。 

 

(２) 研修・啓発の推進 

法の施行を契機として，従来から取組が進められている教員の専門性

の向上に加え，全ての教職員が，法の趣旨を理解し，適切に対応できる

ようにするための研修・啓発を行うこと。研修等の実施に当たっては，

国・私立学校関係者や保育所関係者も受講できるようにすることが望ま

しいこと。 

 

(３) 事例の蓄積と共有 

教育委員会においては，合理的配慮の好事例や相談事例を，各学校の

個別の経験知にとどめることなく，順次蓄積し広く共有することによ

り，地方公共団体全体としての対応の水準を高めるよう努めること。事

例の蓄積と共有に当たっては，「インクルーシブ教育システム構築支援

データベース」を運営する独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の

要請に応じて連携することが望ましいこと。 

 

(４) 学校教育に係る都道府県対応要領及び市町村対応要領の作成 

学校教育分野は，障害者との関係性が長期にわたるなど，固有の特徴

を有することから，各教育委員会においては，法に適切に対応するた

め，学校教育に係る都道府県対応要領及び市町村対応要領又はこれらに

類するガイドラインを作成するよう努めること。これから作成に着手す

る教育委員会においては，本指針及び文部科学省対応要領も参考としつ

つ，地域の実態に応じた内容とすることが望ましいこと。 

  作成した都道府県対応要領等は，法第 10 条第３項の規定に基づき，

本人・保護者その他関係者の閲覧に供するため，公表するよう努めるこ

と。 
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＜高等教育段階＞ 

高等教育段階においては，法に適切に対応するため，本指針に加え，文部

科学省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」が取りまとめた報告

書（「第一次まとめ（平成 24 年度）」，「第二次まとめ（平成 28 年

度）」，「第三次まとめ（令和５年度（予定））」）や，独立行政法人日本

学生支援機構の策定する「大学等における障害のある学生への支援・配慮事

例」や「教職員のための障害学生修学支援ガイド」，「合理的配慮ハンドブ

ック」等も参照することが望ましいこと。 

 

 

（参考：関係資料の掲載 URL） 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（内閣府ホームページ）

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/p

df/honbun.pdf 

○ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト（内閣府ホームページ）

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 

○ インクルーシブ教育システム構築支援データベース 

http://inclusive.nise.go.jp/ 

○ 事業分野相談窓口（対応指針関係）（内閣府ホームページ） 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_s

hishin.pdf 

○ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1

321667.htm 

○ 障害者の生涯学習の推進方策について―誰もが，障害の有無にかかわらず

共に学び，生きる共生社会を目指して―（報告） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1

414985.htm 

○ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討

会議報告 https://www.mext.go.jp/content/20230313-

mxt_tokubetu02_000028093_01.pdf 

○ 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ）

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm 

○ 障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/138

4405.htm 

○ 障害のある学生の修学支援に関する検討会（令和５年度）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html 

○ 大学等における障害のある学生への支援・配慮事例（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_hairyo_jirei/in

dex.html 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/p
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
http://inclusive.nise.go.jp/
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_s
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1
https://www.mext.go.jp/content/20230313-
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/138
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html
https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_hairyo_jirei/in
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○ 教職員のための障害学生修学支援ガイド（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation

/shien_guide/index.html 

○ 合理的配慮ハンドブック（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation

/handbook/index.html 

 

 

 

【本件連絡先】 
＜幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育

学校，特別支援学校関係について＞ 
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 
電 話：03-5253-4111（内線）3193 
ＦＡＸ：03-6734-3737 
E-mail：tokubetu@mext.go.jp 

＜大学，高等専門学校関係について＞ 
文部科学省高等教育局学生支援課 
電 話：03-5253-4111（内線）2519 
ＦＡＸ：03-6734-3391 

＜専修学校・各種学校関係について＞ 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 
電 話：03-5253-4111（内線）2915 
ＦＡＸ：03-6734-3281 

＜社会教育・生涯学習関係について＞ 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
電 話：03-5253-4111（内線）3613 
ＦＡＸ：03-6734-3719 

＜スポーツ分野について＞ 
スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 
電 話：03-5253-4111（内線）3490 
ＦＡＸ：03-6734-3792 

＜文化芸術分野について＞ 
文化庁政策課 
電 話：075-451-4111（内線）9516 
ＦＡＸ：03-6734-3811 

 

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation
https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation
mailto:tokubetu@mext.go.jp


７教義第６８２号 

７教高第４６８号  

７教特第３００号 

令和７年６月１２日   

                             

各教育事務所長 様 

 

                           教  育  長 

                                                   

個別の教育支援計画の活用及び引き継ぎについて（通知） 

 このことについて、令和３年１月「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議

（報告）」において、小中学校等の特別支援学級や通級による指導で様々な指導を受けていた生

徒が、高等学校において指導を受けるに当たって、小中学校等での指導や合理的配慮の状況な

どが十分に引き継がれていないとの状況が散見されることから、個別の教育支援計画等を活用

し、高等学校での指導につなげていくことが重要であると報告されております。 

ついては、個別の教育支援計画を様々な学びの場で引き継ぎ、子どもたちが切れ目のない支

援を受けることができるよう、下記について貴域内の各市町村教育委員会教育長に周知願いま

す。 

記 

【幼稚園・認定こども園】 

○ 幼稚園・認定こども園における個別の教育支援計画の作成については、新規で作成する場

合も多いことから、本人や保護者と十分に対話し、対象となる幼児の教育的ニーズの把握に

努めること。 

○ 本人や保護者と実施可能な支援について対話・調整をし、合意形成を図って、合理的配慮

を提供していくこと。 

○ 幼稚園・認定こども園は、保護者の同意を得て、小学校へ確実に個別の教育支援計画（支

援の目的や支援内容）について引き継いでいくこと。 

 

【小学校】 

○ 小学校の児童の個別の教育支援計画の作成については、幼稚園・認定こども園で活用され

た個別の教育支援計画を活用し、本人や保護者と支援内容を確認・調整・継続していくこと。

新たに作成する場合には、本人や保護者と十分に対話し、対象となる児童の教育的ニーズの

把握に努めること。 

○ 本人や保護者と実施可能な支援について対話・調整をし、合意形成を図って、合理的配慮

を提供していくこと。 

○ 小学校は、個別の教育支援計画を活用して支援を受けてきた児童（通常の学級で活用した

生徒、通級による指導及び特別支援学級の全ての生徒）については、保護者の同意を得て、

中学校へ確実に個別の教育支援計画（支援の目的や支援内容）について引き継ぐこと。 

 

【中学校】 

○ 中学校の生徒の個別の教育支援計画の作成については、小学校の個別の教育支援計画を活

用し、本人や保護者と支援内容を確認・調整・継続していくこと。新たに作成する場合には、

本人や保護者と十分に対話し、対象となる生徒の教育的ニーズの把握に努めること。 

○ 本人や保護者と実施可能な支援について対話・調整をし、合意形成を図って、合理的配慮

を提供していくこと。 

○ 中学校は、個別の教育支援計画を活用して支援を受けてきた生徒（通常の学級で活用した

生徒、通級による指導及び特別支援学級の全ての生徒）が高等学校へ進学が決定した後は、

保護者の同意を得て、速やかに活用した全ての生徒の個別の教育支援計画を高等学校へ引き

継ぐこと。 



 

 

 

【高等学校】 

○ 高等学校の生徒の個別の教育支援計画の作成については、中学校の個別の教育支援計画を

活用し、保護者や本人と支援内容を確認・調整・継続していくこと。新たに作成する場合に

は、本人や保護者と十分に対話し、対象となる生徒の教育的ニーズの把握に努めること。 

○ 本人や保護者と実施可能な支援について対話・調整をし、合意形成を図って、合理的配慮

を提供していくこと。 

○ 高等学校は、個別の教育支援計画を活用して支援を受けてきた生徒の進路先が決定した後

は、大学等の進学先や企業等の就労先、連携する福祉事業所等に、保護者の同意を得て、本

人の自立と社会参加に向けて、個別の教育支援計画を引き継ぐこと。 

 

＜個別の教育支援計画の作成に当たって＞ 

【相談・研修支援】 

○ 個別の教育支援計画の作成について、不安がある場合については、令和７年度地域支援体

制整備事業「幼稚園、小・中学校、高等学校、市町村教育委員会等への相談・研修支援」を

御活用ください。（別紙参照） 

【参考資料】 

○ 「特別支援学校・特別支援学級・通級による指導にかかわる就学支援の手引」 

（令和７年３月特別支援教育課） 

 

○ 「小・中学校、高等学校におけるインクルーシブ教育システム推進のための 

 コーディネートハンドブック」（福島県特別支援教育センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当  義務教育課  指導主事  白岩 電話 024-521-7774） 

（事務担当  高校教育課  指導主事 佐々木 電話 024-521-7772） 

（事務担当  特別支援教育課  指導主事  富村 電話 024-521-7780） 



 

福島県教育庁 

特別支援教育課 

〒960-8688 福島市杉妻町 2－16 
TEL  024-521-7780 FAX  024-521-7967 
E-mail：k.tokubetsushien@pref.fukushima.lg.jp 


